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（愛知自治体キャラバン実行委員会） 



２０１７年愛知自治体キャラバン 実施要領 
※要請団の集合時間は、１つ目の自治体は３０分前、２つ目以降の自治体は１５分前に庁舎１階ロビ

ーにお集まり下さい。 

 キャラバン参加者のみなさんへ  

１．参加者受付名簿 … 「参加者受付名簿」にお名前・団体名をご記入ください。 

２．独自の陳情書 … 各団体独自の陳情書を提出する場合は、団長又は事務局長にお知らせくださ

い。陳情書の提出のみで当日の回答は求めませんので、後日、各団体で交渉をお願いします。 

３．「感想用紙」 … 懇談終了後、別紙の「感想用紙」をご記入の上、団長又は事務局長にお渡しくだ

さい。後日提出する場合は、社保協あてにＦＡＸでお願いします。（ＦＡＸ番号 ０５２－８８９－６９３１） 
 
 団長・事務局長のみなさんへ  

１．参加者への依頼 

①「参加者受付名簿」の空欄に市町村名を記入して、参加者の受付をしてください。 

②記録係を決めて「記録用紙」を記入してもらうように依頼してください。 

２．陳情書と請願書の取扱い 

①正式な陳情書又は請願書を、当局と議会にそれぞれ提出してください。 

②提出前に、印字した首長名と議長名に間違いがないか確認し、間違っている場合は、予備の陳情

書・請願書に正しい名前を記入して提出してください。 

③議会提出分の陳情書か請願書の区分（Ｐ９９参照）は、昨年と同じ形式で準備しています。請願書

の場合は、紹介議員となっていただく共産党議員に手渡してください。なお、昨年と異なる提出を

する場合は、予備の陳情書・請願書をご利用ください。 

３．配布資料 

①当日の配布資料（冊子）は、当局（議会）と要請団参加者は共通資料です。 

②自治体からの文書回答・アンケート回答は、市町村ごとに要請団参加者に配布してください。 

４．懇談の留意点 

①懇談の時間は１時間（一宮市・稲沢市・東海市・豊田市・岡崎市・西尾市・豊橋市は９０分）です。自

己紹介は少人数の場合に限ってください。 

②時間配分のメドは、１）自治体当局の回答１０分、２）懇談４０分、３）その他、要請・陳情１０分 

５．資料などのとりまとめ 

①団長又は事務局長は、次の資料を「回収袋」に入れ、保険医協会事務局に渡してください。 

②各自治体別の回収袋：１）自治体側の出席者名簿、２）記録用紙 

なお、４）文書回答、５）アンケート回答、６）提出を求めた資料 は、事前に届かず、懇談当日に配

布された場合にお入れください。 

③１日分まとめた回収袋：１）受付名簿、２）参加者感想用紙 
 

※※※※※宣伝カーの移動中は宣伝テープを流してください。※※※※※ 

 

 自治体当局・議会関係者のみなさんへ  
１．文書回答・アンケート回答 

①陳情事項への文書回答とアンケート回答が事前にご送付されていない市町村は、参加者へ配布

してください。 

②陳情事項への文書回答とアンケート回答が間に合わなかった場合は、後日ご送付ください。 

※昨年は、文書回答は５２市町村（９６％）から、アンケート回答は全市町村からいただきました。 

２．当日の出席者名簿 

①当日の出席者名簿用紙にお名前と役職名をご記入の上、お渡しください。 



２０１７年１０月  日 

各市町村長 様 

各市町村議会議長 様 

（陳情団体）   愛知自治体キャラバン実行委員会 

代表者  森谷 光夫 

名古屋市熱田区沢下町９－７ 

労働会館東館３階３０１号 

 

介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書 

 

【趣旨】 

日頃のご尽力に敬意を表します。 

さて、安倍内閣の成長戦略や経済政策の中心的課題として社会保障の全分野にわたる見直しが非

常に速いテンポで進められています。２０１２年の社会保障改革プログラム法に基づいて、２０１４年・２０

１５年と医療・介護の連続的な制度改革、年金や生活保護の引き下げ、１４年の総合確保法、１５年の医

療制度関連法などで少なくとも１９年度まで具体化されています。さらに、「骨太方針２０１７」、社会保

障・税一体改革の促進で、「我が事・丸ごと地域共生社会」にむけ自立や共助を前提に、「地域丸投げ」

の地域づくりが強調されています。 

 一方で、限界を超える医療・介護の負担増で、国民の命と生活は深刻な事態になっています。厚労省

の調査（２０１６年６月）による、国民健康保険料滞納は約３１２万世帯、後期高齢者医療制度では約２３

万人。全日本民医連の「２０１６年経済的事由による手遅れ死亡事例調査」（１７年３月）では、経済的事

由で治療が遅れた死亡事例は加盟組織で５８件。また、介護保険制度で「軽度」者の利用者・家族約８

００事例の調査結果では、利用抑制や介護離職などで生活が困窮する事例があるなど、看過できない

事例が山積となっています。 

私たちは、今年３８年目を迎えるキャラバン要請行動の中で、住民のくらしを守り改善する要求を掲げ、

市町村に要請し、多くの要望を実現していただきました。また、地域住民の命とくらしを守る本来の自治

体の役割発揮をお願いしながら、地域住民の実情や要望を踏まえ、国の制度政策について改善を求

めてまいりました。 

 ひきつづき住民の命とくらしを守るため、以下の要望事項について、実現いただきますよう要請しま

す。 

【陳情項目】 ―★印が懇談の重点項目です― 

【Ⅰ】県民の要望である、市町村の福祉施策を充実してください。 

１．安心できる介護保障について 

★（１）介護保険料・利用料について 

①第７期の介護保険料は、一般会計からの繰入や基金の取り崩しによって引き下げてください。 

保険料段階を厚労省基準よりも多段階に設定することで低所得段階の倍率を低く抑え、応能負

担を強めてください。 



②介護保険料および利用料の低所得者への減免制度を実施・拡充してください。 

（２）介護保険利用の際の手続き 

★①介護保険利用の相談窓口に専門知識を持った職員を配置し、要介護認定申請の案内を行って

ください。 

②「基本チェックリスト」による振り分けは行わず、要介護認定申請を受け付けた上で、地域包括支

援センターへつなぐようにしてください。 

（３）基盤整備について 

★①特別養護老人ホームや小規模多機能施設等、福祉系サービスを大幅に増やし、待機者を早急に

解消してください。 

②特別養護老人ホームに要介護１・２の方が入所できる「特例入所」について、広報を積極的に行い、

入所希望者に対して「特例入所」を適用してください。 

（４）総合事業について 

★①総合事業の現行相当サービスが必要な人には継続した利用ができるようにしてください。サービス

利用者の「状態像」を一方的に押しつけたり、期間を区切った「卒業」はしないでください。 

②サービスの提供に必要な総合事業費の確保に努め、自治体としても必要な助成をしてください。 

（５）高齢者福祉施策の充実について 

①サロン、認知症カフェなど高齢者のたまり場事業への助成を実施・拡充してください。 

②住宅改修、福祉用具購入、高額介護サービス費の受領委任払い制度を実施してください。 

★（６）障害者控除の認定について 

①介護保険のすべての要介護認定者を障害者控除の対象としてください。 

②すべての要介護認定者に「障害者控除対象者認定書」または「障害者控除対象者認定申請書」を

自動的に個別送付してください。 

 

２．国保の改善について  

★①保険料（税）の引き上げを行わず、減免制度を拡充し、払える保険料（税）に引き下げてください。そ

のために一般会計からの繰入額を増やしてください。 

★②１８歳未満の子どもについては、子育て支援の観点から均等割の対象としないでください。当面、一

般会計による減免制度を実施してください。 

★③資格証明書の発行は止めてください。保険料（税）を継続して分納している世帯には正規の保険証

を交付してください。 

④保険料（税）を払えきれない加入者の生活実態把握に努め、むやみに短期保険証の発行や差押え

などの制裁行政は行わないでください。 

⑤一部負担金の減免制度については、活用できる基準にしてください。また、制度について行政や医

療機関の窓口にわかりやすい案内ポスター、チラシを置くなど周知してください。 

 

３．税の徴収、滞納問題への対応など  

税の滞納解決は、児童手当を差押えた鳥取県の処分を違法とした広島高裁判決を踏まえ差押禁止

財産の差押えは行わないでください。実情をよくつかみ、相談に対応するとともに、地方税法第１５条

（納税緩和措置）①納税の猶予、②換価の猶予、③滞納処分の停止の適用をはじめ、分納・減免など

で対応してください。 



４．生活保護について 

★①生活保護の相談・申請にあたっては、憲法第２５条および生活保護法第１条・第２条に基づいて行

い、「申請書を渡さない」「就労支援を口実にする」「親族の扶養について問いただす」など、相談

者・申請者を追い返すような違法な「水際作戦」を行わないでください。生活保護が必要な人には

早急に支給してください。 

★②ケースワーカーなど専門職を含む正規職員を増やしてください。また担当者の研修を充実させ、就

労支援や生活指導を個別に丁寧に行ってください。 

③生活保護利用者の人権を侵害する一律的な資産調査をやめてください。 

④通院の移送費（通院費）は金額の多少に関係なく、すべて支給してください。 

. 

５．福祉医療制度について 

★①福祉医療制度（子ども・障害者・母子家庭等・高齢者医療）を縮小せず、存続・拡充してください。 

★②子どもの医療費無料制度を１８歳年度末まで現物給付（窓口無料）で実施してください。 

③精神障害者医療費助成の対象を、一般の病気にも広げてください。 

 

６.子育て支援について 
（1）「子どもの貧困対策推進法」「子どもの貧困対策に対する大綱」を受け、２０１６年に県が実施した子

ども調査も踏まえて、市町村独自に子どもの貧困対策に計画をもって推進してください。 

 ①愛知県の調査方法に準じて、市町村での子どもの貧困率を調査してください。 

 ②ひとり親世帯等に対する自立支援計画を策定し、自立支援(教育・高等教育職業訓練)給付金事

業、日常生活支援事業等を実施してください。 

★③就学援助制度の対象を生活保護基準額の少なくとも１．４倍以下の世帯としてください。また、年度

途中でも申請できることを周知徹底し、支給内容を拡充してください。入学準備金の支給は、新学

期開始前にされるよう改善してください。 

④教育・学習支援への取り組みを行うとともに、児童・生徒の「居場所づくり」としても、ＮＰＯなどで取り 

組まれている、「無料塾」や「こども食堂」のとりくみを支援してください。 

★（2）小中学校の給食費を無償にしてください。未納者が生じないよう、当面一般財源繰り入れによる減

額や多子世帯に対する支援などを行ってください。 

（3）児童福祉法第２４条１項に基づき、保育を希望する児童には公的保育による保育実施義務を果たし

てください。認定子ども園、保育所、地域型保育事業による小規模保育や家庭的保育等、施設形態

の違いによって受ける保育に格差がないようにしてください。また、０歳から６歳まで通える認可保育

園を増やしてください。 

(4)保育施設において、どの時間帯においても、職員配置基準と労働基準法の両立が可能な人件費財

源を確保できるよう、国に要請し、自治体としても独自補助を行ってください。 

 

７．障害者・児施策の拡充について 
★①障害者が２４時間３６５日、地域で安心して生活できる「暮らしの場」が選択できるよう、グループホー

ムや入所施設・通所施設などを拡充してください。また、暮らしを支える障害福祉サービスは、余暇

利用を含めて障害者・児が必要とする時間を支給してください。 

②移動支援（地域生活支援事業）を、障害者・児が必要とする通園・通学・通所・通勤に利用できるよ

うにするとともに、入所施設の入所者も余暇利用できるようにしてください。また、診療・治療を受け

ている時間、院内での待ち時間も移動支援時間として認めてください。 

③障害者（児）の福祉サービスの利用料、給食費などを無償にしてください。 



★④４０歳以上の特定疾患・６５歳以上障害者について、一律に「介護保険利用を優先」とすることなく、

本人意向にもとづき障害福祉サービスが利用できるようにしてください。 

 １）介護保険の利用申請を行わない障害福祉サービス利用者に、障害福祉サービスを打ち切らない

でください。 

 ２）障害福祉サービスを利用する人が、要介護認定の非該当になった場合、障害福祉サービスの支

給時間を削減することが無いようにしてください。 

⑤日用品の購入・洗濯・コミュニケーション支援など入院中のヘルパー利用を認めてください。通院ヘ

ルパーについても、病院内・診察中の付き添いを認めてください。 

⑥障害者が生活するグループホームの夜間体制は、必ず職員を複数配置にするよう基準を定め、報

酬単価を改善するよう、国に要望し、自治体でも補助してください。 

⑦障害者福祉サービスに係るホームヘルパー職など、居宅介護職への社会的理解を広めるために

福祉教育をすすめるとともに、介護職の大切さを知らせてください。また、人手不足を解消するため

に、報酬単価を大幅に引き上げるよう、国に要望し、自治体でも補助してください。 

 

８．予防接種について 

①流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、ロタウィルスワクチン、子どもや障害者のインフルエンザワクチン

の任意予防接種に助成制度を設けてください。 

★②高齢者用肺炎球菌ワクチン（定期接種）の一部負担を無料にしてください。また２回目の接種を任

意予防接種事業の対象としてください。 

 

【Ⅱ】国および愛知県に、以下の趣旨の意見書・要望書を提出してください。 

１．国に対する意見書・要望書 

①国民健康保険の制度改革にあたり、国庫負担を抜本的に引き上げ、払える保険料（税）にするため

に、十分な保険者支援を行ってください。 

②マクロ経済スライドを廃止し、「年金カット法」の年金額改定新ルールは実施しないでください。全額

国庫負担による最低保障年金制度を早急に実現してください。 

③介護保険への国庫負担を増やして、負担の軽減と給付の改善をすすめてください。さらなる軽度者

外しはやめてください。介護・福祉労働者の安定雇用のために処遇を改善してください。 

④子どもの医療費無料制度を１８歳年度末まで現物給付（窓口無料）で創設してください。 

⑤障害者・児が 24 時間 365 日、地域で安心して生活できる「くらしの場」が選択できるよう、グループ

ホームや入所施設・通所施設などの社会資源を拡充し、福祉人材を確保してください。 

 

２．愛知県に対する意見書・要望書 

（１）福祉医療制度について 

①子どもの医療費無料制度を１８歳年度末まで現物給付（窓口無料）で実施してください。 

②障害者医療の精神障害者への補助対象を、一般の病気にも広げてください。 

③後期高齢者福祉医療費給付制度の対象を拡大してください。 

（２）市町村国民健康保険への県独自の補助金を復活してください。 

以上 



貴自治体名                     

懇談日時      月      日（     ）  午前 ・ 午後     時     分～     時     分 

懇談会場                              ※会場が確定している場合はご記入ください。 

 

２０１７年自治体キャラバン請願・陳情項目についてのアンケート 
 

【１】１．介護保険・高齢者福祉  担当課（           ）電話（          ）ＦＡＸ（         ） 

（１）保険料の市町村独自の低所得者への減免措置がありますか。  

（   ）ない  （   ）ある→実施年月（     年  月）２０１６年度実績（     ）件（        ）円 

 

（２）保険料の市町村独自の減免について 

  減免対象の規定（所得段階区分等）の内容（                                   ） 

  保険料の全額免除はありますか。          （   ）ない   （   ）ある 

  資産保有による制限はありますか。    （   ）ない   （   ）ある 

  保険料減免分に対する一般財源からの繰り入れはありますか。 （   ）ない   （   ）ある 

  申請は必要ですか。    （   ）要る  （   ）不要 

  ＊２０１６年４月以降に改正された場合は、改正された条例・要項を添付してください。 

 

（３）保険料滞納の状況と財産等の差し押さえについて（２０１６年度実績） 

１）保険料滞納者数         （         ）人 

２）「償還払い」処分件数    （         ）件 

３）「保険給付の一時差し止め」処分件数 （         ）件 

４）「３割負担」処分件数    （         ）件 

５）「財産差し押さえ」処分件数  （         ）件 

 

（４）利用料の市町村独自の低所得者への滅免措置がありますか。  

（   ）ない  （   ）ある→実施年月（     年  月）２０１６年度実績（     ）件（        ）円 

 

（５）利用料減免の内容をご記入ください。 

  １）減免対象の規定（所得段階区分等）の内容（                           ） 

  ２）訪問介護の利用者負担  （             ） 

  ３）居宅サービス利用料の助成割合 （             ） 

  ４）施設サービス利用料の助成割合 （             ） 

  ５）利用料減免分に対する一般財源からの繰り入れはありますか。 （   ）ない  （   ）ある 

＊２０１６年４月以降に改正された場合は、改正された条例・要項を添付してください。 

 

（６）特別養護老人ホームの待機者について 

１）特別養護老人ホームの待機者（要介護３以上）は、何人ですか。（      ）人（    年  月現在） 

２）要介護１、２で待機状態にある人を把握していますか。 

（    ）把握していない   （    ）把握している→（         ）人（    年   月現在） 

 

（７）介護給付費準備基金について 

２０１５年度末の残高（      ）千円  ２０１６年度末の残高（      ）千円 ※決算前の場合は見込額 

 

（８）介護保険における通院時の院内介助について   （    ）認めている  （    ）認めていない 

 

（９）介護保険における入院中のヘルパー派遣について   （   ）認めている  （   ）認めていない 

 

（１０）住宅改修の受領委任払い制度を実施していますか。 

（    ）実施している→実施年月日（    年   月  日） ２０１６年度実績（     ）件 

（    ）検討中である  （    ）実施の予定がない 

 



（１１）福祉用具の受領委任払い制度を実施していますか。 

（    ）実施している→実施年月日（    年   月  日）  ２０１６年度実績（     ）件 

（    ）検討中である  （    ）実施の予定がない 

 

（１２）高額介護サービス費の受領委任払い制度を実施していますか。 

（    ）実施している→実施年月日（    年   月  日）  ２０１６年度実績（     ）件 

（    ）検討中である  （    ）実施の予定がない 

 

（１３）住宅改修の独自の助成制度について、該当項目に○印を付し、必要事項をご記入ください。 

助成制度の有無 （  ）助成制度がある （  ）助成制度はない （  ）検討中である 

制
度
内
容 

（  ）介護保険に上乗せして実施している 

上乗せの助成額  利用者実数（２０１６年度）  

（  ）介護保険利用者以外の助成制度がある 

対象者と、その要件  

助成額  利用者実数（２０１６年度）  

 

（１４）配食サービスについて、該当項目に○印を付し、必要事項をご記入ください。 

配
食
方
式 

実施の有無 （  ）実施している（  ）していない（  ）検討中である 

実施の回数（週〇回昼・夕などと記入）  

１日平均利用者数（２０１６年度） 総延べ食事数（    ）食÷年間配食日数（    ）日 

＝１日当たり平均（    ）食 

１食あたりの助成額  

１食あたりの利用者負担額  

会
食
方
式 

実施の有無 （  ）実施している（  ）していない（  ）検討中である 

実施の回数（週〇回昼・夕などと記入）  

１日平均利用者数（２０１６年度） 総延べ食事数（    ）食÷年間配食日数（    ）日 

＝１日当たり平均（    ）食 

１食あたりの助成額  

１食あたりの利用者負担額  

 

（１５）ひとり暮らし、高齢ふたり世帯などへのゴミ出し、安否確認・見守り、日常生活支援、買い物など、生活

支援施策の実施とその事業主体についてご記入ください。 

支援内容 実施 事業の主体 

ゴミ出し援助 有 ・ 無 
（  ）自治体  （  ）新総合事業   （  ）その他事業 

担い手 

安否確認・見守り 有 ・ 無 
（  ）自治体  （  ）新総合事業   （  ）その他事業 

担い手 

日常生活支援 有 ・ 無 
（  ）自治体  （  ）新総合事業   （  ）その他事業 

担い手 

買い物支援 有 ・ 無 
（  ）自治体  （  ）新総合事業   （  ）その他事業 

担い手 

 ※事業の主体が複数ある場合、代表的な事業をご記入の上、その他事業がわかる資料を添付ください。 

 

（１６）高齢者や障害者への外出支援施策について、該当項目に〇印を付し必要事項をご記入ください。 

地
域
巡
回
バ
ス 

実施の有無 （  ）実施している（  ）していない（  ）検討中である 

地域巡回バスの名称  

利用料 高齢者〈     歳以上〉（       ）円、障害者（       ）円 

一般（      ）円、子ども〈     歳～     歳〉（       ）円 

その他特記事項  

２０１６年度の運行実績  



タ
ク
シ
ー
代
助
成 

実施の有無 （  ）実施している  （  ）していない  （  ）検討中である 

各対象者の要件及び助成内容 

対象者 助成要件 ２０１６年度の助成実績 

高齢者  （         ）人 

障害者  （         ）人 

要介護認定者  （         ）人 

 

（１７）サロン・認知症カフェなど高齢者のたまり場事業の助成金の内容についてご記入ください。 

実施の有無 （  ）実施している  （  ）していない  （  ）検討中である 

実施事業の名称  

事業の主体 
（  ）自治体  （  ）新総合事業   （  ）その他事業 

担い手 

助成対象  

助成金について 金額（                 ）円→（  ）年額 （  ）月額 （  ）１回のみ 

助成箇所数  

 

（１８）介護認定者の障害者控除の認定について 

１）認定書の発行枚数（２０１６年度実績） は （         ）枚 

２）介護認定者に障害者控除の申請書または認定書を自動的に送付していますか。 

（   ）申請書を送付している → ２０１６年度（         ）件 

（   ）認定書を送付している → ２０１６年度（         ）件 

（   ）自動的には送付していない 

３）認定書の発行の要件 

（   ）介護認定者のうち、要支援２以上は基本的に該当する 

（   ）介護認定者のうち、要介護１以上は基本的に該当する 

（   ）介護認定時の認定調査票または主治医の意見書で判断している 

（   ）要介護認定を受けていない者に対しては、医師の証明書（意見書）の提出の上、判断している 

（   ）その他、次のような方法で判断している【                               】 

 

２．国民健康保険  担当課（             ）電話（            ）ＦＡＸ（            ） 

（１）国保保険料（税）（医療給付費分と後期高齢者支援金分の合計）について 

 区分 定   義 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 

保
険
料
・税
率 

所得割 旧但し書き額 × （     ）％ × （     ）％ × （     ）％ 

資産割 固定資産税額 × （     ）％ × （     ）％ × （     ）％ 

均等割 加入者１人につき 円 円 円 

平等割 １世帯につき 円 円 円 

１人当たり調定額（平均保険料） 円 円 円 

一般会計からの１人当たり法定外繰入額 円 円 円 

※２０１７年度の「一般会計からの１人当たり法定外繰入額」は、予算額をご記入ください。 

 

（２）保険料（税）の市町村独自の軽減・減免制度 

１）市町村独自の低所得者減免を実施している場合は、その要件をご記入ください。 

 

 

 

２）保険料（税）の収入減を理由にした減免を実施している場合は、その要件をご記入ください。 

 

 

 

 

 



（３）資格証明書 ※２０１７年８月１日現在でご記入ください。 

１）資格証明書は交付していますか。  （  ）交付していない  （  ）交付している→（    ）世帯 

２）資格証明書を交付している場合、交付に当たっては、面接を実施していますか。 

（  ）必ず面談している  （  ）面談がなくても交付する場合がある  （  ）その他 

３）資格証明書交付世帯のうち、高校生世代以下の子どものいる世帯数・子ども数 

世帯数（   ）世帯 内、乳幼児（  ）人、小学生（  ）人、中学生（  ）人、高校生世代（  ）人 

上記のうち、６カ月以上の短期保険証を交付していない資格証明書未解消世帯数・子ども数 

世帯数（   ）世帯 内、乳幼児（  ）人、小学生（  ）人、中学生（  ）人、高校生世代（  ）人 

４）資格証明書の交付除外で配慮している点がありますか。 

（  ）国の基準どおり実施している 

（  ）独自に配慮し、次の場合は交付対象から除外している 

（  ）高校生世代以下の子どものいる世帯 

（  ）障害者・母子家庭等医療費助成制度の対象世帯 

（  ）病弱者のいる世帯 

（  ）次の場合は、交付対象から除外している 

 

 

   ５）資格証明書発行世帯で緊急時の短期保険証への切り替えについての基準をご記入ください。 

 

 

 

（４）短期保険証 ※２０１７年８月１日現在でご記入ください。 

１）有効期間別（交付時から有効期限が切れるまで）の交付数 

※資格証明書交付世帯の高校生世代以下の短期保険証は除く 

・１カ月以内（     ）人  ・２カ月（     ）人  ・３カ月（     ）人  ・４カ月（     ）人 

・５カ月（     ）人  ・６カ月（     ）人  ・１年（     ）人  ・その他（            ） 

２）短期保険証発行の基準をご記入ください。 

 

 

 

 

（５）保険料（税）滞納者への差押えについて（２０１６年度） 

１）差し押さえの基準（                                                ） 

２）分納者への対応（                                                 ） 

３）予告通知書の発行（     ）件 

４）差押え件数  不動産（   ）件 預貯金（   ）件 生命保険（   ）件（内学資保険（   ）件） 

その他（   ）件（                                       ） 

５）競売などによる現金化  （     ）件 （          ）円 

６）徴収の猶予  申請件数（   ）件、許可（   ）件、 

７）換価の猶予（    ）件  

８）滞納処分の停止（    ）件  

 

（６）国保加入者だが、保険証・短期保険証・資格証明書が届いていない人数をご記入ください。 

※２０１７年８月１日現在でご記入ください。 

１）交付した保険証・短期保険証の留め置き人数 （       ）人 

２）保険証・短期保険証・資格証明書のいずれも交付していない未交付人数 （       ）人 

３）その他（                                                   ） 

 

（７）国民健康保険法第４４条の一部負担減免制度について 

１）一部負担減免制度を実施していますか。 

（  ）実施している    （  ）検討中である    （  ）実施の予定がない 

＊２０１６年４月以降に一部負担減免制度が改正された場合は、改正された条例・要項を添付してください。 



２）実施している場合、 

・生活保護基準を目安にした減免基準を設けていますか。 

（  ）設けている     （  ）検討中である    （  ）設けていない 

・生活保護基準を目安にした減免基準を満たしている場合、災害や事業・業務の休廃止、失業など

による収入の減少などに該当していなくても減免の対象となりますか。 

（  ）生活保護基準を目安にした減免基準を満たしていれば、減免の対象となる。 

      （  ）生活保護基準を目安にした減免基準に加え、災害や事業・業務の休廃止、失業などによる

収入の減少などの要件を満たす必要がある。 

（  ）その他（                                       ） 

３）相談・申請の実績（２０１６年度） 

・自治体窓口（電話相談なども含む）への相談件数（    ）件 

・申請件数 （     ）件   ・減免件数 （    ）件   減免金額 （              ）円  

 

（８）国保運営協議会について 

１）運営協議会の公開   （   ）公開していない   （   ）公開している 

２）運営協議会委員の公募枠   （   ）ない  （   ）ある → （    ）人 

 

３．税の滞納について  担当課（             ）電話（           ）ＦＡＸ（          ） 

（１）滞納整理マニュアルはありますか   （   ）ある  （   ）ない 

 

（２）滞納者のうち地方税法第１５条（納税緩和措置）の適用について（２０１６年度） 

１）徴収の猶予について  申請件数（     ）件  許可件数（     ）件 

２）換価の猶予の適用件数（     ）件 

３）滞納処分の停止の適用件数（     ）件 

 

（３）地方税滞納整理機構に引き継いだ件数（２０１６年度内に引き継いだ件数）（      ）件 

 

（４）地方税滞納整理機構に引き継ぎをする基準 

 

 

（５）少額でも滞りなく分納している納税者も地方税滞納整理機構に引き継ぎますか 

（   ）引き継ぐ  （   ）引き継がない 

 

４．生活保護  担当課（                ）電話（            ）ＦＡＸ（            ） 

（１）生活保護の申請件数とその保護件数について 

２０１６年度相談件数 （     ）件、申請件数 （     ）件、そのうち保護開始件数 （     ）件 

 

（２）２０１７年４月現在の受給世帯数と人数  （     ）世帯  （         ）人 

 

（３）外国人への生活保護制度および申請手続きに関する説明文書について 

   １）外国語で生活保護のしおりや説明文書を整備していますか（   ）ある   （   ）ない 

   ２）整備されている言語（                                     ） 

   ３）しおりや説明文書のホームページへの掲載（    ）している   （    ）していない 

 ＊しおりや説明文書を添付してください。 

 

※以下は市のみお答えください 

（４）生活保護担当職員（ケースワーカー）及び１職員（ケースワーカー）当たりの担当受給者について 

 生活保護担当職員について １職員当たりの担当受給者数 

正規 

職員数 

生保担当の 

平均在任年数 

非正規 

職員数 

世帯数 人数 

２０１６年４月現在 人 年   カ月 人 世帯 人 

２０１７年４月現在 人 年   カ月 人 世帯 人 



５．福祉医療など  担当課（           ）電話（          ）ＦＡＸ（           ） 

（１）子ども医療費助成制度について、２０１７年４月１日時点の助成内容と変更している（予定含む）場合、  

ご記入ください。 

  （  ）変更なし 

  （  ）変更あり → 変更内容・実施時期をご記入ください 

（変更時期）        年       月      日 

 

 

 

 

 

（２）後期高齢者医療について 

保険料滞納者数（      ）人   短期保険証発行人数（    ）人 

差し押さえ（２０１６年度）件数（        ）件、金額（          ）円 

 

６．子育て支援策  担当課（              ）電話（           ）ＦＡＸ（           ） 

（１）「子どもの貧国対策大綱」を受けた、自立支援計画について 

   １）自立支援計画の有無について    （   ）ある（    年  月策定）  （   ）ない 

   ２）自立支援給付金事業について    （   ）実施（    年  月実施）  （   ）未実施 

       ２０１６年度実績 （      ）件  給付額（           ）円 

       ２０１７年度予算 （      ）件  給付額（           ）円 

   ３）日常生活支援事業について     （   ）実施（    年  月実施）  （   ）未実施 

       ２０１６年度実績 （      ）件  給付額（           ）円 

       ２０１７年度予算 （      ）件  給付額（           ）円 

   ４）教育・学習支援について     （   ）実施（    年  月実施）  （   ）未実施 

       ２０１６年度実績 （    ）カ所（     ）人  実施時期（                      ） 

       ２０１７年度予算 （    ）カ所（     ）人  実施時期（                      ） 

５）ＮＰＯなどが取り組む「無料塾」や「こども食堂」への支援について 

     ・「無料塾」への支援について  （   ）実施（     年  月実施）   （   ）未実施 

２０１６年度実績 （    ）カ所（      ）人、 ２０１７年度予算 （    ）カ所（      ）人 

支援方法（                                  ） 

     ・「こども食堂」への支援について  （   ）実施（    年  月実施）  （   ）未実施 

２０１６年度実績 （    ）カ所（      ）人、 ２０１７年度予算 （    ）カ所（      ）人 

        支援方法（                                  ） 

 

（２）就学援助 

１）保護者への広報はどのようにしていますか。 

（   ）入学説明会  （   ）入学式  （   ）始業式  （   ）ホームページ  （   ）市広報 

（   ）その他（                                 ） 

＊就学援助に関す保護者向けの案内文書を添付してください。（昨年と同じ場合は結構です。） 

２）就学援助の認定対象基準をご記入ください。 

生活保護基準額の（        ）倍・金額（           ）円 

 

 

 

３）生活保護基準引き下げに対して、どのような対応をされましたか。 

（  ）就学援助認定基準を引き上げた  

 【２０１６年度    倍 → ２０１７年度     倍】 

（  ）何もしていない 

（  ）その他（下欄にご記入ください） 

 

 

（変更内容） 

 

 



４）就学援助の対象となる認定基準額または所得基準額（年額）をご記入ください。 

・２人家族（母３０歳代、子ども小学生の場合）  …  （           ）円 

・４人家族（父母は３０歳代、子ども小学生と４歳児の場合）  …  （           ）円 

５）申請書の受付先 （   ）市町村窓口  （   ）学校   （   ）市町村窓口と学校のどちらも可 

６）民生委員の証明は必要ですか  （   ）必要である  （   ）必要ない 

７）就学援助受給者数・予算額をご記入ください。 

 

 

※受給割合は、小数点第１位までご記入ください。 

※２０１７年度の支給額は見込み額をご記入ください。 

８）就学援助家庭の給食費の支払い方法  （  ）現物支給  （  ）償還払い  （  ）その他 

９）就学援助の項目について 

（  ）学用品費 （  ）体育実技用具費 （  ）入学準備金 （  ）通学用品費 （  ）通学費  

（  ）修学旅行費 （  ）クラブ活動費 （  ）生徒会費 （  ）ＰＴＡ会費 （  ）給食費  

（  ）校外活動費（宿泊を伴わないもの） （  ）校外活動費（宿泊を伴うもの） （  ）医療費  

（  ）日本スポーツ振興センター掛け金 （  ）めがね・コンタクトレンズ （  ）卒業記念品 

（  ）その他（                                                   ） 

   １０）就学援助の入学準備金の支給は、新学期前に実施していますか。 

    ① 実施している（   ）   ② 実施する予定（何時から     ）  ③ 実施しない（    ） 

 

（３）学校給食について（２０１７年度） 

１）給食費未納の児童・生徒も含め、全員が学校給食を食べられていますか。 

（   ）食べられている  （   ）未納者には給食支給を停止している  （   ）その他 

給食費未納の児童・生徒への学校、自治体の対応（例：就学援助をすすめるなど） 

 

 

 

 

 

２）給食費への自治体独自の補助などの施策 （例：半額補助、第２子以降無料など） 

 

 

 

 

 

３）給食の実施状況 

 全校数 
自校方式実施数 センター方式実施数 １食当たりの 

給食費 直営 委託 直営 委託 

小学校 校 校 校 校 校 円 

中学校 校 校 校 校 校 円 

 

（４）保育について 

１）国が出した処遇改善等加算Ⅱの取り扱いについて、実施をどう考えていますか。 

    （   ）積極的に活用する  （   ）活用しない  （   ）わからない 

その理由（                                     ） 

２）保育士の処遇改善の為に、自治体独自で新たに設けた補助・支援などありますか。 

       （   ）ある   （   ） ない 

      具体的な補助・支援（                                            ） 

３）自治体内の企業主導型保育の開所状況を把握していますか。指導監査を行っていますか。 

       （   ）はい   （   ）いいえ 

      具体的には（                                                 ） 

 

 ２０１６年度 ２０１７年度 

受給者数 人 人 

受給割合 ％ ％ 

支給額 円 円 



７．障害者施策  担当課（               ）電話（            ）ＦＡＸ（            ） 

（１）訪問系各サービスの支給状況について（２０１７年７月時点） 

 支給者数（人） 昨年同月比（％） 最多支給時間数 平均支給時間数 

居宅介護     

重度訪問介護     

行動援護     

同行援護     

＊最多支給時間は２０１７年７月の１カ月。平均時間は１カ月あたりでご記入ください。 

 

 （２）地域生活支援事業の移動支援 

支給者数（     ）人   最多支給時間数（     ）時間   平均支給時間数（     ）時間 

 

（３）訪問系サービスの支給基準  （   ）あり   （   ）なし 

 

（４）計画相談支援の７月利用実績  （     ）人 

計画相談支援実施上の問題点があればご記入ください 

 

 

 

 

 

（５）介護保険サービスと障害福祉サービスの併給について 

１）併給をしている人の人数（      ）人（２０１７年７月１日現在）  ・対昨年同月比（     ）％ 

２）併給している障害福祉サービスの居宅介護について 

平均何時間支給していますか（       ）時間 

３）介護保険の被保険者が障害福祉サービスを上乗せ利用する場合の条件 

（   ）介護保険サービスのみで、必要なサービスを確保できない状況であれば、障害福祉サービ

スの上乗せが可能としている。 

（   ）何らかの条件を設けている。 

（  ）要支援の該当者は、上乗せができない。 

         （  ）障害者手帳所持者（肢体不自由の身体障害者手帳１級所持者に限る） 

         （  ）介護保険の要介護度が要介護５の者 

（ただし区分変更しても要介護５にならない場合は、要介護４以下でも検討可能） 

         （  ）介護保険サービスの約半分以上を訪問介護が占めていること  等 

         ※上記以外の条件があれば、できるだけ詳しくご記入ください。 

 

 

 

 

 

（６）６５歳以上の障害者で障害福祉サービスのみの利用者について 

・介護給付支給決定者数  （      ）人（     年   月   日現在） 

・訓練等給付支給決定者数（       ）人（     年   月   日現在） 
 

（７）入院中、通院中、通院診療中のヘルパーの付き添いについて、報酬を支給していますか 

    ・入院中      認めて （   ）いる （   ）いない 報酬は （   ）支給する （   ）支給しない  

    ・通院 病院内  認めて （   ）いる （   ）いない 報酬は （   ）支給する （   ）支給しない  

    ・通院 診療中  認めて （   ）いる （   ）いない 報酬は （   ）支給する （   ）支給しない 

 

（８）グループホームの夜勤体制について ２０１７年４月１日時点でお答えください 

夜勤が一人体制の施設は  グループホーム（   ）カ所中（   ）カ所  

 



【２】国または愛知県に対して既に意見書・要望書を提出している項目と提出年月日を教えてください。 

※２０１６年９月以降の提出分をご記入ください。 

 意見書・要望書の種類 提出年月日 

国 

①社会保障制度の国民負担増や給付削減をやめ、国の予算で改善を求

める意見書・要望書 
年  月  日 

②若者も高齢者も安心の年金制度の確立を求める意見書・要望書 年  月  日 

③介護保険制度の改善を求める意見書・要望書 年  月  日 

④１８歳年度末までの医療費無料制度創設を求める意見書・要望書 年  月  日 

⑤福祉医療助成に係る国民健康保険の国庫負担減額措置の廃止を求め

る意見書・要望書 
年  月  日 

⑥後期高齢者の保険料軽減特例の恒久化を求める意見書・要望書 年  月  日 

⑦家族介護はもう限界です！障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」

の早急な整備を求める意見書・要望書 
年  月  日 

県 
①福祉医療制度を守り、拡充を求める意見書・要望書 年  月  日 

②市町村国民健康保険への事業費補助金復活を求める意見書・要望書 年  月  日 

＊２０１６年９月以降に【２】に関する国または県に提出した意見書・要望書の写しを添付してください。 

☆ご協力ありがとうございました。 



 

 

２０１７年愛知自治体キャラバン 要請項目のポイント 

※四角で囲んだ網掛け部分が、要請項目です。 

【１】県民の要望である、市町村の福祉施策を充実してください。 

 １．安心できる介護保障について  

★（１）介護保険料・利用料について 

①介護保険料は３年毎の見直しで引き上げが続いている。第６期（２０１５～２０１７年度）では、愛

知県の保険料平均額（加重平均）は５，１９１円。第５期より４２３円（８．９％）引き上がり、住民の暮

らしに重くのしかかってきた。第７期（２０１８～２０２０年度）の改定時期であり、自治体が一般会計

や基金の取り崩しによって繰り入れを行い、保険料を引き下げることが求められる。国に対しても、

せめて「２５％（現行２０％）＋調整金５％」は負担するよう求める。 

保険料段階は多くの段階を設けることで、所得水準に応じたきめ細かい保険料が設定できる。

第６期計画で国の示した基準は９段階であったが、東栄町・豊根村を除く５２市町村が国基準を超

えて設定した。第１段階を低く設定しているのは、弥富市が０．３倍、刈谷市・尾張旭市・みよし市

が０．３５倍。段階を最も増やしているのは、高浜市の１６段階、続いて名古屋市・岡崎市・津島市

は１４段階、瀬戸市・刈谷市・西尾市・豊明市が１３段階、１３段階以上が８自治体。１２段階以上は

４１自治体となっている。段階が最も少ないのは東栄町と豊根村で９段階である。また、倍率では、

最高が名古屋市と刈谷市で２．５倍、津島市・飛島村・武豊町２．３倍、日進市２．２５倍、半田市・

豊明市２．２倍、瀬戸市２．０５倍などとなっており、２倍以上は２３市町村（４３％）である。第７期改

定での一層の拡大が求められる。 

国の計画でも低所得段階の保険料軽減を強化するとしているが、消費税増税を「財源」に実施

するもので、重い税・社会保険料に対する抜本的な解決策にはならない。高齢者の介護保険料

負担は限界を超えており、介護保険料軽減のために国及び自治体からの財政投入を求める。 

②介護保険料減免は３自治体が増えて２７市町村（５０％）で制度化され、２０１５年度の減免実績

は３，７８５件、３，６９２万円である。介護保険料は住民税非課税でも払わなければならず、月５万

円程度の年金で暮らす高齢者には大きな負担となっており、減免制度の意義は大きい。とくに２０

１５年８月からの利用料２割負担が利用者・家族に重くのしかかっているもとで、一層の拡充が求

められる。 

介護利用料減免は２１市町村（３９％）、２０１５年度の減免実績は９，６５９件、８，７２２万円であ

る。江南市、阿久比町、武豊町などでは非課税世帯の利用料を軽減する優れた減免制度を実施

している。保険料は払っても利用料が払えずサービスが受けられない実態もあるもとで、すべての

自治体で低所得者に対する利用料の減免制度を実施・拡充することが求められる。 

 

 

 

 

①第７期の介護保険料は、一般会計からの繰入や基金の取り崩しによって引き下げてくださ

い。保険料段階を厚労省基準よりも多段階に設定することで低所得段階の倍率を低く抑

え、応能負担を強めてください。 

②介護保険料および利用料の低所得者への減免制度を実施・拡充してください。 

 （Ｐ３８～４６参照） 



 

 

（２）介護保険利用の際の手続き 

窓口へ相談に行く人は要支援・要介護該当者が少なくない。たとえば、住宅改修や福祉用具

貸与・購入の制度は介護保険のサービスであって、総合事業では提供されない。しかし専門知識

のない職員が「基本チェックリスト」だけで対応した場合、本来必要だったはずの要介護認定が手

続きされないことになりかねない。相談窓口で専門知識を持った職員が対応し、これまで同様に

要介護申請の案内をし、「基本チェックリスト」は地域包括支援センターの専門職のもとで実施す

ることが必要である。 

 

 （３）基盤整備について 

①「県内の特別養護老人ホームに入所を希望している待機者は２０１７年度当初で、７，３３９人に

達する。前回調査に比べ５４人増。高齢化に伴う入所需要に、特養の新設は依然、追いついてい

ない」（中日新聞）と県調査が発表された。特別養護老人ホームへの入所基準は、２０１５年の介護

保険制度改定で「原則要介護度３以上」に変更された。要介護３以上で見ても待機者は依然、２０

１５年９月で１７，２７７人、２０１６年９月で１４，３１２人と解消されていない。愛知県は２０１５年１１月

の社保協との懇談で「要介護度３以上の１年以内入所希望者は７，２８５人」とし、「第６期での特養

の計画である広域型（定員３０人以上）２，２７６人、地域密着型（定員２９人以下）８４１人の合計３，

１１７人と第５期の積み残しを合わせれば解消できる」と回答したが、果たされていない。 

また、実際に入所希望がある要介護１・２の方の受け入れも必要である。２０１６年９月１日現在

の調査結果では、要介護１・２であって入所希望する人は５，８４３人であった。要介護１・２の待機

者数を把握していない自治体（８市町）や、２０１４年時の待機者数しか把握していない自治体（１０

市）もあるなど、待機者問題は一層深刻になっている。 

②要介護度１、２についても「居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得な

い事由」として、「（１）認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎

通の困難さ等が頻繁に見られる。（２）知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すよう

な症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。（３）家族等による深刻な虐待が疑われる

等により、心身の安全・安心の確保が困難である。（４）単身世帯である、同居家族が高齢又は病

弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の

供給が不十分である」のいずれかに該当すれば入所対象となる特例がある。しかし十分に周知さ

れてなく、積極的な広報をおこなうことが求められる。また、参議院の付帯決議は「軽度の要介護

者に対しては、個々の事情を勘案し、必要に応じて特別養護老人ホームへの入所が認められるよ

う、適切な措置を講ずること」としている。入所希望者の居宅での日常生活状況での困難を積極

的に受け止め、待機者と家族の救済に当たることが求められる。 

 

★①介護保険利用の相談窓口に専門知識を持った職員を配置し、要介護認定申請の案内を

行ってください。 

②「基本チェックリスト」による振り分けは行わず、要介護認定申請を受け付けた上で、地域

包括支援センターへつなぐようにしてください。 

（Ｐ３２～３３参照） 

★①特別養護老人ホームや小規模多機能施設等、福祉系サービスを大幅に増やし、待機者を早

急に解消してください。 

②特別養護老人ホームに要介護１・２の方が入所できる「特例入所」について、広報を積極的

に行い、入所希望者に対して「特例入所」を適用してください。 

 （Ｐ４７～４８参照） 



 

 

（４）総合事業について 

①新しい総合事業がすべての自治体で始まっているが、介護保険給付の抑制を目的に、「基本

チェックリスト」による振り分けがされ現行相当サービスの継続利用が阻まれる危惧がある。一部の

自治体では介護保険サービスを利用できるかどうかを判定する「状態像」の押しつけや、サービス

そのものに利用期間が設けられ新しい総合事業へと押し出す「卒業」が始まっている。介護保険

は人権であり、自治体が必要なサービスの提供を放棄することは許されない。移行にあたりサービ

ス利用に期間を区切り「卒業」が押し付けられることがないよう考えを県下の自治体に独自に尋ね

た。「ケアマネジメントを行った結果、必要と判断された人はこれまでと同等のサービスを継続」（安

城市）などの回答が多く、「一方的に卒業を押し付けるものではない」（豊川市）、「卒業の発想は

持ち合わせていない」（蒲郡市）と明言する自治体もあった。住民・利用者の立場での対応を求め

たい。 

②国が総合事業の事業費に「前年度実績×後期高齢者の伸び」という上限を設けているもとで、

サービスの質を維持するためには自治体の努力が欠かせない。国への要請も含め、必要な予算

の確保が求められる。 

総合事業は従来の介護サービスからの置き換えでなく、上乗せの新たなサービス・資源として

進めるべきである。「現行相当のサービスを含めた多様なサービスの提供に努め、必要なサービ

ス量の確保を目指します」（稲沢市）という主旨の回答が多いが、すでに実施した名古屋市では多

くの事業所が「基準緩和型事業」への参入を敬遠するなど、制度の問題点は明らか。地域での実

態把握が求められる。 

国は総合事業の事業費の伸びを、その市町村の７５歳以上人口の伸びまでしか認めないという

上限を設けている。費用の点から安上がりな「基準緩和型サービス」「住民主体サービス」へ追い

込むことがねらわれている。「必要に応じて予算計上する」（犬山市）、「必要な予算確保に努める」

（半田市）という回答もあるが、「国の制度に沿って」とする自治体が多い。地域単位での要求運動

が重要になってくる。 

 

（５）高齢者福祉施策の充実について 

①介護保険施行前の１９９０年代は、福祉事務所の職員が高齢者宅を訪問し、健康状態や暮らし

ぶりなどを把握し、ヘルパー派遣も含め行政が直営で福祉サービスを実施していた。２０００年の

介護保険導入で福祉サービスは民間など外部委託になり、行政の責任が縮小し、「買う福祉」へと

変わり、一人暮らしや高齢者夫婦の安否確認など福祉サービスが大きく後退したことが、「消えた

高齢者」が社会問題となった大きな要因となっている。 

厚労省は、介護保険法を改定し、住み慣れた地域で高齢者の暮らしをささえる医療・介護・福

祉を一体的に提供する「地域包括ケア」構想を打ち出した。これは、３０分で駆けつけられる日常

★①総合事業の現行相当サービスが必要な人には継続した利用ができるようにしてください。サ

ービス利用者の「状態像」を一方的に押しつけたり、期間を区切った「卒業」はしないでくださ

い。 

 ②サービスの提供に必要な総合事業費の確保に努め、自治体としても必要な助成をしてくださ

い。 

 （Ｐ４９～５１参照） 

①サロン、認知症カフェなど高齢者のたまり場事業への助成を実施・拡充してください。 

②住宅改修、福祉用具購入、高額介護サービス費の受領委任払い制度を実施してください。 

 （Ｐ５２～５３参照） 



 

 

生活圏域で多様なサービスを組み合わせて病院に依存せず、地域で暮らしていくこととしている

が、狙いは給付制限と負担の拡大である。 

これまで市町村が進めてきた配食・買い物・見守りなどの生活支援施策を「新しい公共」の名に

よる保険外サービスとせず、市町村の責任で充実させていくことが求められている。巡回バス・福

祉バスなどの外出支援は４３市町村（８０％）で実施。無料乗車券もある（豊根村）。 

利用者からは「福祉車両がまだまだ少ない」との声が出されている。いっそうきめ細かな住民要

求に基づく改善が必要である。 

サロン・認知症カフェなどのたまり場事業への助成は２３市町村（４３％）となっている。 

②家族で介護を行う際は、手すり、スロープ、浴室、トイレなど住まいの住環境の整備が必要であ

る。申請書類の多さや、指定住宅業者も少なく、また１件あたりの住宅改修への助成額引き上げ

が必要である。 

２０１５年度は、住宅改修費の受領委任制度は４３市町村（８０％）で行われている。実施件数は

前年と比べ８９９件増加し、１７，３５５件となった。 

福祉用具購入費の受療委任払い制度は名古屋市が新たに実施し、３６市町村（６７％）、実施

件数は前年と比べ１，０９５件増加し、１３，２２４件となった。また、美浜町が２０１６年１２月より実施

した。 

高額介護サービス費の受領委任払い制度は、豊田市が実施しているが、他市町村への拡大が

望まれる。いずれの制度も市民への周知と利用や申請のしやすさが必要である。 

 

★（６）障害者控除の認定について 

①介護保険のすべての要介護認定者を障害者控除の対象としてください。 

②すべての要介護認定者に「障害者控除対象者認定書」または「障害者控除対象者認定申請

書」を自動的に個別送付してください。                        

 （Ｐ５４～５５参照） 

障害者控除認定書の発行枚数は毎年増加を続け、２００２年度３，７６８枚から、２００６年度１

０，４６６枚、２０１５年度５０，０１７枚と増加している。近年では、大口町が懇談の場で「自治体キャ

ラバンの要望を受け、認定書の自動送付を開始した」と説明するなど、ねばり強く働きかけてきた

成果も出ている。「介護認定者（要支援又は要介護１以上）」を実質的に障害者控除の対象者に

しているのは３８市町村（７０％）に広がっている。しかし、介護認定者数からみるとまだまだ少な

い。 

認定書などの送付状況は、２０市町村（３７％）が要介護者に直接認定書を送付している。また

１２市町村（２２％）が介護認定者に個別の案内や申請書を送付している。これにより認定書また

は申請書を送付しているのは３２市町村（５９％）へと広がっている。 

介護保険認定申請時の「障害高齢者自立度」や「認知症高齢者自立度」の結果を参考に、障

害者控除の対象としている自治体もある。申請主義ではなく、自治体が持つ要介護認定者のデ

ータをもとに、市町村長の判断により、介護認定者を自動的に障害者控除の対象とし、認定書を

個別送付すべきである。 

（障害者控除発行枚数の推移） 
２００２年度： ３，７６９枚  →  ２００３年度： ５，８４８枚  →  ２００４年度： ５，１１４枚  →  
２００５年度： ７，１５５枚  →  ２００６年度：１０，４６６枚  →  ２００７年度：１３，１７１枚  →  
２００８年度：１８，５４４枚  →  ２００９年度：２２，７１２枚  →  ２０１０年度：２９，９５５枚  →  
２０１１年度：３２，７３６枚  →  ２０１２年度：３４，７７８枚  →  ２０１３年度：４２，３２２枚  →  
２０１４年度：４５，１３６枚  →  ２０１５年度：５０，０１７枚 

 



 

 

（原則要支援又は要介護１以上を発行条件としている市町村の推移） 
２００４年度：―    → ２００５年度：２７％  → ２００６年度：２４％  → ２００７年度：３０％  →  
２００８年度：５１％  → ２００９年度：５１％  → ２０１０年度：６９％  → ２０１１年度：７２％  →  
２０１２年度：７２％  → ２０１３年度：７２％  → ２０１４年度：７０％  → ２０１５年度：７０％ 

 

（認定書又は申請書を送付している市町村の推移） 
２００４年度：―   → ２００５年度：１９％  → ２００６年度：２１％  → ２００７年度：２８％  →   
２００８年度：４３％ → ２００９年度：４２％  → ２０１０年度：４８％  → ２０１１年度：５２％  →  
２０１２年度：５４％ → ２０１３年度：５７％  → ２０１４年度：６１％  → ２０１５年度：５９％ 

 

 ２．国保の改善について  

国は、２０１８年４月から国民健康保険制度を都道府県単位の運営に移行する。その目的は国

保制度の基盤安定化をはかることである。そのために国は、２０１５年から保険者支援制度など財

政支援を拡充し、あらたな基金を造成する一方で、市町村が行なう決算補填等を目的とした一

般会計法定外繰入れの削減・解消を市町村に求めている。 

都道府県単位化後も、保険者は都道府県とともに市町村であり、保険料の賦課・徴収や保険

料減免制度などは市町村が被保険者の個々の事情に応じて決定することになる。 

国は、２０１５年度から「保険者支援制度」として１７００億円の公費を投入している。その財政効

果は、被保険者一人あたり年額約５，０００円引き下げられるとしている。しかし、２０１５年度は２３

市町村が一人あたりの調停額を引き下げたに留まった。また、法定外繰入額を増額し国保料（税）

を引き下げた市町村が１４市町村あった。法定外繰入の解消は、保険料の大幅な引き上げにつな

がるため、制度改革にあたり、第３回試算結果も活用し、市町村とともに国への国庫負担引き上げ

を要望するとともに、市町村に対し「払える保険料」を求める。 

「低所得者向けの保険料（税）減免」は、２４市町村（４４％）が実施し、「収入減を理由とした減

免」は引き続き５１市町村（９４％）で実施しているが、要件の緩和が必要である。 

また、各市町村で「子ども・低所得者減免」や「収入減の減免」など情勢に対応した減免制度の

実施・改善が求められる。国の制度改善と合わせ、自治体の努力で保険料（税）の引き下げ等の

改善を求めたい。 

 

★②１８歳未満の子どもについては、子育て支援の観点から均等割の対象としないでください。

当面、一般会計による減免制度を実施してください。 

加入者の２割近くが払いきれない保険料（税）は、そもそも高すぎる。国に対し国庫負担を元

に戻すよう要望するとともに、市町村独自の低所得者減免を拡充することが求められる。 

社会保険などでは、扶養家族が増えても保険料は増えないが、国保では生まれたばかりの赤

ちゃんにも均等割がかかる。一宮市では、１８歳未満を対象に均等割を３割減免としている。様々

な少子化対策がおこなわれているもと、すべての市町村での対応を求める必要がある。 

所得激減による減免要件を定めても、前年所得３００万円以下かつ２分の１減、３分の１減など

の要件は、長期的に所得減が続いている自営業者には活用できない。豊橋市では「前年総所

得６００万円以下」かつ「前年の１０分の８以下への減少」と活用しやすい制度となっている。 

★①保険料（税）の引き上げを行わず、減免制度を拡充し、払える保険料（税）に引き下げてく

ださい。そのために一般会計からの繰入額を増やしてください。      （Ｐ５６参照） 



 

 

【国保税（料）の減免制度とは】 
＜国の法定軽減＞（均等割・世帯平等割軽減）－申請不要－ 

７割軽減 
前年所得が３３万円（給与収入が９８万円）以下の世帯 
（応益割合が４５％未満の市町村は６割軽減） 

５割軽減 
前年所得「３３万円＋２７万円×世帯人数」以下の世帯 
（応益割合が４５％未満の市町村は４割軽減） 

２割軽減 
前年所得「３３万円＋４９万円×世帯人数」以下の世帯 
（応益割合が４５％未満の市町村は２割軽減はなし） 

＜市町村の独自減免＞ 

市町村が条例で定めていなければ実施できない。また原則として被保険者が申請しなければ適用さ
れないが、自動適用している市町村もある。 
《減免の適用範囲》 ※市町村によって取り扱いが異なる。 
①災害世帯（災害、盗難等により家屋又は事務所が著しく損傷を受けた世帯） 
②低所得・生活困窮世帯 
③所得減少世帯（失業、事業の廃止、不作等により所得が著しく減少した世帯） 
④長期療養の診断を受けた場合 
⑤市民税、固定資産税の減免を受けた場合 
⑥その他市町村長が認めるもの 

 

県内では、名古屋市や一宮市のように、優れた保険料減免制度を設けている自治体があるの

で、各市町村でも実施が求められる。 

【具体例】 

○名古屋市：国の均等割２割減額世帯に、障害者・寡婦（夫）・６５歳以上の高齢者（世帯所得が

多くても本人所得が３５万円以下）がいると、その該当者の均等割を３割軽減。国の均等割７割・

５割・２割減額世帯は均等割をすべて２，０００円軽減。 

○一宮市：１８歳未満・７０歳以上・要介護４以上・身体障害１～４級・知的障害ＩＱ５０以下・精神障

害１～２級などに該当する人の均等割を３割軽減。国の均等割７割・５割・２割減額世帯は均等

割・平等割を１割軽減。 

 

★③資格証明書の発行は止めてください。保険料（税）を継続して分納している世帯には正規の

保険証を交付してください。                               （Ｐ５７参照） 

２０１６年６月１日現在の愛知県内の国民健康保険加入世帯数は１，０５３，０３２世帯で、そのう

ち１４４，６７６世帯（１３．７％）が保険料（税）を滞納し、短期保険証が３６，３７６件、資格証明書が

４，９５１件発行されている。 

資格証明書の発行は、名古屋市が３，８６４件と突出している。名古屋市を除く愛知県合計は、

前年の１，２３０件から１，０８７件へ減少した。名古屋市の突出した発行数は異常であると同時に、

岡崎市、大口町が大量に発行をしている。 

短期保険証の発行数は、前年の４７，３９９件からは１１、０２３件減少している。滞納世帯数に対

して、豊橋市（９５．８％）、幸田町（８０．４％）、大治町（７５．８％）、西尾市（５６．０％）は多すぎる発

行をしている。 

 

④保険料（税）を払えきれない加入者の生活実態把握に努め、むやみに短期保険証の発行や

差押えなどの制裁行政は行わないでください。                 （Ｐ５７～５９参照） 

滞納世帯であっても子どもの無保険をなくすということで２００９年４月から、６カ月の短期保険証

が発行されることとなった。しかし子どもの親や、その他の世帯はそれよりも短い有効期限の短期

保険証が発行されている場合がある。医療を受ける権利を奪いかねない１カ月の短期保険証な

ど、６カ月未満の短期保険証は発行するべきではない。 



 

 

滞納者の差押え件数は、 ２０１２年度は１２，７２７件・７億円、２０１３年度は１２，０４８件・３億６千

万円、２０１４年度１２，７３５件４億８千万円、２０１５年１５，０８４件・５億７千万円となっている。「悪

質」のみの差押えなのか、きちんとした実態調査が必要である。滞納世帯の多くは、払いたくても

払えないという世帯が圧倒的である。その対策が、収納率アップのための差押えを含めた徴収強

化の姿勢だけというのは、国保法第１条「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会

保障および国民保健の向上に寄与することを目的とする」との定めからみても許されない。憲法２

５条にそった対応が強く求められる。なお、国税徴収法第４８条は、「超過差押え及び無益な差押

え禁止」を明記し、また国税徴収法１５３条および地方税１５条７項では、「滞納処分を執行すること

によってその生活を著しく窮迫させる恐れのあるときは、差押えをおこなっていけない」としている。 

また、資格証明書世帯にあっても、「病気などで一時的に支払いが困難」「受診の必要がある」

場合は申し出によって短期保険証を交付することが２００９年１月２０日付事務連絡で示されてい

る。「資格証明書」の世帯であっても、子どもの無保険をなくすということで子どもには６カ月の短期

保険証を発行している。払う意思があり分納している場合は、最低６カ月とすべきである。 

 

⑤一部負担金の減免制度については、活用できる基準にしてください。また、制度について行政

や医療機関の窓口にわかりやすい案内ポスター、チラシを置くなど周知してください。 

医療費一部負担金の減免制度を設けているのは５０市町村（９３％）となった。未整備は新城

市、東郷町、東栄町、豊根村の４市町村のみである。生活保護基準を基にした減免は、４９市町

村（９１％）となった。また、減免実績は、２０１２年１４市３９８件から２０１３年１４市２７８件、２０１４年

度１０市１２６件、２０１５年９９件と減少している。 

２０１６年のキャラバンで、一部負担減免制度の減免の条件を尋ねたところ、減免対象を「生保

基準を満たしていれば減免」と回答したのは１６市町村(３０％)、「生保基準に加えて災害や失業な

どによる収入減少を要件」にしているのは３２市町村(５９％)という実情が明らかになった。減免制

度適用実績が少ないのは、生保基準を満たしていれば減免という対応がまだ少ないことが一つの

要因と考えられ、この改善が求められる。 

各市町村で「子ども・低所得者減免」や「収入減の減免」など情勢に対応した減免制度の実施・

改善、わかりやすい制度の案内で減免制度の周知徹底が求められる。 

 

 ３．税の徴収、滞納問題への対応など  

税の滞納解決は、児童手当を差押えた鳥取県の処分を違法とした広島高裁判決を踏まえ差

押禁止財産の差押えは行わないでください。実情をよくつかみ、相談に対応するとともに、地方

税法第１５条（納税緩和措置）①納税の猶予、②換価の猶予、③滞納処分の停止の適用をはじ

め、分納・減免などで対応してください。                       （Ｐ６４～６５参照） 

これまで各都道府県や市町村の行なう徴税業務において、１９９８年２月１０日の最高裁判決を

盾にして、預金となった差押禁止財産（児童手当や年金など）の差押えが公然と行われてきた。 

しかし、２０１３年１１月２７日「鳥取県児童手当差押え事件」に対した広島高等裁判所の判決で

は、「①当局が、差押え処分の時点で差し押える口座に差押禁止財産が振り込まれていることを

認識しており、②口座に振り込まれた差押禁止財産が、差押禁止財産としての属性を失っていな

い場合（差押処分の時点で口座の大部分が差押禁止財産であり、差押処分が差押禁止財産の

入金直後である場合等）は、最高裁判決の例外に該当し、差押え処分が違法となる」とした。 

生活に困窮されている多くの場合、口座には年金や児童手当等の差押禁止財産しか入金され

ておらず（②に該当）、これを当局が入金当日に差押えたような場合（①に該当）は、違法となる。 



 

 

滞納者の解決は、住民の実情を良くつかみ相談にのるとともに、差押えなどの強制徴収ではな

く、地方税法第１５条（納税緩和措置）①納税（徴収）の猶予②換価の猶予③滞納処分の適用を

はじめ、減免、分納などでの対応が求められている。 

滞納者世帯数１４４，６７６件（▲１２，６４６件）に対し差押え件数・金額は、１５，０８４件（２，３４９

件増）・５億７千万円（８４６５万円増）。 

差押え物件は、不動産１，２４２件と預貯金１０，２９５件、生命保険１，０４４件、その他１２，５０３

件。なかでも名古屋市の差押えは２００８年１６４件から増加し２０１５年３，８３３件となっている。 

滞納世帯の多くは、払いたくても払えないという世帯が圧倒的であると考えられるが、収納率ア

ップのための差押えを含めた徴収強化というのは、国保法第１条「国民健康保険事業の健全な運

営を確保し、もって社会保障および国民保健の向上に寄与することを目的とする」との定めからみ

ても許されない。 

なお、国税徴収法第４８条は、「超過差押え及び無益な差押え禁止」を明記し、また国税徴収

法１５３条および地方税１５条７項では、「滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫さ

せる恐れのあるときは、差押えをおこなっていけない」としている。憲法２５条、国保法１条の精神に

そった対応が強く求められる。 

 

 ４．生活保護について  

★①生活保護の相談・申請にあたっては、憲法第２５条および生活保護法第１条・第２条に基づ

いて行い、「申請書を渡さない」「就労支援を口実にする」「親族の扶養について問いただ

す」など、相談者・申請者を追い返すような違法な「水際作戦」を行わないでください。生活

保護が必要な人には早急に支給してください。                   （Ｐ６６参照） 

年収２００万円以下のワーキングプアー（働く貧困層）が１，１４０万人（労働者の４人に１人）を超

え、国民年金平均受給額が５万円、３世帯に１世帯が貯蓄ゼロ世帯となるなど国民の貧困化がま

すます深刻になっている。その結果、生活保護受給世帯は１６３万９，５５８世帯となり、受給者数

は２１３万４８２人（共に２０１７年５月）で依然として高水準にあり、アベノミクスによる効果は無い。 

生活保護受給者は、１９５１年度をピークに経済成長とともに減少し、１９９５年度８８万２，２２９人

で底を打った。その後、バブル崩壊を機に増加に転じ、２００８年９月リーマン・ショックで失業者が

受給したことで急増。２０１１年３月に５９年ぶりに２００万人を突破し、同年７月に戦後混乱余波で

過去最多だった１９５１年度２０４万６，６４６人（月平均）を超えた。以降、右肩上がりで増え続け上

げ止まり状態にある。 

生活保護、受給要件が厳しいこともあり、厚労省が２０１０年に発表した推計でも、基準で定める

最低生活費を下回る所得しかない世帯の内１５．３％しか受給していないことがわかっている。 

生活保護申請者が増える中で、窓口で申請させない「水際作戦」実態が多数報告されている。

相手の弱みに付け込み申請させないようにする脅迫型、「働けるのだから働け」「仕事の探し方が

悪い」「まだ若いから大丈夫」「努力不足」等と訳の分からない事を言って追い返す「働けるからム

リ」型、申請は「ロ頭でも有効」なのに「要求する書類を一式全てそろえなければ申請は受け付け

ません」という申請煩雑化型、「（１円でも）借金あるからダメ」「（１円でも）貯金があるからダメ」、車

上生活者に「車処分してからまた来てね」や、「家族（親族）に養ってもらいなさい」など、行政の違

法な対応が続々と明らかになっている。２０１３年４月に生活保護法改正が行われたが、扶養義務

等について従来通りの取扱いとする通達が２０１４年８月に出されている。この趣旨を踏まえ、こうし

た「水際作戦」を行わず、生活保護が必要な人には早急に支給することが求められる。 

 



 

 

★②ケースワーカーなど専門職を含む正規職員を増やしてください。また担当者の研修を充実

させ、就労支援や生活指導を個別に丁寧に行ってください。           （Ｐ６７参照） 

ケースワーカーの数は社会福祉法によって規定され、ケースワーカー１人あたりの生活保護受

給世帯数は「市部で８０世帯」・「郡部で６５世帯」を受け持つことを標準的なケースとしている。自

治体キャラバンでのアンケート調査結果によれば、県下では、２０１６年４月段階で春日井市の１１

２世帯や名古屋市の１０７世帯など市部で１３市が基準を超え、郡部では海部福祉事務所が８４世

帯、尾張福祉事務所が６８．５世帯、知多福祉事務所が６２．２世帯で基準を上回っている。受給

世帯が増加しているもとでケースワーカーを増員している自治体もあるが、基準を上回る状態を解

消するには至っていない。 

国は福祉職員の配置基準を２０１３年より改め、「人口１０万人の市では１５人（２人増）」・「人口２

０万人の郡部では２２人（３人増）」に増員するとした。これに伴う経費は地方交付税により捻出され

るが、交付税の使途は各自治体で決めることができるため、ケースワーカーの増員は各地方自治

体の判断次第となっている。財政がひっ迫している自治体での実現は困難となる。 

また、受給後の就労支援や自立に向けたきめ細かな支援には、ケースワーカーの数だけでな

く、豊富な経験と知識を持つ職員が必要だが、平均在任年数が３年を超えるのは４市、２福祉事

務所（郡部）しかなく、経験豊かな職員の配置や研修の充実が必要である。 

 

③生活保護利用者の人権を侵害する一律的な資産調査をやめてください。    

厚労省は、保護申請時だけだった預貯金などの資産申告を２０１５年３月の通知で一律に年１

回に増やした。通知後、ケースワーカーが受給者に財布の中身や１年分の通帳コピーを求めるな

ど人権を侵害する調査が明らかになっている。生活保護法の趣旨に反しなければ保護費は自由

に使えるとした福岡高裁判決にも反する。 

ケースワーカーが定期的に訪問し聞き取りをおこなえば、生保利用者の行き過ぎた生活状況は

把握でき、必要に応じて調査すれば済むもので、人権を侵害してまで一律に行う必要はない。 

国会でも、「具体的な使い道のあるなしにかかわらず、貯蓄を理由に一律に保護を停廃止すべ

きでない」という指摘に対し、厚労省の社会・援護局長は、「乱暴にすぐ停廃止しない」と答え、停

廃止にならないための助言指導をケースワーカーが行うと述べている。 

 

④通院の移送費（通院費）は金額の多少に関係なく、すべて支給してください。   

生活保護利用者が病院などに通う際の交通費を給付する医療扶助の「移送費」について、厚

生労働省は、２００７年に北海道滝川市で起きた不正受給を口実に２００８年４月、社会・援護局長

通知で、災害現場からの緊急搬送、離島などで症状が重い場合など特殊な４つのケースに限定。

それ以外は例外扱いとされ、福祉事務所管内の医療機関に限るなどとされた。 

しかし、「生活保護の切り下げになる」「打ち切られたら医者にかかれない」という激しい批判と撤

回を求める運動がおき、２０１０年に厚労省は、制限規定を撤廃する「局長通知」を出した。通知で

は、「認められるべき必要な交通費が支給されない事案等が見受けられた」として、２００８年の「局

長通知」そのものを改正し、そのときにつけられた制限を原則撤廃している。 

生活保護利用者にとっては、５００円、１０００円の負担は１日、２日の食費にも相当する。病弱で

あったり、高齢で就労することのできない利用者には移送費を自己負担する余裕はない。 

 

 

 



 

 

 ５．福祉医療制度について  

★①福祉医療制度（子ども・障害者・母子家庭等・高齢者医療）を縮小せず、存続・拡充してください。

 （Ｐ７０～７６参照） 

愛知県は「福祉医療制度（子ども・障害者・ひとり親家庭・高齢者の医療費助成）」に一部負担

金と所得制限を導入する見直しを検討してきたが、市町村や県民の猛反発により、２０１３年大村

知事は「当面、一部負担金を導入することはしない」と実質的に見直しを断念した。 

しかし、所得制限については「研究は引き続き深める」としており、今後、県が一部負担金や所

得制限について再び検討・提案することがないよう、監視していく必要がある。 

愛知県の制度は、対象者の範囲が広く、利用者の一部負担もない。子どもと障害者の医療は、

所得制限もなく、これらは全国と比較しても優れた制度となっている。県内の市町村からは、「市町

村の現状に県が追いついていない」「財源論としてではなく必要な福祉施策として制度の持続を」

などの声も出されている。 

子ども医療費助成制度等の福祉医療制度を現物給付で実施している市町村に対する国保の

国庫補助金削減（ペナルティ）は、２０１８年度から未就学児までを対象に廃止されるが、全国市長

会など地方三団体は年齢に拘わらず廃止すべきとしている。 

国が医療制度改悪を推し進める中、自治体が県民の命と健康を守る防波堤の役割を果たすた

め、今後も引き続き福祉医療制度の存続・拡充が求められる。 

 

★②子どもの医療費無料制度を１８歳年度末まで現物給付（窓口無料）で実施してください。 

 （Ｐ７０～７２参照） 

愛知県は、２００８年４月から、通院で義務教育就学前、入院で中学卒業まで無料対象を拡大し

た。この対象範囲は、全国の都道府県でも高い基準であり、長年の運動の成果として評価できる。 

愛知県内では全市町村が県基準より拡大している。うち入院・通院とも「中学校卒業まで無料」

としているのは、４９市町村（９１％）に広がっている。なかでも、東郷町・飛島村・南知多町・設楽

町・東栄町・豊根村は入院・通院とも、安城市は入院で、「自己負担なしで１８歳年度末まで」拡大

している。 

しかし一方で、津島市と北名古屋市で所得制限が導入されている。親の所得により、受けられ

る医療に差が出かねないことは問題である。 

愛知県の補助基準を超える部分への自己負担については、昨年の自治体キャラバン実施時点

で、豊橋市、半田市、犬山市、常滑市、北名古屋市、あま市、南知多町が導入していた。しかし、

あま市が２０１７年７月から、豊橋市も同年１２月から入院・通院とも「中学校卒業まで無料」に拡

大。さらに南知多町は２０１７年４月から、入院・通院とも「１８歳年度末まで無料」に対象を大幅拡

大している。 

あま市では拡大する理由を、「医療機関窓口での自己負担額がなくなることで、子育てをする家

庭における安定と、次世代を担う子どもの健全な育成及び資質の向上に資することができる。…

更に医療に係る経済的な負担を軽減することができる（あま市２０１７年度予算〔主要施策の概要〕

から）。」と述べている。また東三河地区で最後に「中学校卒業まで無料」を実施した豊橋市でも、

市長が「東三河スタンダードに合わせるしかない」と拡大を決断したと言われている。 

県内では中学校卒業まで無料がスタンダードとなっている。しかし、全国を見渡すと２０１６年４

月１日現在、１８歳年度末まで対象としている市町村は通院で３７８市町村（２０１５年比１４１％）、

入院で３９９市町村（同年比１４０％）と大幅に増えてきている。 

子どもに対する入院時食事療養費に対する助成制度は北名古屋市・東栄町が実施している。



 

 

隣県の静岡県では、県内３５市町のうち２０市町で助成を行っており、愛知県でも助成創設が求め

られる。 

全国的に子育て支援が喫緊の課題となる中、安心して子どもを医療機関に受診できるようにす

ることは最大の子育て支援策と言える。自己負担を導入している市は、医療が必要な子どもに受

診抑制が働かないよう、自己負担をなくすことが求められている。 

また既に中学校卒業まで助成している市町村は、入院・通院とも１８歳年度末までの医療費無

料制度を現物給付（窓口無料）で実施することが望まれる。それと同時に、国の制度として就学前

までの医療費無料制度の創設が待ったなしの課題となっている。 

 

身体障害者、知的障害者は障害者医療の補助対象として一般の病気も対象となっている。し

かし精神障害者は、県の補助対象が精神疾患の入・通院のみを対象としており、一般の病気に広

げる必要がある。 

２０１７年度新たに、豊橋市・半田市が一般の病気まで対象を拡大（予定含む）しており、入通院

とも全疾患を対象とする市町村は９割を超えることとなった。 

さらに「周辺自治体が拡大へと動いたので、我々も拡大する方向で検討している」市町村もあ

り、今後は入通院とも全疾患を対象とすることが愛知スタンダードとなっており、入通院とも一般の

病気を対象としていないのは、常滑市・高浜市・日進市・大治町・蟹江町のみとなった。 

 

 ６．子育て支援について  

（１）「子どもの貧困対策推進法」「子どもの貧困対策に対する大綱」を受け、２０１６年に県が実

施した子ども調査も踏まえて、市町村独自に子どもの貧困対策に計画をもって推進してくだ

さい。 

①愛知県の調査方法に準じて、市町村での子どもの貧困率を調査してください。 

②ひとり親世帯等に対する自立支援計画を策定し、自立支援(教育・高等教育職業訓練)給付

金事業、日常生活支援事業等を実施してください。 

 ３年毎に「国民生活基礎調査」をもとに発表している子どもの貧困率は、２０１５年時点で１３．

９％と前回２０１２年時点より２．４ポイント低下し、６人に１人から７人に１人に１２年ぶりに改善し

た。しかしＯＥＣＤが１４年にまとめた３６ヵ国の平均１３．８％を日本はなお上回っている。またひと

り親世帯の貧困率は５０．８％と３．８ポイント低下したが依然５割を超える。暮らし向きは、母子世

帯の８２．７％が「苦しい」と答え、３７．６％の世帯は「貯蓄がない」と回答している。 

愛知県も子どもの貧困率調査を２０１６年１２月に実施した。この結果が７月３１日に発表された

が、愛知の平均は５．９％、最も高いのは東三河南部７．５％、最も低いのは尾張東部で４．１％、

学習の習熟度や意欲、大学への進学希望は保護者の所得が高いほど多く、「一人でご飯を食べ

る」「地域活動に参加していない」子どもは、保護者の所得が低いほど多い傾向にあった。 

２０１４年「子どもの貧困対策に対する大綱」が決定され、貧困対策の当面の重点施策として、教

【「中学校卒業まで医療費無料」実施市町村割合の推移】 
２００１年： ０％ → ２００２年～２００５年： １％ → ２００６年： ２％ → ２００７年：８％ →  
２００８年：３０％ → ２００９年：３６％ → ２０１０年：５１％ → ２０１１年：６７％ → ２０１２年：７６％ → 
２０１３年：７８％ → ２０１４年：７８％ → ２０１５年：８０％ → ２０１６年：８５％ → ２０１７年：９１％ 

【「中学校卒業まで医療費無料」を実施していない５市町村】 
半田市・津島市・常滑市・愛西市・北名古屋市 

③精神障害者医療費助成の対象を、一般の病気にも広げてください。        （Ｐ７４参照） 



 

 

育・生活・保護者の就労および経済的支援を掲げている。ここでは「貧困世帯」の、高校等進学

率、大学等進学率、就職率などの低い現実の指標を示し、その克服を課題とし、ひとり親家庭等

の自立支援策の拡充を求めている。 

しかし、アンケートの回答ではあらためて自立支援計画をもったのは名古屋市と知多市のみ

で、従来の市を対象とする自立促進計画を持った市を含めても３８市中１８市（４７％）に止まって

いる。また２０１６年度で自立支援給付金事業を実施している市は３８市中２８市（７４％）である。貧

困家庭の子どもは給食頼み、夏休みが心配と蒲郡市が緊急支援（中日７月３１日付け）の取り組

みもあるが、県調査結果も受けて市町村が総合的な子どもの貧困対策を、計画をもって促進され

ることを期待したい。 

また県内のこども食堂は４０を超え、６月に２０の子ども食堂が参加し「あいち子ども食堂ネットワ

ーク」が結成されたが、こうした民間団体との連携も必要である。 

 

 ★③就学援助制度の対象を生活保護基準額の少なくとも１．４倍以下の世帯としてください。

また、年度途中でも申請できることを周知徹底し、支給内容を拡充してください。入学準備

金の支給は、新学期開始前にされるよう改善してください。        （Ｐ７７～８４参照） 

就学援助については引き続き受給者の拡大に向け要求するとともに、昨年は文科省通達も出

されていることから、入学あるいは新年度の前に支給する運用上の改善を要請した。県下全市町

村での対応を求める。 

アンケートの回答で県内の就学援助の認定制度は、生活保護基準の１．３倍以上としているの

が２０市町村（３７％）。（１．４倍以上の６市町村１１％含む）。１．２倍以上は３９市町（７２％）となっ

ている。申請窓口は、「市町村窓口」が１４、「学校」が７、両方を利用できるのが３３市町村（６１％）

になっている。しかし就学援助の２０１６年度見込みは６１，７４５件（前年６３，０６４件）・受給割合

７．８２％（同７．８９％）と減少している。受給率が高いのは豊橋市で１７％、名古屋市１４．４％、津

島市１２．４％などだが、１０％を超えているのはわずか８市町、愛知県は７．８２％で全国１５．６

４％に対しその半分に過ぎない。基準の引き上げがカギである。 

 

④教育・学習支援への取り組みを行うとともに、児童・生徒の「居場所づくり」としても、ＮＰＯなど

で取り組まれている、「無料塾」や「こども食堂」のとりくみを支援してください。 

（Ｐ８５～８６参照） 

教育・学習支援事業（官製「無料塾」）は２０１６年度１４市町（２６％）で実施されているが、まだこ

れからでまた実施方法についての把握も課題である。また多くの市町で児童クラブの負担金減免

が行われているが、児童・生徒の「居場所づくり」が必要である。ＮＰＯなどで取り組まれている、

「無料塾」や「こども食堂」のとりくみと、自治体がどうタイアップするかが課題である。北名古屋市で

は「無料塾」、春日井市では「こども食堂」、長久手市では「無料塾」「こども食堂」への補助も始ま

っており、アンケートの回答では多くの市町が関心を寄せている。 

県は 「人が輝くあいち」をとしているが、未来を担う子どもたちが、生まれ育った環境に左右さ

れることなく、健やかに育成される環境を整備することが重要であり、子どもの貧困対策はそうした

視点から社会全体で取り組むべき課題であり、全県の市町村に広がることを願う。 

 

★（２）小中学校の給食費を無償にしてください。未納者が生じないよう、当面一般財源繰り入

れによる減額や多子世帯に対する支援などを行ってください。      

「公立小学校や中学校の給食費の保護者負担を全額補助して無償にする市町村がすくなとも



 

 

５５ある。うち９割がこの６年間で無償にしている。新たに２市町がこの春から開始し、給食費に一

部を補助する市町村がすくなくとも３６２ある。全額補助と一部補助の自治体を合わせると全１７４１

市町村の内、少なくとも４１７市町村がある」という調査結果が報道されている。教育委員会や給食

センターの担当者は、保護者の反応として「負担が軽減され、大変喜ばれている」と回答。若い世

代の定住や転入に効果が期待されている。半額補助や多子世帯の補助、産地食材の使用の補

助など、給食費の保護者負担を部分的に補助する市町村も広がっている。 

愛知県は、県内に全額補助の自治体はないが１０以上の市町村が一部補助を実施している。

実行委員会は、「学校給食無償化」の要求を２０１０年から掲げ、実現を求めてきた。子どもの「貧

困」が社会問題となっているなかで給食費が払えず食べられない事態が生まれており、貧困がす

すむなか、給食が子どもの命綱となっている例もみられる。 

消費税増税の影響などで、給食費の値上げが、２０１４年度の１９自治体から２０１５年度は２３自

治体に広がり、一食当たり全県平均小学校で５．５６円、中学校で６．５円値上がりしている。消費

税増税分公費で負担との自治体も増えている。給食費未納者が増えているなか、就学援助をす

すめる自治体は増えているが、児童手当からの天引きや、督促状の発送に加え、法的措置もとる

としている自治体もある。名古屋市では２０１４年度から保護者に対し、給食費を期日までに納入

することを約束する「申込書」を入学時に提出させるなどしている。 

岡崎市では２０１６年度は４月分を無償にした。大口町は給食費半額補助、大治町は１人月額２

００円補助、飛島村は１人月額６００円補助、長久手市は１食２１円補助、愛西市は１食１０円補助と、

補助する自治体も増えている。岩倉市では義務教育の第３子以降を無料にしているが、２０１７年

４月から安城市が同様の基準を取りいれる表明もあった。 

学校給食の助成については、学校給食法第１１条で保護者負担を規定しているが、施行にあ

たっての通達では給食費の自治体の補助を「禁止する意図ではない」としており、給食費への自

治体の補助もここを根拠として広がっている。 

 

（３）児童福祉法第２４条１項に基づき、保育を希望する児童には公的保育による保育実施義

務を果たしてください。認定子ども園、保育所、地域型保育事業による小規模保育や家庭

的保育等、施設形態の違いによって受ける保育に格差がないようにしてください。また、０

歳から６歳まで通える認可保育園を増やしてください。               

保育を必要とする・保育所を希望する児童に保育所に入所させることで市町村が２４条１項の保

育実施義務を果たしているとする回答もあった。２４条１項を形骸化させないためにも、「保育所」

での保育を希望する保護者には、自治体の保育責任として「保育所」での保育を受けさせることが

必要という認識に立つよう、ひきつづき自治体に求め続けることは重要である。 

昨年、ほとんどの自治体が、施設形態の違いによる保育格差が生じないように努めるとの回答

をしているが、実現するための内容として、国の基準どおりだから、市の条例で定めたから、格差

は生じないとする市町村が多い中、犬山市が、「地域型保育事業も公立の基準に合わせた」、江

南市は「一部国より上乗せして条例に」、豊明市は「施設形態による保育格差はあってはならない

ので、市からの助成等で格差が生じないように努力」と回答していることは、自治体の姿勢として重

要である。 

回答があった。他市ではこれを紹介しさらに上乗せする努力を要請することも大切である。 

本来は、保育を希望するすべての子どもが認可保育所で保育される権利がある。どの子も格差な

い子どもの権利保障の為に、認可保育所との同等の基準を求め続ける必要がある。 

 

 



 

 

（４）保育施設において、どの時間帯においても、職員配置基準と労働基準法の両立が可能な

人件費財源を確保できるよう、国に要請し、自治体としても独自補助を行ってください。 

保育施設の人材不足が叫ばれて久しく、国もそのための処遇改善を進めるとしていますが、国

の処遇改善加算ではこの人材不足が抜本的に改善されていません。保育現場では、休憩・休暇

が取れず、不払い労働が蔓延しています。そのため離職が進むという悪循環もおきています。１１

時間開所（保育）の施設に８時間労働の保育士で配置人数を割り出しても不足は明らかで、現行

の保育単価は制度上必要とされる保育士配置基準を裏付けるものとなっておらず不十分である。 

 

 ７．障害者・児施策の拡充について  

障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会（障全協）が、２０１５年にまとめた「障害者の介護

者の健康に関する実態調査報告書」では、「主たる介護者は９１％が母親」となっている。 

母親は子どもの年令に反比例して体力は低下し、長年の介護疲れからくる体調不良も我慢して

介護を続けている。さらに夫や親の介護も加わる状況もあり、体力的にも精神的にも限界の状態

である。 

しかし政府は、こうした「親依存の生活」を、５０歳を過ぎてもなお、高齢の親に依存した生活を

続けている状態にしたままである。 

「国連障害者権利条約第十九条」や「障害者基本法第３条」 は「全て障害者は、可能な限り、

どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生す

ることを妨げられないこと。」としているが「住み慣れた地域での暮らし」を推奨する国の政策で入

所施設建設が抑制され、それに代わるグループホームは、支援体制・建物が不十分な上に、絶対

的に不足しているなど、選択できる地域資源がない。 

家族介護に依存している現在の施策を見直し、青年期の段階で親から独立した暮らしができる

よう、多様な暮らしの場を国の費任において整備・拡充し、批准された障害者権利条約や障害者

基本法を早期に実現する必要がある。 

 
（参 考）県第 4期障害福祉計画の到達状況から 

・グループホーム居住数の推移（各年度４月１日現在） 

 H２６ H２７ H２８ H２９．３．１現在 

居  住  数 ６９１ ７５７ ８３５ ８８４ 

対前年度増減数 ― ６６ ７８ ４９ 

・グループホーム定員数の推移（各年度４月１日現在） 

 H２６ H２７ H２８ H２９．３．１現在 

定  員  数 ３，５１１ ３，９０３ ４，３７６ ４，６６６ 

対前年度増減数 ― ３９２ ４７３ ２９０ 

 

★①障害者が２４時間３６５日、地域で安心して生活できる「暮らしの場」が選択できるよう、グ

ループホームや入所施設・通所施設などを拡充してください。また、暮らしを支える障害福

祉サービスは、余暇利用を含めて障害者・児が必要とする時間を支給してください。 

②移移動支援（地域生活支援事業）を、障害者・児が必要とする通園・通学・通所・通勤に利用

できるようにするとともに、入所施設の入所者も余暇利用できるようにしてください。また、診

療・治療を受けている時間、院内での待ち時間も移動支援時間として認めてください。 



 

 

自治体によっては、家庭状況によって通園・通学・通所を認めている場合があるが、支給時間

では、月に１～２回の余暇を楽しむ時間があるかどうか。通園・通学・通所は障害者・児にとって必

要不可欠なもの。また通勤への支援は就労の機会が増えることにつながる。 

通院への支援では、「病院受付まで」「診療・リハや待ち時間は支援外」とするところもあるが、ヘ

ルパーが付き添っている状況を踏まえ報酬算定に組み入れるべきである。 

 

この費用の基本的考え方は「応益負担」とされている。風呂に入る、トイレに行く、食事する、人

として当たり前の行為への支援についての利用料は無くすべきである。給食も支援の一貫として、

見るべきである。 

 

６５歳以上の障害者は障害福祉サービスを引き続き利用できるが、要介護認定を受けて介護保

険サービスを利用することもできる。障害者総合支援法７条は、介護保険サービスに同じものがあ

れば、介護保険サービスを優先することを定めたものである。 

厚生労働省が６５歳問題で出した通知では、介護保険サービスを一律に優先することはせず、

その人の利用意向を介護保険サービスで実現できるかどうかを、個別の状況に応じて判断しなけ

ればならないとしている。介護保険サービスの利用申請をしないからといって、障害福祉サービス

の利用を打ち切るのは、違法行為だ。従来の時間を支給し、生活の維持を図るべきである。 

 

一人暮らしの障害者の場合、入院すると、日頃生活を支えてくれているヘルパーに着替えなど

をもってきてもらうこともできない。 

重症の重度障害者の場合、ナースコールをおすこともできず常時の介護が必要となる。また、

障害によっては付添いを求められるが、日頃接しているヘルパーが介護に入れれば安心である。 

入院中や通院の病院内（診察以外）のヘルパーについては、限定はありつつも認めるところが

ある。通院の診察中に説明を受けるときはヘルパーが必要でありながら、その部分の付き添いは

認めるが、障害の報酬から外されている（介護も同じ）。診察時の利用者支援は欠かすことができ

ないため、現状は、ヘルパー本人か事業所の持ち出しになっている。 

 

③障害者（児）の福祉サービスの利用料、給食費などを無償にしてください。 

★④４０歳以上の特定疾患・６５歳以上障害者について、一律に「介護保険利用を優先」とす

ることなく、本人意向にもとづき障害福祉サービスが利用できるようにしてください。 

１）介護保険の利用申請を行わない障害福祉サービス利用者に、障害福祉サービスを打

ち切らないでください。 

   ２）障害福祉サービスを利用する人が、要介護認定の非該当になった場合、障害福祉サー

ビスの支給時間を削減することがないようにしてください。 

⑤日用品の購入・洗濯・コミュニケーション支援など入院中のヘルパー利用を認めてください。

通院ヘルパーについても、病院内・診察中の付き添いを認めてください。 

⑥障害者が生活するグループホームの夜間体制は、必ず職員を複数配置にするよう基準を

定め、報酬単価を改善するよう、国に要望し、自治体でも補助してください。 

⑦障害者福祉サービスに係るホームヘルパー職など、居宅介護職への社会的理解を広めるた

めに福祉教育をすすめるとともに、介護職の大切さを知らせてください。また、人手不足を解

消するために、報酬単価を大幅に引き上げるよう、国に要望し、自治体でも補助してくださ

い。 



 

 

人材不足が深刻だ。２４時間３６５日、地域で安心して生活できる「暮らしの場」としてのグループ

ホームの世話人や地域生活を支えるホームヘルパーの不足により、建物は有ってもホームの稼働

が出来ず障害者が利用できない実態や、同性介助が出来ていないなどの問題がある。 

介護労働安定センターが８月４日に公表した介護労働実態調査の結果でも、介護職員が足り

ないと考えている事業所が２０１６年１０月の時点で６２．６％にのぼり、前年度より１．３ポイント増え

たと報告。悪化は３年連続。賃金や社会的評価の低さ、仕事のきつさなどを理由にあげているとこ

ろが目立つ。このままでは、ホーム閉鎖、ヘルパーがいない為のショートステイ利用、親・家族介

護へのさらなる回帰、そして障害福祉サービスの崩壊へとすすむことが危惧される。 

 

 ８．予防接種について  

①流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、ロタウィルスワクチン、子どもや障害者のインフルエンザワ

クチンの任意予防接種に助成制度を設けてください。                 （Ｐ８７参照） 

日本で定期接種となっていないワクチンのうち、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）は国ごとの予

防接種計画に基づいて実施するようＷＨＯが接種を勧告している。 

流行性耳下腺炎ワクチンは、小牧市、飛島村、東栄町、豊根村が自己負担無料で実施してい

るほか、名古屋市、豊橋市、豊川市、豊田市、みよし市で助成が実施されており、９市町村（１

７％）となっている。 

日本耳鼻咽喉科学会の調査では、２０１５年・２０１６年の２年間で、少なくとも３３６人がおたふく

風邪の合併症による難聴と診断されたと発表した。このようなことを防ぐためにも早期の助成が求

められる。 

ロタウィルスワクチンは、飛島村、東栄町、豊根村が自己負担無料で実施しているほか、名古屋

市、豊橋市、岡崎市、豊川市、刈谷市、豊田市、安城市、豊明市、田原市、北名古屋市、みよし

市、幸田町、設楽町が助成を実施し、１６市町村（３０％）に拡大している。 

子どもに対するインフルエンザワクチンの助成については、安城市、蒲郡市、北名古屋市、あま

市、蟹江町、飛島村、設楽町、東栄町、豊根村の９市町村（１７％）が実施している。自己負担無

料で中学生まで受けられるのは東栄町、豊根村であった。名古屋市内で集団風邪による学年ま

たは学級閉鎖校（園）数は一昨シーズン７６０、昨シーズン６５０に達した。子どもや障害者の健康

を守るためにも、すべての自治体でインフルエンザの予防接種助成制度があることが望ましい。 

 

★②高齢者用肺炎球菌ワクチン（定期接種）の一部負担を無料にしてください。また２回目の接

種を任意予防接種事業の対象としてください。                （Ｐ８８～８９参照） 

高齢者用肺炎球菌ワクチン助成事業は２０１４年１０月に定期接種化されたが、対象者は原則６

５歳以上で５歳刻み（上限１００歳）となっており、対象から外れた年齢層は、最長で４年間接種機

会がなくなることとなる。また定期接種の助成は一度きりに限られ、期間の経過に伴う抗体の低下

により感染リスクは高まるため、２回目の接種助成を求める声は多い。 

自治体では「肺炎が生命に関わる持病の人もいる。早めに接種できるようにすることが、市民の

ためになる」と、４１市町村（７６％）が対象から漏れた人を対象に任意接種の助成事業を継続して

いる。また、日進市や知多市では２回目の接種も任意予防接種の助成対象としている。 

ワクチン接種により、高齢者の肺炎による重篤化を防ぎ、医療費を５，０００億円削減できるとの

厚労省の試算もある。任意予防接種の継続とともに、定期接種を含め一部負担を無料にして、接

種者を増やすことが求められる。 

 



 

 

【２】国および愛知県に、以下の趣旨の意見書・要望書を提出してください。 

１．国に対する意見書・要望書 

①国民健康保険の制度改革にあたり、国庫負担を抜本的に引き上げ、払える保険料（税）にする

ために、十分な保険者支援を行ってください。 

②マクロ経済スライドを廃止し、「年金カット法」の年金額改定新ルールは実施しないでくださ

い。全額国庫負担による最低保障年金制度を早急に実現してください。 

③介護保険への国庫負担を増やして、負担の軽減と給付の改善をすすめてください。さらなる軽

度者外しはやめてください。介護・福祉労働者の安定雇用のために処遇を改善してください。 

④子どもの医療費無料制度を１８歳年度末まで現物給付（窓口無料）で創設してください。 

⑤障害者・児が２４時間３６５日、地域で安心して生活できる「くらしの場」が選択できるよう、グル

ープホームや入所施設・通所施設などの社会資源を拡充し、福祉人材を確保してください。 

２．愛知県に対する意見書・要望書 

（１）福祉医療制度について 

①子どもの医療費無料制度を１８歳年度末まで現物給付（窓口無料）で実施してください。 

②障害者医療の精神障害者への補助対象を、一般の病気にも広げてください。 

③後期高齢者福祉医療費給付制度の対象を拡大してください。 

（２）市町村国民健康保険への県独自の補助金を復活してください。 

 

 

 









割合

7,523,031 1,819,377 24.2% 861,733 11.5% 90,685 5.0% 54,889 3.0%

1 名古屋市 2,312,120 557,999 24.1% 275,445 11.9% 35,041 6.3% 15,301 2.7%

2 豊橋市 373,806 92,760 24.8% 43,430 11.6% 4,480 4.8% 2,607 2.8%

3 岡崎市 384,927 85,596 22.2% 38,770 10.1% 4,397 5.1% 3,400 4.0%

4 一宮市 380,635 100,223 26.3% 48,177 12.7% 3,968 4.0% 3,517 3.5%

5 瀬戸市 128,458 37,389 29.1% 17,738 13.8% 1,840 4.9% 1,291 3.5%

6 半田市 117,230 27,894 23.8% 13,349 11.4% 1,286 4.6% 1,211 4.3%

7 春日井市 307,226 78,033 25.4% 35,857 11.7% 3,540 4.5% 2,157 2.8%

8 豊川市 183,234 46,695 25.5% 21,894 11.9% 1,489 3.2% 1,973 4.2%

9 津島市 62,671 17,711 28.3% 8,480 13.5% 812 4.6% 493 2.8%

10 碧南市 71,952 16,622 23.1% 8,255 11.5% 783 4.7% 439 2.6%

11 刈谷市 151,579 29,437 19.4% 13,153 8.7% 1,329 4.5% 1,113 3.8%

12 豊田市 425,587 92,733 21.8% 39,508 9.3% 4,084 4.4% 2,829 3.1%

13 安城市 186,079 37,895 20.4% 17,164 9.2% 1,661 4.4% 1,109 2.9%

14 西尾市 169,253 41,746 24.7% 19,673 11.6% 1,476 3.5% 1,415 3.4%

15 蒲郡市 80,337 23,261 29.0% 11,758 14.6% 1,104 4.7% 799 3.4%

16 犬山市 73,955 21,001 28.4% 9,933 13.4% 1,045 5.0% 683 3.3%

17 常滑市 57,399 14,917 26.0% 7,658 13.3% 664 4.5% 531 3.6%

18 江南市 98,265 26,995 27.5% 12,819 13.0% 1,085 4.0% 738 2.7%

19 小牧市 149,105 35,979 24.1% 15,832 10.6% 1,821 5.1% 570 1.6%

20 稲沢市 136,405 35,920 26.3% 16,656 12.2% 1,844 5.1% 960 2.7%

21 新城市 46,022 15,977 34.7% 8,358 18.2% 841 5.3% 673 4.2%

22 東海市 113,055 24,684 21.8% 11,733 10.4% - - - -

23 大府市 91,116 19,107 21.0% 8,572 9.4% - - - -

24 知多市 84,497 22,553 26.7% 10,065 11.9% - - - -

25 知立市 71,071 13,925 19.6% 6,568 9.2% 544 3.9% 485 3.5%

26 尾張旭市 81,395 20,701 25.4% 9,484 11.7% 1,072 5.2% 490 2.4%

27 高浜市 47,412 8,957 18.9% 4,448 9.4% 398 4.4% 333 3.7%

28 岩倉市 47,999 11,831 24.6% 5,480 11.4% 533 4.5% 401 3.4%

29 豊明市 69,317 17,310 25.0% 8,005 11.5% 504 2.9% 485 2.8%

市町村名
（Ｂ）

割合
（Ｂ／Ａ）

（Ｃ）
割合

（Ｃ／Ａ）

６５歳以上人口
人口
（Ａ）

要介護

（Ｄ）
割合

（Ｄ／Ｂ）
1

合計

各市町村別人口・高齢者人口・要介護認定者数

・要介護１～５の「割合」は６５歳以上人口（Ｂ）での割合
・知多北部広域連合の３市１町は人口のみ掲載し、要支援・要介護者は合計値のみ掲載している。
・人口については、大府市のみ２０１７年３月３１日現在の数字を反映している。

（２０１７年７月現在・愛知社保協まとめ）

要支援うち、７５歳以上人口



割合 割合 割合 割合 割合 割合

53,082 2.9% 38,614 2.1% 34,048 1.9% 25,025 1.4% 205,658 11.3% 296,343 16.3%

20,327 3.6% 14,519 2.6% 11,392 2.0% 8,809 1.6% 70,348 12.6% 105,389 18.9% 名古屋市 1

2,327 2.5% 1,706 1.8% 1,661 1.8% 1,216 1.3% 9,517 10.3% 13,997 15.1% 豊橋市 2

1,949 2.3% 1,777 2.1% 1,481 1.7% 970 1.1% 9,577 11.2% 13,974 16.3% 岡崎市 3

2,938 2.9% 2,067 2.1% 1,878 1.9% 1,387 1.4% 11,787 11.8% 15,755 15.7% 一宮市 4

1,123 3.0% 768 2.1% 631 1.7% 571 1.5% 4,384 11.7% 6,224 16.6% 瀬戸市 5

687 2.5% 520 1.9% 545 2.0% 352 1.3% 3,315 11.9% 4,601 16.5% 半田市 6

2,361 3.0% 1,569 2.0% 1,413 1.8% 1,087 1.4% 8,587 11.0% 12,127 15.5% 春日井市 7

1,167 2.5% 1,045 2.2% 904 1.9% 669 1.4% 5,758 12.3% 7,247 15.5% 豊川市 8

679 3.8% 371 2.1% 323 1.8% 220 1.2% 2,086 11.8% 2,898 16.4% 津島市 9

428 2.6% 372 2.2% 334 2.0% 181 1.1% 1,754 10.6% 2,537 15.3% 碧南市 10

696 2.4% 534 1.8% 517 1.8% 367 1.2% 3,227 11.0% 4,556 15.5% 刈谷市 11

2,102 2.3% 1,539 1.7% 1,636 1.8% 1,338 1.4% 9,444 10.2% 13,528 14.6% 豊田市 12

934 2.5% 589 1.6% 715 1.9% 515 1.4% 3,862 10.2% 5,523 14.6% 安城市 13

1,169 2.8% 755 1.8% 841 2.0% 508 1.2% 4,688 11.2% 6,164 14.8% 西尾市 14

561 2.4% 379 1.6% 428 1.8% 224 1.0% 2,391 10.3% 3,495 15.0% 蒲郡市 15

410 2.0% 364 1.7% 314 1.5% 202 1.0% 1,973 9.4% 3,018 14.4% 犬山市 16

453 3.0% 351 2.4% 278 1.9% 187 1.3% 1,800 12.1% 2,464 16.5% 常滑市 17

679 2.5% 492 1.8% 479 1.8% 291 1.1% 2,679 9.9% 3,764 13.9% 江南市 18

523 1.5% 490 1.4% 550 1.5% 324 0.9% 2,457 6.8% 4,278 11.9% 小牧市 19

959 2.7% 645 1.8% 617 1.7% 398 1.1% 3,579 10.0% 5,423 15.1% 稲沢市 20

507 3.2% 321 2.0% 376 2.4% 234 1.5% 2,111 13.2% 2,952 18.5% 新城市 21

- - - - - - - - - - - - 東海市 22

- - - - - - - - - - - - 大府市 23

- - - - - - - - - - - - 知多市 24

285 2.0% 207 1.5% 233 1.7% 168 1.2% 1,378 9.9% 1,922 13.8% 知立市 25

485 2.3% 357 1.7% 330 1.6% 277 1.3% 1,939 9.4% 3,011 14.5% 尾張旭市 26

256 2.9% 196 2.2% 176 2.0% 102 1.1% 1,063 11.9% 1,461 16.3% 高浜市 27

238 2.0% 195 1.6% 216 1.8% 126 1.1% 1,176 9.9% 1,709 14.4% 岩倉市 28

541 3.1% 358 2.1% 276 1.6% 228 1.3% 1,888 10.9% 2,392 13.8% 豊明市 29

市町村名

要支援・
要介護者合計

要介護

合計2

合計

3 4 5



割合

市町村名
（Ｂ）

割合
（Ｂ／Ａ）

（Ｃ）
割合

（Ｃ／Ａ）

６５歳以上人口
人口
（Ａ）

要介護

（Ｄ）
割合

（Ｄ／Ｂ）
1

要支援うち、７５歳以上人口

30 日進市 89,699 17,577 19.6% 8,204 9.1% 872 5.0% 503 2.9%

31 田原市 61,309 16,493 26.9% 8,278 13.5% 603 3.7% 390 2.4%

32 愛西市 62,192 19,076 30.7% 9,072 14.6% 715 3.7% 564 3.0%

33 清須市 68,773 15,832 23.0% 7,592 11.0% 808 5.1% 462 2.9%

34 北名古屋市 85,229 20,303 23.8% 9,319 10.9% 757 3.7% 622 3.1%

35 弥富市 43,206 11,172 25.9% 5,257 12.2% 457 4.1% 298 2.7%

36 みよし市 62,581 10,348 16.5% 4,429 7.1% 414 4.0% 240 2.3%

37 あま市 87,197 23,071 26.5% 10,446 12.0% 1,013 4.4% 634 2.7%

38 長久手市 59,306 9,040 15.2% 3,939 6.6% 361 4.0% 267 3.0%

39 東郷町 43,347 9,505 21.9% 4,076 9.4% 407 4.3% 277 2.9%

40 豊山町 15,456 3,453 22.3% 1,507 9.8% 118 3.4% 87 2.5%

41 大口町 23,776 5,239 22.0% 2,397 10.1% 136 2.6% 120 2.3%

42 扶桑町 33,994 9,066 26.7% 4,393 12.9% 362 4.0% 308 3.4%

43 大治町 31,819 6,606 20.8% 2,822 8.9% 322 4.9% 179 2.7%

44 蟹江町 37,217 9,258 24.9% 4,260 11.4% 420 4.5% 246 2.7%

45 飛島村 4,431 1,258 28.4% 584 13.2% 46 3.7% 36 2.9%

46 阿久比町 28,254 7,251 25.7% 3,385 12.0% 276 3.8% 163 2.2%

47 東浦町 49,335 12,461 25.3% 5,804 11.8% - - - -

48 南知多町 18,153 6,554 36.1% 3,415 18.8% 281 4.3% 136 2.1%

49 美浜町 23,182 6,550 28.3% 3,143 13.6% 251 3.8% 237 3.6%

50 武豊町 42,634 10,475 24.6% 4,590 10.8% 464 4.4% 297 2.8%

51 幸田町 40,744 8,373 20.6% 3,702 9.1% 304 3.6% 245 2.9%

52 設楽町 4,780 2,401 50.2% 1,484 31.0% 154 6.4% 135 5.6%

53 東栄町 3,209 1,614 50.3% 1,021 31.8% 83 5.1% 89 5.5%

54 豊根村 1,101 550 50.0% 352 32.0% 37 6.7% 38 6.9%

-
知多北部
広域連合 338,003 78,805 23.3% 36,174 10.7% 3,383 4.3% 2,313 2.9%



割合 割合 割合 割合 割合 割合

市町村名

要支援・
要介護者合計

要介護

合計2 3 4 5

425 2.4% 282 1.6% 283 1.6% 250 1.4% 1,743 9.9% 2,615 14.9% 日進市 30

422 2.6% 380 2.3% 358 2.2% 238 1.4% 1,788 10.8% 2,391 14.5% 田原市 31

498 2.6% 388 2.0% 347 1.8% 272 1.4% 2,069 10.8% 2,784 14.6% 愛西市 32

419 2.6% 348 2.2% 340 2.1% 214 1.4% 1,783 11.3% 2,591 16.4% 清須市 33

429 2.1% 317 1.6% 295 1.5% 219 1.1% 1,882 9.3% 2,639 13.0% 北名古屋市 34

347 3.1% 204 1.8% 201 1.8% 146 1.3% 1,196 10.7% 1,653 14.8% 弥富市 35

200 1.9% 138 1.3% 123 1.2% 96 0.9% 797 7.7% 1,211 11.7% みよし市 36

648 2.8% 440 1.9% 422 1.8% 290 1.3% 2,434 10.6% 3,447 14.9% あま市 37

209 2.3% 161 1.8% 145 1.6% 124 1.4% 906 10.0% 1,267 14.0% 長久手市 38

224 2.4% 160 1.7% 176 1.9% 121 1.3% 958 10.1% 1,365 14.4% 東郷町 39

88 2.5% 74 2.1% 57 1.7% 39 1.1% 345 10.0% 463 13.4% 豊山町 40

114 2.2% 84 1.6% 85 1.6% 42 0.8% 445 8.5% 581 11.1% 大口町 41

205 2.3% 146 1.6% 135 1.5% 112 1.2% 906 10.0% 1,268 14.0% 扶桑町 42

163 2.5% 139 2.1% 104 1.6% 82 1.2% 667 10.1% 989 15.0% 大治町 43

260 2.8% 189 2.0% 159 1.7% 109 1.2% 963 10.4% 1,383 14.9% 蟹江町 44

51 4.1% 32 2.5% 27 2.1% 14 1.1% 160 12.7% 206 16.4% 飛島村 45

163 2.2% 110 1.5% 135 1.9% 71 1.0% 642 8.9% 918 12.7% 阿久比町 46

- - - - - - - - - - - - 東浦町 47

161 2.5% 120 1.8% 147 2.2% 122 1.9% 686 10.5% 967 14.8% 南知多町 48

196 3.0% 144 2.2% 125 1.9% 70 1.1% 772 11.8% 1,023 15.6% 美浜町 49

226 2.2% 204 1.9% 151 1.4% 97 0.9% 975 9.3% 1,439 13.7% 武豊町 50

114 1.4% 148 1.8% 156 1.9% 98 1.2% 761 9.1% 1,065 12.7% 幸田町 51

84 3.5% 69 2.9% 55 2.3% 51 2.1% 394 16.4% 548 22.8% 設楽町 52

51 3.2% 47 2.9% 51 3.2% 34 2.1% 272 16.9% 355 22.0% 東栄町 53

19 3.5% 15 2.7% 12 2.2% 10 1.8% 94 17.1% 131 23.8% 豊根村 54

2,582 3.3% 1,789 2.3% 1,415 1.8% 1,153 1.5% 9,252 11.7% 12,635 16.0%
知多北部
広域連合 -



第２期
保険料額
（２００３年度
～２００５年度）

第３期
保険料額
（２００６年度
～２００８年度）

第４期
保険料額
（２００９年度
～２０１１年度）

第５期
保険料額
（２０１２年度
～２０１４年度）

第６期
保険料額
（２０１５年度
～２０１７年度）

値上げ額 値上げ率 段階

2,946 3,993 3,941 4,768 5,191 423 8.9% ―

1 名古屋市 3,153 4,398 4,149 5,440 5,894 454 8.3% 14

2 豊橋市 2,650 3,760 3,960 4,300 4,800 500 11.6% 11

3 岡崎市 2,900 3,900 4,100 4,300 4,770 470 10.9% 14

4 一宮市 2,890 3,800 3,859 5,125 5,200 75 1.5% 12

5 瀬戸市 3,005 4,147 4,188 4,430 4,945 515 11.6% 13

6 半田市 3,567 4,050 3,945 4,980 4,930 -50 -1.0% 11

7 春日井市 2,996 4,087 4,106 4,649 5,047 398 8.6% 11

8 豊川市 2,653 3,616 3,944 4,590 5,180 590 12.9% 11

9 津島市 3,200 4,540 4,011 5,181 5,300 119 2.3% 14

10 碧南市 2,720 3,300 3,360 4,500 4,600 100 2.2% 12

11 刈谷市 2,700 3,700 3,700 4,440 4,940 500 11.3% 13

12 豊田市 2,885 3,838 3,838 4,280 4,800 520 12.1% 10

13 安城市 2,700 3,700 3,700 4,150 4,800 650 15.7% 12

14 西尾市 2,650 3,225 3,700 4,200 4,800 600 14.3% 13

15 蒲郡市 2,675 3,618 4,086 4,472 4,900 428 9.6% 11

16 犬山市 2,850 3,563 3,296 3,992 4,558 566 14.2% 11

17 常滑市 2,800 3,200 4,000 4,800 4,950 150 3.1% 12

18 江南市 2,924 3,752 3,778 4,177 4,945 768 18.4% 10

19 小牧市 2,897 3,587 3,587 3,647 4,163 516 14.1% 11

20 稲沢市 2,657 3,830 3,855 4,400 4,600 200 4.5% 10

21 新城市 2,496 3,560 3,560 4,450 4,950 500 11.2% 11

25 知立市 2,650 2,950 3,200 3,680 4,250 570 15.5% 12

26 尾張旭市 3,014 4,190 4,005 4,155 4,820 665 16.0% 11

27 高浜市 3,388 4,296 4,400 5,260 5,480 220 4.2% 16

28 岩倉市 2,916 3,785 3,495 4,100 4,814 714 17.4% 11

29 豊明市 2,750 4,550 3,845 4,529 5,475 946 20.9% 13

30 日進市 2,800 4,580 3,617 4,370 5,190 820 18.8% 12

31 田原市 2,473 3,540 3,540 4,216 4,750 534 12.7% 11

32 愛西市 2,910 3,850 3,850 4,350 4,800 450 10.3% 11

介護保険料額と保険料段階数
（２０１５年６月２２日　愛知県保険医協会・愛知社保協調査）

愛知県平均
（加重平均）

○第６期（２０１５～２０１７年度）の愛知県内の保険料額平均（加重平均）は５，１９１円
○第５期（２０１２～２０１４年度）と比べ、４２３円の値上げとなった（値上げ率は８．９％）
○保険料の値下げは半田市のみ（１．９％）、据え置きは大口町のみ（１．９％）、
　 ５２市町村（９６．３％）が値上げしている
○値上げ率は高い順で①４０．２％（飛島村）、②３７．２％（東栄町）、③２９．５％（設楽町）
○平均（加重平均）の値上げ額は４２３円、値上げ率は８．９％
○国の基準段階は９段階だが、東栄町・豊根村を除く全市町村がこれを超えた段階を設定している
○最多は１６段階で高浜市、最少は９段階で東栄町と豊根村

※第５期以前は前回のアンケート結果から転載
※豊川市の第２期保険料は合併前の保険料額
※西尾市の第２期～第３期の保険料は合併した１市３町の単純平均
※あま市の第２期～第４期の保険料は合併した３町の単純平均

市町村名



第２期
保険料額
（２００３年度
～２００５年度）

第３期
保険料額
（２００６年度
～２００８年度）

第４期
保険料額
（２００９年度
～２０１１年度）

第５期
保険料額
（２０１２年度
～２０１４年度）

第６期
保険料額
（２０１５年度
～２０１７年度）

値上げ額 値上げ率 段階市町村名

33 清須市 3,071 3,689 3,942 4,898 4,984 86 1.8% 10

34 北名古屋市 3,021 3,824 3,665 4,316 4,650 334 7.7% 10

35 弥富市 2,679 3,500 3,450 4,550 4,760 210 4.6% 12

36 みよし市 2,690 3,680 3,680 3,680 4,040 360 9.8% 10

37 あま市 2,864 2,356 3,789 4,300 4,700 400 9.3% 12

38 長久手市 3,183 4,355 4,002 4,283 5,045 762 17.8% 10

39 東郷町 2,931 4,407 3,808 3,846 4,664 818 21.3% 11

40 豊山町 2,516 3,694 3,899 4,382 5,300 918 20.9% 10

41 大口町 2,941 3,450 3,450 3,750 3,750 0 0.0% 11

42 扶桑町 2,726 3,345 3,454 3,969 4,381 412 10.4% 12

43 大治町 2,800 4,000 4,000 4,500 4,900 400 8.9% 12

44 蟹江町 2,700 3,000 3,500 4,750 5,100 350 7.4% 11

45 飛島村 2,900 2,900 3,301 4,650 6,520 1,870 40.2% 12

46 阿久比町 2,910 4,380 3,650 4,400 4,780 380 8.6% 12

48 南知多町 2,650 3,400 3,400 4,400 5,100 700 15.9% 12

49 美浜町 2,600 3,500 3,600 4,500 5,100 600 13.3% 12

50 武豊町 3,000 3,700 3,980 4,780 4,850 70 1.5% 12

51 幸田町 2,800 3,200 3,500 3,800 4,100 300 7.9% 11

52 設楽町 2,700 3,400 3,700 4,400 5,700 1,300 29.5% 11

53 東栄町 2,700 3,800 4,100 4,300 5,900 1,600 37.2% 9

54 豊根村 2,700 3,600 3,560 4,500 5,300 800 17.8% 9

― 知多北部広域連合 2,990 3,941 4,030 4,934 5,073 139 2.8% 11

第９段階 2

値下げ 1 第10段階 8

据え置き 1 第11段階 21

値上げ 52 第12段階 15

第13段階 4

第14段階 3

第15段階 0

第16段階 1



倍率 所得基準 倍率 所得基準 倍率 所得基準 倍率 所得基準

1 名古屋市 0.40 0.65 0.75 0.85 1.00 1.05 80万未満 1.10 125万未満 1.25 200万未満 1.50 290万未満

2 豊橋市 0.50 0.70 0.75 0.83 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 500万未満

3 岡崎市 0.45 0.70 0.70 0.90 1.00 1.05 80万未満 1.10 120万未満 1.25 190万未満 1.50 290万未満

4 一宮市 0.45 0.60 0.75 0.90 1.00 1.10 125万未満 1.25 190万未満 1.50 290万未満 1.70 500万未満

5 瀬戸市 0.45 0.62 0.75 0.88 1.00 1.10 120万未満 1.23 190万未満 1.35 290万未満 1.50 400万未満

6 半田市 0.40 0.69 0.75 0.83 1.00 1.15 125万未満 1.35 200万未満 1.65 400万未満 1.90 600万未満

7 春日井市 0.50 0.70 0.75 0.85 1.00 1.15 120万未満 1.25 190万未満 1.50 400万未満 1.60 600万未満

8 豊川市 0.45 0.70 0.75 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 500万未満

9 津島市 0.45 0.57 0.60 0.70 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.60 290万未満 1.70 350万未満

10 碧南市 0.40 0.70 0.75 0.85 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 400万未満

11 刈谷市 0.35 0.65 0.65 0.85 1.00 1.20 125万未満 1.30 200万未満 1.50 290万未満 1.70 400万未満

12 豊田市 0.45 0.60 0.75 0.85 1.00 1.10 125万未満 1.25 200万未満 1.50 400万未満 1.75 800万未満

13 安城市 0.40 0.60 0.65 0.80 1.00 1.10 125万未満 1.25 200万未満 1.50 300万未満 1.60 500万未満

14 西尾市 0.45 0.70 0.75 0.90 1.00 1.15 120万未満 1.25 190万未満 1.50 290万未満 1.60 350万未満

15 蒲郡市 0.50 0.65 0.75 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 500万未満

16 犬山市 0.50 0.65 0.75 0.85 1.00 1.15 120万未満 1.25 190万未満 1.50 290万未満 1.70 500万未満

17 常滑市 0.50 0.75 0.75 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 400万未満

18 江南市 0.45 0.75 0.75 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 500万未満

19 小牧市 0.45 0.65 0.75 0.83 1.00 1.10 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.60 500万未満

20 稲沢市 0.50 0.65 0.75 0.90 1.00 1.15 120万未満 1.25 190万未満 1.50 290万未満 1.70 500万未満

21 新城市 0.50 0.65 0.75 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 500万未満

25 知立市 0.50 0.70 0.70 0.80 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 400万未満

26 尾張旭市 0.35 0.60 0.70 0.85 1.00 1.15 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.60 400万未満

27 高浜市 0.45 0.65 0.70 0.85 1.00 1.15 120万未満 1.20 125万未満 1.30 190万未満 1.40 200万未満

28 岩倉市 0.45 0.63 0.75 0.88 1.00 1.13 120万未満 1.25 190万未満 1.50 290万未満 1.65 500万未満

29 豊明市 0.40 0.65 0.70 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.40 290万未満 1.50 340万未満

30 日進市 0.40 0.65 0.75 0.90 1.00 1.13 120万未満 1.25 190万未満 1.50 290万未満 1.63 400万未満

31 田原市 0.50 0.70 0.75 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 500万未満

32 愛西市 0.45 0.60 0.65 0.85 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.60 500万未満

33 清須市 0.45 0.70 0.75 0.88 1.00 1.25 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.60 400万未満

34 北名古屋市 0.45 0.65 0.75 0.83 1.00 1.25 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 500万未満

35 弥富市 0.30 0.50 0.70 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 500万未満

36 みよし市 0.35 0.65 0.75 0.85 1.00 1.10 125万未満 1.25 200万未満 1.50 500万未満 1.70 800万未満

37 あま市 0.45 0.65 0.75 0.80 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 400万未満

38 長久手市 0.40 0.65 0.75 0.88 1.00 1.15 125万未満 1.40 190万未満 1.60 300万未満 1.80 500万未満

39 東郷町 0.45 0.75 0.75 0.90 1.00 1.10 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 400万未満

40 豊山町 0.45 0.58 0.70 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.60 500万未満

41 大口町 0.40 0.65 0.70 0.80 1.00 1.20 125万未満 1.25 190万未満 1.50 290万未満 1.60 500万未満

42 扶桑町 0.50 0.65 0.75 0.85 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.60 400万未満

43 大治町 0.50 0.70 0.75 0.85 1.00 1.20 120万未満 1.25 190万未満 1.50 290万未満 1.63 500万未満

44 蟹江町 0.45 0.70 0.75 0.85 1.00 1.20 120万未満 1.25 190万未満 1.45 290万未満 1.65 500万未満

45 飛島村 0.45 0.75 0.75 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 500万未満

46 阿久比町 0.45 0.75 0.75 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 400万未満

48 南知多町 0.45 0.75 0.75 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 400万未満

49 美浜町 0.45 0.75 0.75 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 400万未満

50 武豊町 0.45 0.75 0.75 0.87 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 450万未満

51 幸田町 0.40 0.70 0.75 0.85 1.00 1.15 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.55 400万未満

52 設楽町 0.45 0.75 0.75 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 500万未満

53 東栄町 0.50 0.75 0.75 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 290万以上

54 豊根村 0.50 0.75 0.75 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 290万以上

― 知多北部広域連合 0.50 0.75 0.75 0.90 1.00 1.20 120万未満 1.30 190万未満 1.50 290万未満 1.70 400万未満

第４段階

※名古屋市は「生保又は老齢福祉年金受給者」と「本人の公的年金等の収入金額と合計所得金額が80
万円以下の方」の段階を分けているが、この表では合わせて１段階とした。従って名古屋市では第２段階
以降は１を加えた１５段階での基準としている。

市町村名
世帯全員が住民税非課税 世帯課税・本人非課税 本人が住民税課税

第５段階 世帯課税で本人非課税で課税年金収入と合計所得金額が80万円超　　　　※基準段階

第１段階 生活保護世帯または世帯非課税で老齢福祉年金受給者及び世帯非課税で課税年金収
入と合計所得金額が80万円以下

世帯非課税で課税年金収入と合計所得金額が120万円超
世帯非課税で課税年金収入と合計所得金額が80万円超～120万円以下

第３段階
第２段階

国の示す保険料段階の対象者及び所得基準は下記の通り

第６期保険料段階と倍率と所得金額
（２０１５年６月２２日　愛知県保険医協会・愛知社保協調査）

第８段階 第９段階

世帯課税で本人非課税で課税年金収入と合計所得金額が80万円以下

第７段階
第4段階第1段階 第2段階 第3段階

第5段階
(基準額)

第６段階



倍率 所得基準 倍率 所得基準 倍率 所得基準 倍率 所得基準 倍率 所得基準 倍率 所得基準 倍率 所得基準

1.70 400万未満 1.90 540万未満 2.10 700万未満 2.30 1000万未満 2.50 1000万以上 名古屋市 1
1.80 800万未満 1.90 800万以上 豊橋市 2
1.70 400万未満 1.85 600万未満 1.90 800万未満 1.95 1000万未満 2.00 1000万以上 岡崎市 3
1.80 700万未満 1.90 1000万未満 2.00 1000万以上 一宮市 4
1.75 600万未満 1.85 800万未満 1.95 1000万未満 2.05 1000万以上 瀬戸市 5
2.00 1000万未満 2.20 1000万以上 半田市 6
1.70 800万未満 1.75 800万以上 春日井市 7
1.80 750万未満 1.90 750万以上 豊川市 8
1.85 500万未満 2.15 650万未満 2.20 800万未満 2.25 1000万未満 2.30 1000万以上 津島市 9
1.80 700万未満 1.90 1000万未満 2.00 1000万以上 碧南市 10
1.90 500万未満 2.10 700万未満 2.30 1000万未満 2.50 1000万以上 刈谷市 11
2.00 800万以上 豊田市 12
1.70 700万未満 1.80 900万未満 1.90 900万以上 安城市 13
1.70 500万未満 1.80 800万未満 1.90 1000万未満 2.00 1000万以上 西尾市 14
1.80 750万未満 1.90 750万以上 蒲郡市 15
1.75 1000万未満 1.80 1000万以上 犬山市 16
1.80 600万未満 1.90 800万未満 2.00 800万以上 常滑市 17
1.80 500万以上 江南市 18
1.70 1000万未満 1.80 1000万以上 小牧市 19
1.75 500万以上 稲沢市 20
1.80 750万未満 1.90 750万以上 新城市 21
1.80 600万未満 1.90 1000万未満 2.00 1000万以上 知立市 25
1.75 600万未満 1.85 600万以上 尾張旭市 26
1.50 290万未満 1.70 350万未満 1.75 500万未満 1.80 600万未満 1.85 700万未満 1.95 850万未満 2.00 850万以上 高浜市 27
1.75 800万未満 1.85 800万以上 岩倉市 28
1.60 500万未満 1.80 800万未満 2.00 1000万未満 2.20 1000万以上 豊明市 29
1.75 700万未満 2.00 1000万未満 2.25 1000万以上 日進市 30
1.80 800万未満 1.90 800万以上 田原市 31
1.75 800万未満 1.85 800万以上 愛西市 32
1.70 400万以上 清須市 33
1.85 500万以上 北名古屋市 34
1.90 700万未満 2.00 1000万未満 2.10 1000万以上 弥富市 35
1.80 800万以上 みよし市 36
1.80 800万未満 1.90 1000万未満 2.00 1000万以上 あま市 37
2.00 500万以上 長久手市 38
1.90 700万未満 2.00 700万以上 東郷町 39
1.70 500万以上 豊山町 40
1.75 1000万未満 1.85 1000万以上 大口町 41
1.70 500万未満 1.80 1000万未満 1.90 1000万以上 扶桑町 42
1.75 800万未満 1.85 1000万未満 1.95 1000万以上 大治町 43
1.75 1000万未満 1.90 1000万以上 蟹江町 44
1.90 750万未満 2.10 1000万未満 2.30 1000万以上 飛島村 45
1.80 600万未満 1.90 800万未満 2.00 800万以上 阿久比町 46
1.80 600万未満 1.90 800万未満 2.00 800万以上 南知多町 48
1.80 600万未満 1.90 800万未満 2.00 800万以上 美浜町 49
1.84 700万未満 2.15 1000万未満 2.30 1000万以上 武豊町 50
1.80 600万未満 1.90 600万以上 幸田町 51
1.80 800万未満 1.90 800万以上 設楽町 52

東栄町 53
豊根村 54

1.80 600万未満 1.90 600万以上 知多北部広域連合 ―

市町村名

第16段階第15段階

本人が住民税課税

第10段階

※第１段階は公費による軽減を含む自治体もある
※2017年度に低所得者段階のさらなる軽減を予定している自治体もあるがこの表では記載しない
※第１段階を低く設定しているのは、弥富市（0.3倍）、刈谷市・尾張旭市・みよし市（0.35倍）など
※段階を最も増やしているのは、高浜市（16段階）、段階が最も少ないのは東栄町・豊根村（9段階）
※最高倍率が高いのは名古屋市・刈谷市（2.5倍）、津島市・飛島村・武豊町（2.3倍）、日進市（2.25倍）、
　 半田市・豊明市（2.2倍）、瀬戸市（2.05倍）、岡崎市・一宮市・碧南市・豊田市・西尾市・常滑市・知立市・高浜市・
　 あま市・長久手市・東郷町・阿久比町・南知多町・美浜町（2.0倍）などがある

第14段階第13段階第11段階 第12段階



2014年度末残高 2015年度末残高 前年比増減

15,551,633千円 20,390,895千円 4,839,262千円

1 名古屋市 1,634,199千円 2,537,410千円 903,211千円

2 豊橋市 1,239,415千円 1,240,291千円 876千円

3 岡崎市 1,247,713千円 1,230,006千円 -17,707千円

4 一宮市 1,083,610千円 1,728,675千円 645,065千円

5 瀬戸市 213,964千円 262,698千円 48,734千円

6 半田市 439,152千円 514,528千円 75,376千円

7 春日井市 1,039,255千円 1,098,724千円 59,469千円

8 豊川市 115,408千円 158,722千円 43,314千円

9 津島市 71,112千円 141,151千円 70,039千円

10 碧南市 285,830千円 431,236千円 145,406千円

11 刈谷市 52,076千円 146,925千円 94,849千円

12 豊田市 651,715千円 1,115,406千円 463,691千円

13 安城市 264,611千円 265,861千円 1,250千円

14 西尾市 356,459千円 357,388千円 929千円

15 蒲郡市 159,638千円 219,955千円 60,317千円

16 犬山市 198,231千円 273,522千円 75,291千円

17 常滑市 116,491千円 196,520千円 80,029千円

18 江南市 81,750千円 285,889千円 204,139千円

19 小牧市 585,861千円 586,580千円 719千円

20 稲沢市 386,464千円 524,844千円 138,380千円

21 新城市 146,331千円 120,299千円 -26,032千円

22 東海市

23 大府市

24 知多市

25 知立市 42,623千円 69,905千円 27,282千円

26 尾張旭市 193,174千円 210,898千円 17,724千円

27 高浜市 155,772千円 159,474千円 3,702千円

市町村名

合計

※介護保険は、３年間ごとに介護サービスの見込量に見合う保険料を設定する方式だが、介護給付費
が増加傾向にあるため、一定の剰余金が生じるように設定されている。この剰余金を管理するために市
町村は介護給付費準備基金を設けることができる。
※介護給付費が見込みを下回る場合は剰余金を準備基金に積み立て、逆に見込みを上回る場合は
備基金から取り崩して使う。そして３年ごとの期間の最終年度に残高がある場合には、準備基金を取り
崩して次期保険料に充てていくことが基本的な考え方となっている。
※現在の第６期は２０１７年度が最終年度に当たる。介護給付費準備基金の残高が保険料の引き下げ
に使われるように注意を払うことが大切である。

（２０１６年愛知自治体キャラバンまとめ）
介護給付費準備基金について

2015年度末残高については、決算前の場合は見込み額が記入されている。

999,945千円 1,413,236千円 413,291千円

知多北部広域連合（東海市、大府市、知多市、東浦町）



28 岩倉市 97,708千円 131,192千円 33,484千円

29 豊明市 64,520千円 412,793千円 348,273千円

30 日進市 200,319千円 158,859千円 -41,460千円

31 田原市 141,989千円 255,605千円 113,616千円

32 愛西市 387,068千円 469,428千円 82,360千円

33 清須市 249,321千円 338,854千円 89,533千円

34 北名古屋市 273,385千円 428,133千円 154,748千円

35 弥富市 82,904千円 77,718千円 -5,186千円

36 みよし市 482,824千円 521,146千円 38,322千円

37 あま市 707,141千円 832,924千円 125,783千円

38 長久手市 7,032千円 124,246千円 117,214千円

39 東郷町 70,076千円 109,250千円 39,174千円

40 豊山町 0円 31,362千円 31,362千円

41 大口町 145,715千円 152,814千円 7,099千円

42 扶桑町 91,298千円 135,141千円 43,843千円

43 大治町 89,057千円 97,810千円 8,753千円

44 蟹江町 94,034千円 116,291千円 22,257千円

45 飛島村 32千円 6,757千円 6,725千円

46 阿久比町 167,092千円 167,125千円 33千円

47 東浦町

48 南知多町 61,232千円 100,732千円 39,500千円

49 美浜町 78,959千円 79,189千円 230千円

50 武豊町 159,374千円 204,515千円 45,141千円

51 幸田町 128,711千円 129,216千円 505千円

52 設楽町 10,317千円 14,087千円 3,770千円

53 東栄町 1千円 4,840千円 4,839千円

54 豊根村 725千円 725千円 0円

知多北部広域連合（東海市、大府市、知多市、東浦町）





資産
制限
なし

全額
免除

一般
会計

件数 金額

減免実施市町村数:27 8 0 3 1 3,785 36,926,062

2 豊橋市 第１段階 （資産・預貯金等の条件あり） × × ○ × 21 98,928

3 岡崎市 第1・2段階（生保は除く） × × ○ × 79 1,021,850

4 一宮市 第1・3段階（収入による制限あり） ○ × × ○ 2,830 25,847,400

5 瀬戸市 所得区分なし。災害・主たる生計維持者の死亡など × × × × 0 0

6 半田市 所得区分なし。災害・主たる生計維持者の死亡など × × × × 0 0

8 豊川市 第1-４段階（収入による制限あり） × × ○ × 54 432,271

9 津島市 所得区分なし。災害・主たる生計維持者の死亡など × × × × 0 0

10 碧南市 第1段階-第2段階（収入による制限あり） × × × × 7 67,271

11 刈谷市 所得区分なし。災害・主たる生計維持者の死亡など × × × × 0 0

12 豊田市 所得区分なし。災害・主たる生計維持者の死亡など × × × × 17 286,177

14 西尾市 第1-特例3段階（収入による制限あり） × × × × 14 204,960

15 蒲郡市 第3段階（収入による制限あり） × × × × 96 853,335

16 犬山市 第2段階（生活保護基準以下） × × × × 0 0

19 小牧市 特例第3段階（収入による制限あり） ○ × × × 1 10,000

25 知立市 第1・2段階（収入・資産制限あり） ○ × × × 85 527,100

28 岩倉市 老齢福祉年金受給者（収入による制限あり） × × × × 1 2,200

30 日進市 老齢福祉年金受給者 ○ × × × 0 0

31 田原市 所得区分なし。（収入、資産などによる制限あり） × × × × 14 159,600

34 北名古屋市 第1-2段階（生活保護基準相当） × × × × 6 75,100

35 弥富市 第2-5段階（生活保護基準以下） ○ × × × 0 0

37 あま市 所得区分なし。災害・主たる生計維持者の死亡など ○ × × × 0 0

41 大口町 第2-4段階（非課税世帯）、生保全額免除 ○ × × × - -

42 扶桑町 所得区分なし。生活保護基準相当 ○ × × × 1 38,500

44 蟹江町 所得区分なし。災害・主たる生計維持者の死亡など × × × × 512 6,886,010

46 阿久比町 所得区分なし。災害・主たる生計維持者の死亡など × × × × 0 0

50 武豊町 第1-3段階（収入による制限あり） × × × × 3 39,860

51 幸田町 第1-3段階（収入による制限あり） × × × × 44 375,500

合計

市町村名 減免対象となる所得段階区分等

介護保険料の低所得者減免実施市町村一覧

２０１５年度実績３原則項目

※減免制度があるのは３増の２７市町（５０％）。
　 実績があるのは昨年同様１７市町だった。
※所得段階区分による減免が６市町村で減となった。
※「３原則項目」欄の○印は、介護保険利用者の立場に
　 立って、３原則を超えて実施している市町村。
※2015年度の減免実績は、3,785件、36,926,062円。
※2015年度実績も「件数」欄を人数で回答している市町
　 村があると想定される。
【実施割合の推移】２０００年５％　→　２００１年１４％
　→　２００２年１８％　→　２００３年４４％　→　２００４年４７％　→　２００５年５４％　→　２００６年４８％
　→　２００７年５６％　→　２００８年５４％　→　２００９年５３％　→　２０１０年５５％　→　２０１１年５７％
　→　２０１２年5４％　→　２０１３年5４％　→　２０１４年５４％　→　２０１５年４４％　→　２０１６年５０％

申請
不要

(２０１６年愛知自治体キャラバンまとめ)

    保険料単独減免に対して、厚労省が禁止を 
 指導する３原則 
  
  ①保険料の全額免除 
 ②資産状況等を把握せず収入のみに着目し 
   た一律の減免 
 ③保険料減免分に対する一般財源の繰入れ 



預金や
不動産
の制限
なし

訪問
介護の
利用者
負担

居宅サー
ビス利用
料の助成
割合

施設サー
ビス利用
料の助成
割合

件数 金額（円）

減免実施市町村数：２１ 7 ― ― ― 15 ― 9,659 87,228,784

2 豊橋市 ○ 償還 996 36,907,412

3 岡崎市 第1-3段階（収入による制限あり） × ５％ ５％ 0-５％ ○ 償還 36 248,145

6 半田市 住民税非課税世帯 ○ ― １／２ ― ○ 償還 61 2,638,849

10 碧南市
第1・2段階（収入による制限あ
り）

× ― ―
限度額
を設定

○ 償還 1 135,000

11 刈谷市
住民税非課税世帯（生保世帯
除く）

× ― １／２ ― ○ 償還 162 586,529

12 豊田市 ― ― ― ― ― ― ― 993 1,750,176

13 安城市
住民税非課税世帯等（生保世
帯除く）

× ― １／２ ― ○ 償還 52 346,454

第１段階 １／２ ―

第2・3段階の要介護３～５ １／５ ―

18 江南市 所得税非課税世帯 ○ ５％ ― ― ○ 現物 3,402 10,924,295

第1段階（収入による制限あり） ３／４ ３／４ ３／４

第2、3段階（収入による制限あり） １／２ １／２ １／２

25 知立市
住民税非課税世帯（生保世帯
除く）

× ― １／２ ― ○ 償還 0 0

28 岩倉市 第１段階（老齢福祉年金受給者） ○ ― １／２ １／２ ○ 償還 0 0

30 日進市 国の訪問介護特別対策対象者 ○ ５％ ― ― ○ 償還 0 0

35 弥富市 生活保護基準以下 ○ ５％ １／２ １／２ × 現物 0 0

41 大口町 非課税世帯のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ食事代支援 ○ ― ― ― ○ 現物 0 0

46 阿久比町 非課税世帯の訪問介護利用料助成 × ３％ ― ― ○ 償還 615 2,247,116

住民税非課税世帯 × ― １／２ ― 償還

介護老人福祉施設の入所者
（収入による制限あり）

× ― ― １／２ 現物

51 幸田町 住民税非課税世帯（収入の制限あり） × ― １／２ ― ○ 償還 161 595,443

償還
(特別
会計）

― 232×

２０１５年度実績

878

対象者

7,143,979

※減免実施市町数は２１で、実施市町村の割合は３８．９％。
※半田市の減免制度は、介護福祉助成事業として実施。
※対象者の範囲が狭いために、実質機能していない制度の自治体もある。
※２０１５年度の減免実績は、9,659件、87,228,784円。
【実施割合の推移】２０００年８％　→　２００１年１５％　→　２００２年２５％　→　２００３年３２％
　→　２００４年３６％　→　２００５年３５％　→　２００６年３７％　→　２００７年４０％　→　２００８年４１％
　→　２００９年４０％　→　２０１０年４４％　→　２０１１年４１％　→　２０１２年３９％　→　２０１３年３９％
　→　２０１４年３９％　→　２０１５年３９％ →　２０１６年３９％

市町村名

合計

（２０１６年愛知自治体キャラバンまとめ）

14 ―

保険料徴収段階ごとに独自の基準額を設定し、「高額介護サービ
ス費」限度額との差額を助成する実質的な利用料減免

一般
会計
からの
繰入

介護保険利用料の低所得者減免実施市町村一覧

減免内容

給付
方法

○ ○西尾市

50 2,070

2,385,254×

償還

○武豊町

知多北部
広域連合

21,320,132



要介護3～5 要介護1,2

22,041 20,857 17,277 14,312 5,843 20,155 ―

1 名古屋市 6,554 6,236 5,336 3,096 1,070 4,166 16/4

2 豊橋市 785 795 799 555 140 695 16/4

3 岡崎市 1,998 2,112 集計中 1,052 785 1,837 14/5

4 一宮市 591 539 539 539 257 796 14/4

5 瀬戸市 144 183 183 100 83 183 14/3

6 半田市 654 595 597 237 240 477 16/4

7 春日井市 377 529 1,060 839 515 1,354 16/6

8 豊川市 111 373 373 373 236 609 14/4

9 津島市 991 980 725 204 167 371 16/3

10 碧南市 51 92 92 39 53 92 14/4

11 刈谷市 178 198 82 60 42 102 16/8

12 豊田市 908 876 788 428 24 452 16/3

13 安城市 118 128 113 113 集計中 113 15/4

14 西尾市 1,861 415 415 240 175 415 14/4

15 蒲郡市 520 581 325 141 119 260 15/5

16 犬山市 195 208 220 106 62 168 16/4

17 常滑市 不明 ― 367 345 712 16/8

18 江南市 247 744 761 1,603 ― 1,603 15/5

19 小牧市 272 250 150 調整中 調整中 調整中 15/8

20 稲沢市 578 373 232 465 264 729 16/5

21 新城市 342 200 ― 173 117 290 16/4

22 東海市 228 242 212 190 60 250 16/4

23 大府市 178 186 184 159 40 199 16/4

24 知多市 138 137 137 73 58 131 16/4

25 知立市 134 102 102 73 29 102 14/4

26 尾張旭市 60 41 41 22 19 41 14/4

27 高浜市 128 153 164 99 45 144 16/8

28 岩倉市 321 197 94 86 33 119 16/7

29 豊明市 91 90 90 187 168 355 16/9

30 日進市 38 36 37 19 10 29 15/8

31 田原市 403 171 171 171 ― 171 14/8

32 愛西市 218 491 415 218 ― 218 16/8

33 清須市 186 200 184 82 58 140 16/7

2016年
9月1日調査

合計

（２０１６年愛知自治体キャラバンまとめ）
特別養護老人ホームの待機者数

※特別養護老人ホームの待機者数は２０１４年２０，８５７人であったが、２０１６年２０，１５５人（要介護
１・２及び２０１４年、２０１５年現在とする回答含む）と増加している。
※名寄せでの正確な数字を出した自治体がある一方、２０１４年又は２０１５年時点での調査数を出
し、正確な実態を回答していない自治体もある。
※また、要介護１・２の待機者数を把握していない自治体もあり姿勢が問われる。いずれにしても特
別養護老人ホームの増設が求められている。

市町村名
2013年
9月1日
調査

2014年
9月1日
調査

2015年
9月1日
調査

2016年
9月1日
合計

年月現在











タクシー代助成

高
齢
者

障
害
者

一
般

子
ど
も

42 ― ― ― ― ―

1 名古屋市 ○ 注1 注1 注2 210 注3

平成28年より、精神障害者にも福祉関係割
引制度を適用。敬老パスを交付(平成27年
度交付数：330,783件）障害者福祉特別乗
車券を交付(平成27年度交付枚数：112,563
枚）
注１　高齢者：４月１日時点で６０歳以上の場
合、市バス全線・３か月１０，０００円の「特得
６０バス定期」を購入できる。
（参考：通勤定期３か月２５，６５０円）
注２　障害者：身体障害者等の福祉関係割
引制度適用者は、大人１００円、小児５０円。
ただし、名古屋市の福祉特別乗
車券を有するものは無料。
注３　子ども：小児{6歳以上１２歳未満(小学
生)}は100円、幼児{1歳以上6歳未満(小学
校入学前)}は保護者1人につき2人まで無
料、幼児のみの場合は小児料金。乳児(1歳
未満)は無料。

○

2 豊橋市 × ○
3 岡崎市 × ○

200 100 200 100 i―バス、就学前無料
200 100 200 100 生活交通、就学前無料

5 瀬戸市 × ― ― ― ― ×
6 半田市 △ ○

7 春日井市 ○ 75 100 0 200 100
運転免許自主返納者、妊婦１００円、障
がい者手帳等所持者と付添人1名まで

○

8 豊川市 ○

高齢者交通料金助成事業：新生児に
70歳以上で、個人市民税が非課税の
方に、豊川市コミュニティーバス及び豊
鉄バスで利用できる回数券年額1,000
円分(100円券11枚綴り）

○

9 津島市 ○ 100 小学生以下は無料 ○
10 碧南市 ○ ○
11 刈谷市 ○ 0 0 0 ○
12 豊田市 × ○
13 安城市 ○ 75 100 100 未就学児は無料 ○

14 西尾市 ○ 75 100 0 100
小学生
以下無
料

※運転免許証を自主返納した75歳以
上は、最大3年間無料乗車証を交付

○

15 蒲郡市 ○ 100 50 子ども：6歳から12歳まで ○

16 犬山市 ○ 200 0 200 100
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害
者保健福祉手帳、被爆者手帳、戦傷病
者手帳所持者と付き添い1名まで無料。

○

17 常滑市 ○ 0 0 0 0
このバスは公共機関が無い地域向けの
者で、高齢者等に特化したものでは無

○

18 江南市 × ○
19 小牧市 ○ 65 0 0 200 100 ○
20 稲沢市 ○ ５割引 200 100 なし ○
21 新城市 × ○

巡回バス・福祉バスの実施状況

実
施

高
齢
者
の
年
齢

利用料

実施

○

高齢者や障害者の外出支援
（２０１６年愛知自治体キャラバンまとめ）

【バス】実施は４２市町村（７７．８％）。豊根村は無料乗車券の発行
【タクシー】実施は５１市町村（９４．４％）。未実施は、瀬戸市、あま市、大治町、設楽町

4 一宮市 ○

備考

合計

市町村名



高
齢
者

障
害
者

一
般

子
ど
も

実
施

高
齢
者
の
年
齢

利用料

実施備考
市町村名

22 東海市 ○ 0 0 100 0

障害者手帳所持者の介護人（一人に限
る）が介護のために乗車する場合無
料。また、H28年8月27日から市内在住
の75歳以上の方は無料。ただし、専門
カードケースが必要

○

23 大府市 ○ 70 0 0 100 0 ○

24 知多市 〇 0 100 0

未就学児と身障、療育、精神手帳所持
と介助1名は無料。回数券12回分2,000
円、定期券(75歳以上限定）1ヶ月2,000
円、H28年10月から上記の方は、回数
券13回分1,000円、定期券(75歳以上限
定)1ヶ月1,000円、無料あいパス1年間
無料(市内在住の65歳以上で運転免許
自主返納者）

○

25 知立市 ○ 0 100 0
1ヶ月定1,000円、運転免許証自主返納
者2年無料定期(最長4年）

○

26 尾張旭市 ○ 100 0 100 0
・「東ルート」「西ルート」の双方向ルー
プ方式 ・運行日：平日及び土曜日(年
末年始を除く）

○

27 高浜市 〇 100 小学生以上100円 ○
28 岩倉市 ○ ○
29 豊明市 × ○

30 日進市 ○ 65 ※ 0
※コースにより100円又は200円若しくは
高齢者パス月1,000円。要介護・要支援
認定者と介助者1名は無料

○

31 田原市 ○ 100 200 0
タクシー情勢等と同様の対象者に、回
数券購入助成も実施(重複不可）

○

32 愛西市 ○ 0 0 0 0 ○
33 清須市 ○ 100 100 100 100 未就学児は無料 ○
34 北名古屋市 ○ 100 0 100 100 記載無し ○

35 弥富市 ○ 75 200 100 200 100
75歳以上高齢者・未就学児（無料）、
障害者同伴介助者（100円）

○

36 みよし市 ○ 100 100 100 100
未就学児を車いす等の介助者は無料、
コミュニティーバスとして運行

○

37 あま市 ○ 無料 ×
38 長久手市 ○ 65 0 0 100 0 H28年度から2ルートにワンボックス車導 ○

39 東郷町 ○ 65 0 0 100 0
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害
者保健福祉手帳を携帯している人と、
付き添いの人１名は利用料無料。

○

40 豊山町 × ○
41 大口町 × 100 ○
42 扶桑町 △ ○
43 大治町 ○ 0 0 0 0 ×
44 蟹江町 ○ 0 0 0 0 コースは3種(オレンジ･グリーン･日曜） ○

45 飛島村 ○ 0
飛島乗合タクシー（海南病院通院支援
タクシー）も実施

○

46 阿久比町 ○ 0 0 0 0 ○

47 東浦町 ○ 100 0 100 0
1ヶ月定期券 一般2,000円、中学生
1,000円、小学生500円

○

48 南知多町 × ○
49 美浜町 ○ 0 0 0 0 2路線×5便365日 ○

50 武豊町 ○ 100 100 100 100
障害者の介助者、65歳以上免許証返
還者(2年間）・未就学児は無料

○

51 幸田町 ○ 0 0 0 0 ４路線４台 ○
52 設楽町 × 無記入
53 東栄町 × ○
54 豊根村 ○ ○



要
支
援
２
以
上

要
介
護
１
以
上

医
師
の
証
明

調
査
票
・
主
治
医
意
見
書

要
介
護
者
に
認
定
書
送
付

要
介
護
者
に
申
請
書
送
付

認
定
書
・
申
請
書
の

送
付
数

送
付
し
な
い

45,136 50,017 47 9 29 1 40 ― 20 12 55,653 22

1 名古屋市 1,123 1,029 ○
又は職員の聞き取りによる状況
確認

○

2 豊橋市 765 943 ○ ○ 2,063
3 岡崎市 190 263 ○ ○ ○
4 一宮市 7,248 7,972 ○ ○ ○ 7,766

5 瀬戸市 2,439 4,023 ○

６カ月以上寝たきりで日常生活
に支障がある方、及び知的障害
者・身体障害者と同程度の障害
のある方

○ 4,023

6 半田市 265 259 ○ ○ ○

7 春日井市 7,678 7,903 ○ ○ ○
要介護１以上かつ障害高齢者
自立度・認知症高齢者自立度
が一定の基準を満たす方

○ 7,757

8 豊川市 1,127 1,147 ○ ○ ○ ○ 4,713

9 津島市 709 892 ○ ○ ○
要介護１以上かつ障害高齢者
自立度Ｊ１以上または認知症高
齢者自立度Ⅰ以上

○ 1,716

10 碧南市 215 190 ○ ○ ○ ○

11 刈谷市 399 394 ○ ○ ○
要介護１以上で、申請があれば
状況を確認後原則発行。

○ 287

12 豊田市 201 181 ○ ○
要介護１以上で、認知症高齢者
自立度Ⅱａ以上または障害高齢
者自立度Ａ１以上

○

13 安城市 256 300 ○ ○ ○

14 西尾市 434 458 ○ ○
要介護認定区分、認知症高齢
者自立度及び障害高齢者自立
度により判断

○ 1,727

15 蒲郡市 101 110 ○ ○
16 犬山市 2,157 2,331 ○ ○ ○ ○ 2,283
17 常滑市 110 127 ○ ○ ○
18 江南市 2,595 3,404 ○ ○ ○ ○ 3,376

19 小牧市 1,430 1,508 ○ ○ ○
要介護１以上で認定調査票及
び主治医の意見書で判断

○ 1,482

20 稲沢市 1,305 1,250 ○ ○
要介護１以上が６カ月以上継続
しているなど

○ 1,250

21 新城市 105 83 ○ ○ ○ ○
22 東海市 261 393 ○ ○ ○ ○

介護認定者の障害者控除の認定について

認定書
2014年
発行数

市町村名
認定書
2015年
発行数

※原則として要支援または要介護１以上を認定しているのが、合計38市町村（70.3％）となっている。
※自動的に要介護者に認定書を送付したのが20市町（37.0％）、申請書を送付したのが12市町村
（22.2％）、合わせて32市町村（59.3％）が認定書または申請書を個別に送付している。こうした市町村で
は、認定書の発行が多い。
※認定書を毎年発行しているのは昨年同様47市町村（87.0％）である。
（発行枚数推移）2003年： 5,848枚　→　2004年： 5,114枚　→　2005年： 7,155枚　→　2006年:10,466枚
　　　　　　　　→　2007年:13,171枚　→　2008年:18,544枚　→　2009年:22,712枚　→　2010年:29,955枚
　　　　　　　　→　2011年:32,736枚　→　2012年:34,778枚　→　2013年:42,322枚　→　2014年:45,136枚
　　　　　　　　→　2015年:50,017枚

認
定
書
の
毎
年
発
行

認定書発行
の条件

備考
（発行条件の詳細等）

合計

障害者控除の
認定書・申請書の送付

（２０１６年愛知自治体キャラバンまとめ）



要
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援
２
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上

要
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護
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付
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介
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付
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付
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認定書
2014年
発行数

市町村名
認定書
2015年
発行数

認
定
書
の
毎
年
発
行

認定書発行
の条件

備考
（発行条件の詳細等）

障害者控除の
認定書・申請書の送付

23 大府市 236 240 ○ ○ ○

24 知多市 363 357 ○ ○

普通障害者は要介護１以上、
特別障害者は要介護３以上で
日常生活自立度Ｂ１～Ｃ２又は
Ⅳ～Ⅿ

○

25 知立市 1,448 1,471 ○ ○ ○ 1,471
26 尾張旭市 297 288 ○ ○ ○ ○ 2,015
27 高浜市 114 133 ○ ○ ○ 245
28 岩倉市 1,519 1,564 ○ ○ ○ ○ 1,564
29 豊明市 481 481 ○ ○ ○ ○ 1,282

30 日進市 554 587 ○ ○
要支援２以上かつ障害者高齢
自立度Ａ以上または認知症高
齢者自立度Ⅱａ以上

○ 587

31 田原市 63 75 ○ ○ ○
32 愛西市 773 740 ○ ○ ○
33 清須市 304 285 ○ ○ ○
34 北名古屋市 166 178 ○ ○ ○
35 弥富市 938 974 ○ ○ ○ 要支援１以上で自立度により判断 ○ 932
36 みよし市 258 259 ○ ○ ○ 1,078

37 あま市 728 749 ○ ○
要介護１以上を対象。認定書は
窓口で即日交付

○ 1,855

38 長久手市 671 718 ○ ○ ○ ○ 712
39 東郷町 784 844 ○ ○ ○ ○ 835
40 豊山町 230 301 ○ ○ ○ 301
41 大口町 34 508 ○ ○ ○ ○ 508

42 扶桑町 826 895 ○ ○ ○
要支援２以上で意見書、調査
票・主治医意見書から判断

○ 895

43 大治町 36 27 ○ ○ ○
44 蟹江町 34 52 ○ ○ ○
45 飛島村 134 129 ○ ○ ○ 172
46 阿久比町 735 750 ○ ○ ○ ○ 750
47 東浦町 166 151 ○ ○ ○ ○
48 南知多町 58 43 ○ ○ ○

49 美浜町 78 12 ○
障害者認定と同レベル以上を
認定

○ 16

50 武豊町 1,243 1,264 ○ ○ ○ ○ 1,252
51 幸田町 601 677 ○ ○ ○ ○ 677
52 設楽町 21 ○ ○ ○
53 東栄町 58 42 ○ ○ ○
54 豊根村 72 63 ○ ○ ○ ○ 63



繰入金額
（Ｄ）

１人あたり
（Ｄ／Ａ）

千円 円
1,800,141 94,542 ― 93.6% 19,184,649 10,657 ―

1 名古屋市 550,620 96,885 23 96.3% 5,938,101 10,784 21
2 豊橋市 90,243 103,247 8 89.2% 684,908 7,590 32
3 岡崎市 85,988 104,266 6 90.5% 809,910 9,419 26
4 一宮市 99,311 84,307 50 91.1% 793,946 7,995 31
5 瀬戸市 30,470 102,411 10 91.0% 132,966 4,364 43
6 半田市 27,777 100,497 12 96.0% 0 0 49
7 春日井市 76,375 103,353 7 92.0% 1,087,335 14,237 15
8 豊川市 44,040 98,608 19 93.1% 88,568 2,011 46
9 津島市 16,825 92,881 29 91.6% 23,042 1,370 47
10 碧南市 16,799 98,006 21 95.6% 0 0 49
11 刈谷市 29,833 100,233 15 93.2% 300,000 10,056 24
12 豊田市 92,450 97,654 22 94.4% 633,077 6,848 35
13 安城市 40,690 100,324 14 93.5% 545,297 13,401 16
14 西尾市 43,860 105,717 5 93.6% 300,000 6,840 36
15 蒲郡市 21,389 94,987 25 91.7% 63,589 2,973 44
16 犬山市 18,707 82,824 52 94.6% 247,949 13,254 18
17 常滑市 13,680 101,110 11 95.6% 0 0 49
18 江南市 25,526 84,866 49 92.5% 409,533 16,044 13
19 小牧市 37,791 88,002 44 91.1% 795,000 21,037 7
20 稲沢市 33,966 94,755 27 93.7% 233,866 6,885 34
21 新城市 11,968 113,118 3 95.2% 15,049 1,257 48
22 東海市 25,926 91,829 33 89.4% 461,874 17,815 11
23 大府市 19,495 92,722 30 96.3% 186,800 9,582 25
24 知多市 22,113 89,815 39 92.1% 318,004 14,381 14
25 知立市 14,099 94,030 28 91.2% 86,862 6,161 39
26 尾張旭市 19,312 98,105 20 94.1% 117,943 6,107 40
27 高浜市 9,306 111,190 4 89.4% 59,623 6,407 37
28 岩倉市 11,859 102,416 9 90.8% 103,677 8,742 29
29 豊明市 16,817 87,707 45 92.4% 499,958 29,729 5
30 日進市 17,481 86,642 46 94.5% 314,300 17,980 9
31 田原市 23,267 116,710 2 95.6% 173,621 7,462 33
32 愛西市 17,864 92,642 31 94.1% 237,350 13,286 17
33 清須市 16,331 83,865 51 93.0% 682,267 41,777 1
34 北名古屋市 22,117 85,692 48 90.5% 714,243 32,294 4
35 弥富市 10,905 99,049 17 93.3% 100,000 9,170 27
36 みよし市 10,937 91,527 34 94.1% 430,832 39,392 2
37 あま市 23,904 91,078 35 91.4% 299,000 12,508 20
38 長久手市 10,347 89,614 40 95.0% 224,000 21,649 6
39 東郷町 9,408 95,174 24 95.0% 60,000 6,378 38
40 豊山町 4,354 86,383 47 88.8% 167,067 38,371 3
41 大口町 5,161 90,196 37 95.2% 53,675 10,400 23
42 扶桑町 8,019 89,881 38 94.7% 100,613 12,547 19
43 大治町 8,400 98,908 18 90.2% 150,267 17,889 10
44 蟹江町 9,360 90,833 36 95.4% 100,000 10,684 22
45 飛島村 1,242 89,412 41 98.8% 24,300 19,565 8
46 阿久比町 6,492 94,896 26 96.5% 17,226 2,653 45
47 東浦町 12,018 100,390 13 93.5% 69,000 5,741 42
48 南知多町 7,385 116,958 1 95.3% 44,411 6,014 41
49 美浜町 6,007 92,319 32 96.5% 54,734 9,112 28
50 武豊町 10,561 88,819 42 94.9% 90,000 8,522 30
51 幸田町 8,650 99,134 16 94.1% 140,866 16,285 12
52 設楽町 1,468 88,112 43 97.6% 0 0 49
53 東栄町 976 65,914 53 97.7% 0 0 49
54 豊根村 252 65,242 54 99.9% 0 0 49

順
位

市町村名

国保被保険者数・平均保険料・一般会計繰入金など一覧
（愛知県HPから作成）

一般会計からの繰入
（自治体単費分）

保険料（税）調停額

※「一般会計からの繰入」は2014年度の数字、それ以外は2015年度の数値を反映している。

合計・平均

順
位

被保険者数
（年度平均）

（Ａ）

保険料
収納率

一人当たり調停額



2015/6/1 2015/6/1 2015/6/1

件数
件数
(B)

割合
(B/A)

件数
件数
(C)

割合
(C/B)

件数
件数
(D)

割合
(D/B)

1,053,032 157,322 144,676 13.7% 47,399 36,376 25.1% 4,990 4,951 3.4%
- - - - 98.1% 98.1% - 38.9% 40.7% -

1 名古屋市 343,374 52,579 47,351 13.8% 11,086 8,719 18.4% 3,764 3,864 8.2%
2 豊橋市 51,027 8,021 4,133 8.1% 5,126 3,959 95.8% 106 89 2.2%
3 岡崎市 49,889 6,201 5,931 11.9% 2,844 2,172 36.6% 505 453 7.6%
4 一宮市 56,485 12,433 8,743 15.5% 2,458 1,837 21.0% 193 171 2.0%
5 瀬戸市 18,237 3,855 1,870 10.3% 980 717 38.3% 0 1 0.1%
6 半田市 15,929 2,606 2,206 13.8% 239 180 8.2% 18 16 0.7%
7 春日井市 44,480 7,260 6,987 15.7% 1,157 688 9.8% 2 2 0.0%
8 豊川市 25,000 4,129 4,942 19.8% 1,247 900 18.2% 41 45 0.9%
9 津島市 9,530 1,318 1,244 13.1% 636 491 39.5% 13 0.0%
10 碧南市 9,246 729 689 7.5% 209 147 21.3%
11 刈谷市 17,463 1,974 1,777 10.2% 734 539 30.3%
12 豊田市 53,348 5,467 5,469 10.3% 3,515 2,369 43.3% 3 3 0.1%
13 安城市 23,093 3,336 6,240 27.0% 1,915 1,087 17.4% 15 12 0.2%
14 西尾市 23,757 2,845 2,115 8.9% 1,650 1,185 56.0% 73 70 3.3%
15 蒲郡市 12,034 784 1,432 11.9% 614 766 53.5% 1 2 0.1%
16 犬山市 10,983 780 2,241 20.4% 149 100 4.5%
17 常滑市 7,713 838 788 10.2% 23 20 2.5%
18 江南市 14,448 1,922 2,137 14.8% 541 423 19.8%
19 小牧市 21,588 2,874 2,928 13.6% 994 994 33.9% 59 57 1.9%
20 稲沢市 19,026 1,904 1,817 9.6% 700 466 25.6% 66 50 2.8%
21 新城市 6,916 631 910 13.2% 200 174 19.1%
22 東海市 14,824 4,377 4,069 27.4% 755 911 22.4% 58 51 1.3%
23 大府市 11,219 617 937 8.4% 485 310 33.1%
24 知多市 12,681 2,798 2,527 19.9% 745 506 20.0%
25 知立市 8,446 1,186 1,143 13.5% 418 296 25.9%
26 尾張旭市 11,321 848 792 7.0% 270 220 27.8% 1 0.1%
27 高浜市 5,319 1,457 1,329 25.0% 647 536 40.3%
28 岩倉市 7,102 1,475 1,184 16.7% 269 211 17.8% 17 18 1.5%
29 豊明市 9,775 1,810 1,818 18.6% 205 173 9.5%
30 日進市 10,158 1,869 1,767 17.4% 138 91 5.1% 2 2 0.1%
31 田原市 10,303 1,059 978 9.5% 290 256 26.2%
32 愛西市 9,432 882 873 9.3% 129 206 23.6%
33 清須市 9,320 2,427 2,291 24.6% 1,202 1,010 44.1%
34 北名古屋市 12,528 1,806 1,899 15.2% 1,353 662 34.9%
35 弥富市 5,874 1,261 1,131 19.3% 250 452 40.0%
36 みよし市 6,347 1,693 1,211 19.1% 77 71 5.9%
37 あま市 13,284 2,364 2,190 16.5% 514 477 21.8%
38 長久手市 5,983 468 594 9.9% 238 185 31.1%
39 東郷町 5,301 446 502 9.5% 120 125 24.9%
40 豊山町 2,396 337 615 25.7% 175 123 20.0%
41 大口町 2,888 157 142 4.9% 59 35 24.6% 12 15 10.6%
42 扶桑町 4,558 495 436 9.6% 178 202 46.3%
43 大治町 4,736 715 454 9.6% 645 344 75.8%
44 蟹江町 5,362 658 630 11.7% 179 231 36.7% 1 0.2%
45 飛島村 615 23 29 4.7% 3 4 13.8%
46 阿久比町 3,619 336 355 9.8% 109 69 19.4%
47 東浦町 6,816 829 693 10.2% 143 163 23.5% 5 0.7%
48 南知多町 3,518 508 544 15.5% 54 48 8.8% 35 23 4.2%
49 美浜町 3,310 255 241 7.3% 134 94 39.0%
50 武豊町 6,053 1,063 924 15.3% 320 159 17.2% 7
51 幸田町 4,771 487 322 6.7% 259 259 80.4%
52 設楽町 868 78 60 6.9% 7 6 10.0%
53 東栄町 580 51 44 7.6% 12 8 18.2%
54 豊根村 159 1 2 0.0%

2016/6/1 2016/6/1 2016/6/1
滞納世帯数

全体合計

世帯数
（Ａ）

(2016/6/1)

発行市町村割合

国保資格証明書等の交付状況一覧
（愛知県医務国保課提供資料より作成）

市町村名

短期保険証 資格証明書



うち学
資保険

163,570 27,880 12,727 1,188 8,714 752 24 2,073 5,042 703,623,805

166,140 28,255 12,048 1,146 8,111 901 32 1,890 4,510 361,877,736

157,322 15,826 12,735 1,360 8,513 933 15 1,890 4,510 486,130,796

144,676 17,149 15,084 1,242 10,295 1,044 10 2,503 7,434 570,776,222

1 名古屋市 47,351 3,042 3,833 19 2,854 319 不明 641 5,231 384,815,111

2 豊橋市 4,133 1,799 1,662 533 900 156 2 73 46 955,000

3 岡崎市 5,931 - 412 0 402 7 0 3 0 0

4 一宮市 8,743 把握してない 1,095 231 356 508 13 31,817,734

5 瀬戸市 1,870 0 8 0 8 0 0 0 8 990,258

6 半田市 2,206 2,027 426 18 393 1 0 14 1 1,312,400

7 春日井市 6,987 1,063 854 46 575 185 48 0 0

8 豊川市 4,942 不明 163 35 76 35 2 17 1 6,689

9 津島市 1,244 311 104 33 51 1 0 19 44 3,028,815

10 碧南市 689 把握してない 331 15 0 0 0 316 0 0

11 刈谷市 1,777 614 599 6 573 18 2 5 248,178

12 豊田市 5,469 把握してない 714 53 512 17 132 4 2,749,643

13 安城市 6,240 不明 不明 不明 すべて不明

14 西尾市 2,115 117 671 29 594 22 2 26 1 788,700

15 蒲郡市 1,432 161 140 8 118 14 0 0 1 695,452

16 犬山市 2,241 3,245 285 0 169 4 1 112 1 344,504

17 常滑市 788 不明 214 3 144 26 不明 41 401 39,349,008

18 江南市 2,137 223 4 216 3

19 小牧市 2,928 243 114 11 88 3 0 12

20 稲沢市 1,817 1,817 350 72 149 81 0 48 5 3,665,762

21 新城市 910 84 13 13

22 東海市 4,069 不明 402 20 345 37 556 22,991,652

23 大府市 937 0 154 9,500,000

24 知多市 2,527 160 160 1 109 4 0 46 0 0

25 知立市 1,143 不明 344 7 239 11 0 87 1 150,000

26 尾張旭市 792 242 242 18 183 27 0 14 1 479,805

27 高浜市 1,329 カウントなし 34 1 14 6 1 13 0 0

28 岩倉市 1,184 242 255 7 188 29 0 31 2 3,132,874

29 豊明市 1,818 不明 0 すべて未記入

30 日進市 1,767 16 33 9 9 8 0 7 2 1,157,200

2013年合計

予告通知
送付

その他
現金化
件数

金額預貯金不動産
差押
件数

（２０１６年愛知自治体キャラバンまとめ）

2015年合計

2012年合計

滞納
世帯数

※豊橋市、日進市の差押金額は市税全体、豊田市の競売は市税全体その金額。
※稲沢市の予告通知書は催告書による予告（市全体）。
※一宮市は、その他に生命保険を含む。

国保の滞納者差押え状況

２０１５年度実績

2014年合計

生命
保険



うち学
資保険

予告通知
送付

その他
現金化
件数

金額預貯金不動産
差押
件数

滞納
世帯数

２０１５年度実績

生命
保険

31 田原市 978 103 87 7 73 6 0 1 0 0

32 愛西市 873 74 17 5 8 4 0 0 0 0

33 清須市 2,291 363 32 0 20 5 0 7 0 0

34 北名古屋市 1,899 不明 179 26 141 3 0 9 0 0

35 弥富市 1,131 - - - - - - - - -

36 みよし市 1,211 120 39 2 16 6 0 15 0 0

37 あま市 2,190 66 6 6 0 0 0 0 0 0

38 長久手市 594 74 65 0 62 3 0 0 0 0

39 東郷町 502 157 156 0 125 2 0 29

40 豊山町 615 4 5 5 5 263,600

41 大口町 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 扶桑町 436 200 95 2 88 2 1 3 0 0

43 大治町 454 53 0 33 9,689,884

44 蟹江町 630 282 8 128 26 1 120 914 49,413,065

45 飛島村 29 0 すべて未記入

46 阿久比町 355 76 23 0 12 1 0 10

47 東浦町 693 345 271 0 229 1 0 41 0 0

48 南知多町 544 13 8 1 4 1 0 2 0 0

49 美浜町 241 19 8 4 0 7  

50 武豊町 924 318 101 2 94 1 0 4 4 3,230,888

51 幸田町 322 未集計 18 4 4 2 0 8 0 0

52 設楽町 60 すべて未記入

53 東栄町 44 すべて未記入

54 豊根村 2 0 0 0 0 0 0 0 0



 

28 11  29  29  

 
 

 
 

 
 

 
29  

( ) 
29  

( ) 

 
 

 
 

 

  (1,200 ) 

 

  300  

  250  

  100  

  200  

  
300  

200  

29 11  30  

 

 

 

 

30  

 
 

 1,600  
 

300   

300   

100   

500   

300  
200  

 

 1,700

(1,200 ) 29

( ) 

 

( )

 

 

30

30  

60  
 

29  30  31  32  33  

 
 

A  B  C  D  

 

 

 

35  

 28  

30  
 

30  
 

  

 
 

 

30  31  32  33  

  

 
30  31  32  33  

 
 

 

3

28  

28

 



国民健康保険 都道府県単位化関連資料 
愛知社保協と愛知県との懇談（2017 年 1 月）から 

 

 

＜財政運営について＞ 

 
【県の回答】 

 
 
 
 
＜市町村の「基金」について＞ 

 
【県の回答】 

 
  



＜市町村独自の保険料（税）減免制度、資格証明書・短期保険証の統一化について＞ 

 
 
【県の回答】 

 
 
〈神奈川県社保協と神奈川県との懇談から（2017 年 5 月）〉 

 
〈大阪社保協と大阪府の自治体キャラバン懇談から（2017 年 6 月）〉 

 





愛知県地方税滞納整理機構の平成２８年度徴収実績について 

平成 2９年 4 月２６日（水曜日）発表 

 

平成 23年 4月、個人県民税及び個人市町村民税を始めとした市町村税の収入未済

額の縮減を図るため、県と市町村が連携して積極的な滞納整理を行う「地方税滞納整

理機構」を設立しました。 

県内 6ブロックに設置した各地方税滞納整理機構には、平成 28年度は 39市町村及

び東三河広域連合が参加し、約 41億 2,000万円（※）の滞納金額の引き継ぎを受け、

約 23億 8,800万円を徴収しました。徴収率は 58.0％となりました。 

（※ 引継額は、当初引継額から新規発生額等を加減した額。） 

 

1 平成 28 年度  実績  

区 分  平成 28 年度実績 平成 27 年度実績  平成 26 年度実績  

引継額 43 億 18 百万円 43億 66百万円 47億 41百万円 

徴収率  58.0％ 57.3％ 52.5％ 

徴収額  23 億 88 百万円 25億 3百万円 24億 88百万円 

 

2 平成 28 年度  参加市町村  

ブロック名 参加市町村（47 市町村) 

東尾張 
瀬戸市・犬山市・江南市・小牧市・尾張旭市・岩倉市・清須市 

・北名古屋市・豊山町・扶桑町 

西尾張 
一宮市・津島市・稲沢市・愛西市・弥富市・あま市・大治町・蟹江町 

・飛島村 

知 多 
半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町 

・美浜町・武豊町 

豊田尾張 

東部 
日進市・みよし市・長久手市・東郷町 

西三河 碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・知立市・高浜市 

東三河 豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村 

 

 

 



3 ブロック別  平成 28 年度  徴収実績  

ブロック名 

引継予告額

等①※1 

（千円） 

予告効果額

②※2 

（千円） 

当初引継額

③ 

①－② 

（千円）  

新規発生額

及び 

調定減額④

※3 

（千円） 

収入額⑤ 

（千円） 

徴収率（％） 

⑤÷（③＋④） 

東尾張 928,611 46,974 881,637 △37,593 489,904 58.0 

西尾張 636,541 35,653 600,888 △17,227 270,003 46.3 

知 多 921,831 27,274 894,557 △45,883 487,146 57.4 

豊田尾張 

東部 
258,333 14,875 243,458 △4,436 145,320 60.8 

西三河 883,565 19,000 864,565 56,089 588,257 63.9 

東三河 688,790 － 688,790 △4,973 407,218 59.6 

合 計 4,317,671 143,776 4,173,895 △54,023 2,387,848 58.0 

4 税目別  平成 28 年度  徴収実績  

税 目 
引継予告額

等①※1 

（千円） 

予告効果額

②※2 

（千円） 

当初引継額

③ 

①－② 

（千円）  

新規発生額

及び 

調定減額④

※3 

（千円） 

収入額⑤ 

（千円） 
徴収率（％） 

⑤÷（③＋④） 

個人住民税 1,520,445 58,862 1,461,583 △8,386 868,418 59.8 

固定資産税 

・都市計画税 

2,797,226 84,914 

708,682 4,044 469,096 65.8 

国民健康 

保険（料） 
1,948,366 △52,614 1,020,481 53.8 

その他 55,264 2,933 29,853 51.3 

合 計 4,317,671 143,776 4,173,895 △54,023 2,387,848 58.0 

※1 引継予告額に、昨年度から引き続き滞納整理を行う延長事案などの金額を計上。 

※2 地方税滞納整理機構に引き継ぐために送付した引継予告書により、滞納者が自主的に納付

した金額などを計上。 

※3 滞納事案の引き継ぎ後、新規課税や課税の取消しなどにより変動した金額を計上。 

 

 

以下の愛知県公式ウェブサイトより作成 
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/kikou28-13.html 

 



相談件数 申請件数
保護開始
件数

相談件数 申請件数
保護開始
件数

世帯数 人数 世帯数 人数

35,442 11,614 10,871 34,772 11,641 10,897 60,483 79,171 60,950 79,119

1 22,784 7,693 7,323 22,389 7,602 7,214 38,199 49,123 38,406 49,134

2 1,015 232 215 1,082 242 223 1,877 2,367 1,819 2,272

3 1,348 264 225 1,353 225 200 1,588 2,093 1,523 1,979

4 641 411 375 713 387 348 2,470 3,295 2,565 3,393

5 241 72 65 163 52 45 435 621 423 578

6 155 102 96 174 115 111 622 816 648 859

7 1,437 352 311 1,583 376 344 2,268 3,232 2,344 3,278

8 695 159 150 603 170 161 828 1,144 882 1,225

9 171 93 76 171 103 82 305 417 315 432

10 110 69 62 115 58 50 263 366 267 378

11 458 98 82 561 81 65 605 822 557 732

12 1,319 358 339 1,504 397 366 1,641 2,318 1,705 2,369

13 350 123 115 373 114 106 614 824 631 824

14 323 63 55 203 62 62 416 579 429 581

15 245 58 55 217 59 55 425 503 429 508

16 78 32 29 93 40 36 239 326 243 340

17 143 42 42 139 45 40 182 244 194 263

18 182 53 48 131 65 65 435 560 448 589

19 460 111 104 142 129 125 791 1,175 785 1,108

20 289 99 73 264 92 86 484 640 488 631

21 52 20 17 47 25 23 113 151 119 154

22 253 104 100 252 79 76 592 790 596 775

23 176 47 37 168 62 55 270 374 271 355

24 205 70 63 175 67 54 394 566 379 545

25 200 66 57 192 72 66 392 547 384 518

26 133 39 36 67 43 40 150 195 178 233

27 66 26 25 40 16 16 133 196 119 178

28 109 53 48 42 32 28 330 418 316 394

29 83 58 58 156 83 74 242 312 265 360

30 44 24 23 38 26 22 55 72 62 81

31 31 26 22 25 20 17 115 171 119 159

32 70 37 34 47 30 27 183 241 175 221

33 186 89 83 155 105 97 344 458 383 496

34 131 51 48 124 44 38 397 544 377 505

35 100 40 35 68 37 32 178 254 169 245

36 166 25 13 151 23 18 91 114 91 104

37 237 88 78 185 125 114 554 705 572 723

38 69 19 18 60 23 19 92 116 92 111

39 東郷町 69 19 18 73 9 8 82 99 71 86
40 豊山町 36 10 10 30 9 9 63 76 64 74
41 大口町 20 6 6 12 8 6 47 56 53 62
42 扶桑町 47 16 14 65 19 18 72 99 85 109
43 大治町 86 58 54 98 58 57 190 251 205 273
44 蟹江町 145 42 42 95 35 34 192 244 191 248
45 飛島村 2 2 2 1 1 1 6 6 7 7
46 阿久比町 8 3 3 12 6 6 35 44 37 44
47 東浦町 46 30 27 139 98 92 122 149 123 147
48 南知多町 40 10 10 24 9 9 57 60 51 55
49 美浜町 26 18 16 48 20 19 95 122 97 122
50 武豊町 43 19 19 80 31 29 128 169 132 175
51 幸田町 110 12 12 120 5 5 62 85 46 66
52 設楽町 6 2 2 2 1 0 9 10 9 9
53 東栄町 2 1 1 6 4 4 8 9 9 10
54 豊根村 1 0 0 2 2 0 3 3 2 2

生活保護の相談・申請・保護開始件数と受給件数について
（２０１６年愛知自治体キャラバンまとめ）

名古屋市
豊橋市
岡崎市
一宮市
瀬戸市
半田市
春日井市
豊川市
津島市
碧南市
刈谷市
豊田市
安城市
西尾市
蒲郡市
犬山市
常滑市
江南市
小牧市
稲沢市
新城市
東海市
大府市
知多市
知立市
尾張旭市
高浜市
岩倉市
豊明市
日進市
田原市
愛西市
清須市

北名古屋市
弥富市

知
多

西三河

新城
設楽

みよし市
あま市

長久手市

尾
張

海
部

愛知県合計

2016年4月2015年4月2015年度2014年度
市町村名



年 月 年 月 年 月 世帯 人数 世帯 人数 世帯 人数

629 19 － － 639 24 － － 651 21 － － 69.5 93.5 69.6 93.2 70.5 93.3
1 344 0 3 4 351 0 3 3 358 0 3 6 110 143 109 140 107 137
2 22 0 2 2 21 0 1 5 20 0 1 4 87 111 89 113 91 114
3 13 6 1 1 15 4 1 8 18 1 2 4 84.3 111.4 83.6 110.2 80.2 104.2
4 32 0 2 9 31 0 2 6 32 0 2 2 75 100 80 106 80 106
5 6 0 1 0 6 0 1 2 6 0 1 6 72 103 73 104 71 97
6 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 1 3 86 113 89 117 93 123
7 22 1 2 2 20 0 2 6 21 0 2 5 96 137 113 162 112 156
8 7 0 0 11 10 0 1 4 10 0 1 3 112 153 83 114 88 123
9 4 0 1 5 5 0 1 3 5 0 2 4 76 100 61 84 63 87
10 5 0 2 8 5 0 1 0 6 0 1 0 53 72 53 72 45 63
11 10 0 3 0 9 0 1 8 10 0 1 5 62 86 67 91 56 73
12 19 0 2 1 19 0 2 1 20 0 3 4 87 132 87 132 85 119
13 8 0 1 0 7 0 1 3 8 0 1 1 75 100 88 118 79 103
14 7 0 1 3 7 0 1 0 6 0 1 2 61 87 59 82 71 96
15 5 0 2 4 5 4 2 7 5 4 1 2 83.8 101.4 85 100.6 85.8 101.6
16 3 0 1 4 3 0 1 8 3 0 1 0 79 104 79 108 81 115
17 3 0 0 6 3 0 1 0 3 0 0 4 57 77 60 81 64 87
18 6 3 1 4 6 3 1 10 6 3 1 6 72 93 72 93 74 98
19 10 0 1 3 10 0 1 10 10 0 2 3 82 124 79 117 79 111
20 7 0 2 8 7 0 2 6 7 0 2 8 69.8 92.1 69.1 91.4 69.7 90.1
21 3 0 2 0 3 0 3 0 2 0 2 0 36 47 37 50 59 77
22 6 0 0 10 7 2 1 2 7 2 1 4 95.5 130.5 85 113.4 85.1 110.7
23 5 0 1 8 5 0 1 4 5 0 2 0 56 80 54 74 54 71
24 5 0 0 7 6 0 1 4 6 0 1 8 75 108 66 94 64 91
25 5 3 2 6 5 4 2 5 5 4 1 4 85 120 78 109 77 104
26 3 2 1 7 2 2 2 0 2 2 1 0 46 59 75 98 89 117
27 3 0 3 0 3 0 2 0 3 0 3 0 42 61 44 65 40 59
28 4 0 2 0 4 0 1 5 5 0 2 0 79 100 82 104 63 78
29 3 0 0 4 3 2 1 0 3 2 1 3 75 95 79 101 88 120
30 2 0 2 6 2 0 1 0 2 0 1 0
31 2 0 1 6 2 0 1 0 2 0 1 6 54 80 57 85 59 79
32 3 0 0 11 3 0 1 7 3 0 2 7 59 80 62 78 57 69
33 4 0 1 0 4 0 1 4 4 0 1 7 78 100 78 100 96 124
34 7 3 1 7 7 3 2 0 7 3 3 0 70 95 66 91 63 85
35 3 0 0 4 3 0 0 8 3 0 0 10 62 87 59 85 56 82
36 2 0 0 6 2 0 1 0 2 0 1 0 47 59 46 57 45 52
37 10 0 1 2 10 0 1 4 9 0 1 7 56 73 55 71 64 80
38 2 0 0 2 2 0 1 2 2 0 1 1 45 56 46 58 46 55
39 東郷町

40 豊山町

41 大口町

42 扶桑町

43 大治町

44 蟹江町

45 飛島村

46 阿久比町

47 東浦町

48 南知多町

49 美浜町

50 武豊町

51 幸田町 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 55 80 59 87 47 69
52 設楽町

53 東栄町

54 豊根村

69205

001

6 40

212022202421020101010

076

82

77.462.277.762.487.572.8340783

729305 11184776693

83.568.5826672.8

新城設
楽

西三河

知
多

海
部

尾
張 01048 566104014

0

豊明市
岩倉市

豊川市
春日井市
半田市
瀬戸市
一宮市

安城市
豊田市
刈谷市
碧南市
津島市

蒲郡市
西尾市

大府市
東海市
新城市
稲沢市
小牧市

長久手市
あま市
みよし市
弥富市

北名古屋市
清須市
愛西市
田原市
日進市

岡崎市
豊橋市

2016年4月現在

高浜市
尾張旭市
知立市
知多市

愛知県合計・平均

江南市
常滑市
犬山市

名古屋市

正規
非正
規

2014年4月現在

正規在
任年数

（２０１６年愛知自治体キャラバンまとめ）
生活保護担当職員数および担当受給者数について

ケースワーカー１人あたりの担当数
(4月現在)

生活保護職員（ケースワーカー）数と平均在任年数（正規）

2015年4月現在

正規
非正
規

正規在
任年数

2014年 2015年 2016年
市町村名

正規
非正
規

正規在
任年数







子ども医療費助成制度の実施状況 
（２０１７年４月現在・愛知県保険医協会調査） 

 

※愛知県制度は通院で義務教育就学前、入院で中学校卒業まで（２００８年４月実施） 

※特に断りのない場合は、現物給付で実施している。また実施年月は償還払いの学齢変更を含む 

※市町村名が白抜き：通院・入院とも中学校卒業まで自己負担・所得制限なしで実施（201７年 4 月現在、49 市町村） 

※★印：東郷町・飛島村・南知多町・設楽町・東栄町・豊根村は入通院とも、安城市は入院で、自己負担なしで１８歳年度末まで拡大 

※◆印は自己負担あり  ※▲印は自己負担無料に所得制限あり 

※２０１６年４月と２０１７年４月の実施数・割合の変化（実施予定含む） 

・通院での「中学校卒業」以上を無料：４６（８５.１％）→４９（９０.７％） 

・入院での「１８歳年度末」まで無料：６（１１.１％）→７（１２．９％） 

※ゴチックは２０１６年愛知自治体キャラバン調査以降の変更部分 

※尾北医師会管内とは犬山市、江南市、大口町、扶桑町の医療機関 
 

市町村名 通院 入院 

愛知県 義務教育就学前 中学校卒業 

県基準を拡大 ５４（100％） ８（14.8％） 

小卒まで無料 ５２（96.2％） ― 

中卒まで無料 
４６（85.1％）［2016年 4月］ 

→４９（90.7％）［2017年 4月（予定含む）］ 
― 

18歳年度末 

まで無料 

５（9.3％）［2016年 4月］ 

→６（11.1％）［2017年 4月］ 

６（11.1％）［2016年 4月］ 

→７（12.9％）［2017年 4月］ 
1 名古屋市 中学校卒業 中学校卒業 

2 豊橋市 

中学校卒業（中学生は１．５割の自己負担あ

り、１．５割を償還払い）◆ 

→中学校卒業（自己負担撤廃、現物給付） 

（2017年 12月実施） 

中学校卒業（中学生は償還払い） 

→中学校卒業（全て現物給付に） 

（2017年 12月実施） 

3 岡崎市 中学校卒業 中学校卒業 

4 一宮市 中学校卒業 中学校卒業 

5 瀬戸市 中学校卒業 中学校卒業 

6 半田市 
中学校卒業（中学生は１割の自己負担あり、

２割を償還払い。市内に限り現物給付）◆ 

中学校卒業（中学生は償還払い、市内に限り

現物給付） 

7 春日井市 中学校卒業 中学校卒業 

8 豊川市 中学校卒業 中学校卒業 

9 津島市 
小学校３年生まで（市民税所得割が５万円

以下の世帯は１８歳年度末まで）▲ 
中学校卒業（小学校４年生以上は償還払い。市民税所

得割が５万円以下の世帯は１８歳年度末まで）▲ 

10 碧南市 中学校卒業 中学校卒業 

11 刈谷市 中学校卒業 中学校卒業 

12 豊田市 中学校卒業 中学校卒業 

13 安城市 中学校卒業 １８歳年度末（中学卒業後は償還払い）★ 

14 西尾市 中学校卒業 中学校卒業 

15 蒲郡市 中学校卒業 中学校卒業 

16 犬山市 
１８歳年度末（中学卒業後は１割の自己負担あり、２

割を償還払い。尾北医師会管内に限り現物給付） 

１８歳年度末（中学卒業後は１割の自己負担あり、２

割を償還払い。尾北医師会管内に限り現物給付） 

17 常滑市 
中学校卒業（中学生は１割の自己負担あり、

市内に限り現物給付）（2016年 10月実施）◆ 

中学校卒業（中学生は償還払い。市内に限り

現物給付）（2016年 10月実施） 

18 江南市 中学校卒業 中学校卒業 



市町村名 通院 入院 

19 小牧市 中学校卒業 中学校卒業 

20 稲沢市 中学校卒業 中学校卒業 

21 新城市 中学校卒業 中学校卒業 

22 東海市 中学校卒業 中学校卒業 

23 大府市 中学校卒業 中学校卒業 

24 知多市 中学校卒業 中学校卒業 

25 知立市 中学校卒業 中学校卒業 

26 尾張旭市 中学校卒業 中学校卒業 

27 高浜市 中学校卒業 中学校卒業 

28 岩倉市 中学校卒業 中学校卒業 

29 豊明市 中学校卒業 中学校卒業 

30 日進市 中学校卒業 中学校卒業 

31 田原市 中学校卒業 中学校卒業 

32 愛西市 小学校卒業 中学校卒業（中学生は償還払い） 

33 清須市 中学校卒業 中学校卒業 

34 北名古屋市 

中学校卒業（小学生以上は１割の自己負担あり、２割を

償還払い。市民税非課税世帯（※）は全額償還払い）（市

内医療機関は現物給付）◆▲ 

※対象に世帯の合計所得が192万円に子一人につき

38万円を加算した額未満の世帯を追加。 

中学校卒業（小中学生は償還払い。市内医

療機関に限り現物給付） 

※未就学児の入院時食事代助成（償還払い） 

35 弥富市 中学校卒業 中学校卒業 

36 みよし市 中学校卒業 中学校卒業 

37 あま市 

中学校卒業（中学生は１割の自己負担あり、

２割を償還払い）◆ 

→中学校卒業（自己負担撤廃、現物給付） 

（2017年 7月実施） 

中学校卒業（中学生は償還払い） 

→中学校卒業（全て現物給付に） 

（2017年 7月実施） 

38 長久手市 中学校卒業 中学校卒業 

39 東郷町 １８歳年度末★ １８歳年度末★ 

40 豊山町 中学校卒業 中学校卒業 

41 大口町 中学校卒業 中学校卒業 

42 扶桑町 中学校卒業 中学校卒業 

43 大治町 中学校卒業 中学校卒業 

44 蟹江町 中学校卒業 中学校卒業 

45 飛島村 １８歳年度末★ １８歳年度末★ 

46 阿久比町 中学校卒業 中学校卒業 

47 東浦町 中学校卒業 中学校卒業 

48 南知多町 １８歳年度末（2017年 4月実施）★ １８歳年度末（2017年 4月実施）★ 

49 美浜町 中学校卒業 中学校卒業 

50 武豊町 中学校卒業 中学校卒業 

51 幸田町 中学校卒業 中学校卒業 

52 設楽町 １８歳年度末（中学校卒業後は償還払い）★ １８歳年度末（中学校卒業後は償還払い）★ 

53 東栄町 １８歳年度末（中学校卒業後は償還払い）★ １８歳年度末（中学校卒業後は償還払い）★ 

54 豊根村 
１８歳年度末（小学１年以上は償還払い）

（2017年 4月実施）★ 

１８歳年度末（小学１年以上は償還払い）

（2017年 4月実施）★ 

入院時食事療養費助成 

・北名古屋市 未就学児対象、自己負担無し（償還払い） 

・東栄町   １８歳年度末まで 自己負担無し（2016年 4月から） 
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愛 知 県

身障手帳１～３級
４級（腎機能障害）
４～６級（進行性筋萎縮症）
IQ５０以下  自閉症状群

児童扶養手当準用

1

名 古 屋 市

特別障害者手当（本人）の所得制限を準用
本人のみの場合、限度額３，６０４千円
特定医療費受給者（指定難病）で、日常生活が
著しい制限を受けると医師が証明した者

○

2 豊 橋 市 ○ ○
3 岡 崎 市 ○ ○
4 一 宮 市 ○ ○
5 瀬 戸 市 ○ ○

6 半 田 市
知的障害者IQ51以上IQ75以下（市民税非
課税世帯のみ）

○

7 春 日 井 市 ○ ○
8 豊 川 市 ○ ○
9 津 島 市 ○ ○

10 碧 南 市 ○ ○
11 刈 谷 市 ○ ○
12 豊 田 市 ○ ○
13 安 城 市 ○ ○
14 西 尾 市 ○ ○
15 蒲 郡 市 ○ ○
16 犬 山 市 ○ ○
17 常 滑 市 ○ ○
18 江 南 市 ○ ○
19 小 牧 市 ○ ○
20 稲 沢 市 ○ ○
21 新 城 市 ○ ○
22 東 海 市 ○ ○
23 大 府 市 ○ ○
24 知 多 市 ○ ○
25 知 立 市 ○ ○

26 尾 張 旭 市
H26.12.31までの指定難病（特定疾患）患者の
経過措置あり（難病以外の疾患を助成）

○

27 高 浜 市 ○ ○
28 岩 倉 市 ○ ○
29 豊 明 市 ○ ○
30 日 進 市 ○ ○
31 田 原 市 ○ ○
32 愛 西 市 ○ ○
33 清 須 市 ○ ○
34 北 名 古 屋 市 ○ ○ H28・8月から所得制限有
35 弥 富 市 ○ ○
36 み よ し 市 ○ ○
37 あ ま 市 ○ ○
38 長 久 手 市 ○ ○
39 東 郷 町 ○ ○
40 豊 山 町 知的障害者IQ51以上IQ75以下 ○
41 大 口 町 ○ ○
42 扶 桑 町 ○ 所得制限なし
43 大 治 町 ○ ○
44 蟹 江 町 ○ ○
45 飛 島 村 ○ 所得制限なし
46 阿 久 比 町 ○ ○
47 東 浦 町 ○ ○
48 南 知 多 町 ○ ○
49 美 浜 町 ○ ○
50 武 豊 町 ○ ○
51 幸 田 町 ○ ○
52 設 楽 町 ○ ○
53 東 栄 町 ○ ○
54 豊 根 村 ○ ○

計 50 4 52 3

　　　  　　障害者・母子父子家庭医療費給付制度　市町村実施状況一覧表　（愛知県医務国保課）

（H29.4.1現在）

市町村
障害者医療費助成 母子父子家庭医療費助成

県に同じ 拡大・縮小の内容 県に同じ 拡大・縮小の内容



精神疾患のみ 全疾患 精神疾患のみ 全疾患
愛知県 （１・２級かつ自立支援） （未実施） （１・２級） （未実施）

1 名古屋市 （１･２級） （１･２級）
2 豊橋市 （自立支援） （１･２級） （１･２級）※
3 岡崎市 （３級かつ自立支援） （１～３級かつ自立支援） （３級） （１～３級）
4 一宮市 （自立支援） （１･２級） （１･２級）
5 瀬戸市 （自立支援） （１･２級かつ自立支援） ８割（精神病診断者） （１･２級）
6 半田市 （自立支援） （１･２級） （１･２級）
7 春日井市 （自立支援） １／２（１･２級） （１･２級）
8 豊川市 （自立支援） （１・２級） （１・２級）
9 津島市 （自立支援） （１・２級） （１・２級）
10 碧南市 （自立支援） （１･２級） １／２（精神病診断者） （１･２級）
11 刈谷市 （自立支援） （１･２級） １／２（精神病診断者） （１･２級）
12 豊田市 （自立支援） （１･２級） １／２（精神病診断者） （１･２級）
13 安城市 （自立支援） （１･２級） １／２（精神病診断者） （１･２級）
14 西尾市 （自立支援） （１･２級） １／２（精神病診断者） （１･２級）
15 蒲郡市 （自立支援） （１・２級） （１・２級）
16 犬山市 （自立支援） （１・２級） １／２（精神病診断者） （１・２級）
17 常滑市 （自立支援） （１・２級） （１・２級） （未実施）
18 江南市 （自立支援） （１・２級） １／２（精神病診断者） （１・２級）
19 小牧市 （自立支援） （１・２級） １／２（精神病診断者） （１･２級）
20 稲沢市 （自立支援） （１・２級） （１・２級）
21 新城市 （自立支援） （１・２級） １／２（３級） （１・２級）
22 東海市 （自立支援） （１･２級） （３級） （１・２級）
23 大府市 （自立支援） （１・２級，３級非課税者） （３級課税者） （１・２級，３級非課税者）

24 知多市 （自立支援） （１・２級） （３級） （１･２級）
25 知立市 （自立支援） （１･２級） １／２（精神病診断者） （１･２級）
26 尾張旭市 （自立支援） （１･２級かつ自立支援） １／２（精神病診断者） （１･２級）
27 高浜市 （自立支援） （未実施） １／２（精神病診断者） （未実施）
28 岩倉市 （自立支援） （１・２級） （精神病診断者） （１･２級）
29 豊明市 （３級，自立支援） （１～３級） １／２　（１～３級）
30 日進市 （自立支援） （１･２級） （未実施） （未実施）
31 田原市 （自立支援） （１・２級） １／２（精神病診断者） （１･２級）
32 愛西市 （３級），１／２（自立支援） （１～３級） （３級），１／２（精神病診断者） （１～３級）
33 清須市 （３級） （１～３級） （３級） （１～３級）
34 北名古屋市 （自立支援） （１･２級） （１･２級）
35 弥富市 （自立支援） （１･２級） （精神病診断者） （１･２級）
36 みよし市 （精神病診断者） （１･２級） （精神病診断者） （１･２級）
37 あま市 （３級かつ自立支援） （１･２級） （３級） （１･２級）
38 長久手市 （自立支援） （１･２級） （精神病診断者） （１･２級）
39 東郷町 （自立支援） （１･２級） １／２（精神病診断者） （１･２級）
40 豊山町 （３級，自立支援） （１～３級） （３級） （１～３級）
41 大口町 （自立支援） （１･２級） （精神病診断者） （１･２級）
42 扶桑町 （自立支援） （１･２級） １／２（精神病診断者） （１･２級）
43 大治町 １／２（３級かつ自立支援） （未実施） １／２（３級） （未実施）
44 蟹江町 （３級かつ自立支援） （未実施） （３級） （未実施）
45 飛島村 （３級） （１～３級） （３級） （１～３級）
46 阿久比町 （自立支援） （１・２級） （１・２級）
47 東浦町 （自立支援） （１・２級） （３級） （１・２級）
48 南知多町 （自立支援） （１・２級） （１・２級）
49 美浜町 （自立支援） （１・２級） （１・２級）
50 武豊町 （自立支援） （１･２級） （１･２級）
51 幸田町 （自立支援） （１･２級） １／２（３級，自立支援） （１･２級）
52 設楽町 （自立支援） （１・２級） １／２（自立支援） （１・２級）
53 東栄町 （自立支援） （１・２級） １／２（精神病診断者） （１・２級）

54 豊根村 （自立支援） （１・２級）
１／２（精神病診断者）
食費１／２（１・２級）

（１・２級）

53 51 38 49

※豊橋市の１・２級の入院全疾患対象は、２０１７年１２月実施予定

（２０１７年４月現在・愛知県保険医協会調査）

精神障害者医療費助成制度　市町村実施状況一覧表

通院 入院

計



県に同じ 実施 実施内容

1 名 古 屋 市 ○

70～74歳の者を拡大
特別障害者手当
（所得制限は年齢に関係なく適用）
介護保険の要介護度が２以下の者につい
て医師証明を求める。

70～74歳の者
を拡大

2 豊 橋 市 ○ 低所得Ⅰのみ、税被扶養者対象外
3 岡 崎 市 ○ 所得制限なし
4 一 宮 市 ○ 施設入所者、税被扶養者対象外 所得制限なし
5 瀬 戸 市 ○ 所得制限なし

6 半 田 市 ○
市内扶養義務者なし、
施設入所者、税被扶養者対象外

所得制限なし

7 春 日 井 市 ○
市内親族なしを条件に加える、
税被扶養者対象外

8 豊 川 市 ○ 1/2助成 所得制限なし
9 津 島 市 ○
10 碧 南 市 ○ 税被扶養者対象外
11 刈 谷 市 ○ 税被扶養者対象外 所得制限なし
12 豊 田 市 ○ 税被扶養者対象外 介護認定要介護３で非課税世帯 所得制限なし
13 安 城 市 ○ 所得制限なし
14 西 尾 市 ○ 税被扶養者対象外 所得制限なし
15 蒲 郡 市 ○ 税被扶養者対象外
16 犬 山 市 ○ 税被扶養者対象外
17 常 滑 市 ○ 施設入所者、税被扶養者対象外
18 江 南 市 ○
19 小 牧 市 ○ 市内親族なしを条件に加える
20 稲 沢 市 ○ 施設入所者、税被扶養者対象外 所得制限なし
21 新 城 市 ○ 1/2助成
22 東 海 市 ○ 施設入所者対象外
23 大 府 市 ○ 親族なしを条件に加える

24 知 多 市 ○
市内親族なしを条件に加える、
施設入所者、税被扶養者対象外

25 知 立 市 ○
税被扶養者、施設入所及び長期入院対
象外

26 尾 張 旭 市 ○ H30．７．３１までの経過措置あり
27 高 浜 市 ○ 税被扶養者対象外 所得制限なし
28 岩 倉 市 ○ 施設入所者、税被扶養者対象外

29 豊 明 市 ○
施設入所者対象外、
同一町内会親族なし

30 日 進 市 ○
施設入所者、税被扶養者対象外、
遺族年金を所得判定に含む

31 田 原 市 ○ 税被扶養者対象外
32 愛 西 市 ○ 税被扶養者対象外
33 清 須 市 ○ 市内親族なし、税被扶養者対象外

34 北名古屋市 ○
市内親族なしを条件に加える、
税被扶養者対象外

35 弥 富 市 ○ 施設入所者、税被扶養者対象外
36 み よ し 市 ○
37 あ ま 市 ○
38 長 久 手 市 ○
39 東 郷 町 ○
40 豊 山 町 ○ 税被扶養者対象外
41 大 口 町 ○ 親族等なし 所得制限なし
42 扶 桑 町 ○ 所得制限なし
43 大 治 町 ○
44 蟹 江 町 ○
45 飛 島 村 ○
46 阿 久 比 町 ○

47 東 浦 町 ○
施設入所者対象外、隣地親族なしを条
件に加える

48 南 知 多 町 ○
市内親族なしを条件に加える、
施設入所者対象外、1/2助成

49 美 浜 町 ○ 施設入所者、税被扶養者対象外
50 武 豊 町 ○ 施設入所者、税被扶養者対象外
51 幸 田 町 ○ 施設入所者、税被扶養者対象外 所得制限なし

52 設 楽 町 ○
低所得Ⅰのみ、
施設入所者、税被扶養者対象外

53 東 栄 町 ○

54 豊 根 村 ○
低所得Ⅰのみ、
施設入所者対象外1/2助成

所得制限なし

計 10 44 2 16

　　　後期高齢者福祉医療給付制度　市町村実施状況一覧表　（障害、精神障害者、母子家庭等医療を除く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

市 町 村

拡大

ひとり暮らし高齢者（県は平成20年3月廃止）
寝たきり、認知症 戦傷病者

（愛知県医務国保課　H２９．４．１現在）



（ひとり暮らし高齢者を除く）

通院 入院 備考

愛知県

身障手帳１～３級
４級（腎機能障害）
４～６級（進行性筋萎縮症）
IQ５０以下
自閉症状群

全額（１・２級） 全額（１・２級）
児童扶養
手当準用

寝たきり・認知症の
非課税世帯

1

名古屋市
（名称は
福祉給付

金）

特別障害者手当
所得制限
特定医療費受給者（指定難
病）で、日常生活が著しい
制限を受けると医師が証明
した者

特別障害者手当
所得制限

特別障害者手当
所得制限

70～74歳の者を拡大
特別障害者手当
（所得制限は年齢に関係なく
適用）
介護保険の要介護度が２以下
の者について医師証明を求め
る。

2 豊橋市 （自立支援） 精神のみ

3 岡崎市 （3級かつ自立支援）  （3級）
4 一宮市 （自立支援） 精神のみ

5 瀬戸市

6 半田市
知的障害者
IQ51以上IQ75以下
市民税非課税世帯のみ

（自立支援）

7 春日井市 （自立支援）
8 豊川市
9 津島市 （自立支援）

10 碧南市 （自立支援）  1/2(精神病診断者)

11 刈谷市 （自立支援）  1/2(精神病診断者)

12 豊田市 （自立支援）  1/2(精神病診断者) 要介護３で非課税世帯

13 安城市 （自立支援）  1/2
（精神病診断者)

14 西尾市 （自立支援） (精神病診断者)
15 蒲郡市 （自立支援）
16 犬山市 ○
17 常滑市 （自立支援）
18 江南市 （自立支援） 1/2（精神病診断者）

19 小牧市 （自立支援） 1/2（精神病診断者）

20 稲沢市  (自立支援)
21 新城市  (自立支援)  1/2（3級）
22 東海市  (自立支援)  （3級）
23 大府市  (3級非課税者，自立支援)  （3級）
24 知多市  (自立支援)  （3級）
25 知立市  (自立支援)  1/2(精神病診断者)

26 尾張旭市

H26.12.31までの指定難病
（特定疾患）患者の経過措
置あり（難病以外の疾患を
助成）

 (自立支援)  1/2(精神病診断者)

27 高浜市  (自立支援)  (精神病診断者)
28 岩倉市  (自立支援) (精神病診断者)
29 豊明市  (3級，自立支援) 1/2(3級)
30 日進市  (自立支援)
31 田原市  (自立支援) 1/2(精神病診断者) 精神のみ

32 愛西市 （3級）、1/2 (自立支援)  （3級）、1/2 (自立支援)

33 清須市 （3級）  （3級）
34 北名古屋市  (自立支援)
35 弥富市  (自立支援)  (精神病診断者)
36 みよし市  (精神病診断者)  (精神病診断者)
37 あま市 ○
38 長久手市  (自立支援)  (精神病診断者)
39 東郷町 (自立支援、3級かつ自立支援） 1/2（精神病診断者、３級）

40 豊山町
知的障害者
IQ75以下

（3級，自立支援） （3級）

41 大口町  (自立支援)  (精神病診断者)
42 扶桑町  (自立支援)  1/2(精神病診断者) 所得制限なし

43 大治町 （3級かつ自立支援） (3級)
44 蟹江町 （3級かつ自立支援） (3級)
45 飛島村 （3級） (3級) 所得制限なし

46 阿久比町  (自立支援)
47 東浦町 （自立支援） (3級) 精神のみ

48 南知多町  (自立支援) 精神のみ

49 美浜町  (自立支援) 精神のみ

50 武豊町  (自立支援) 精神のみ

51 幸田町  (自立支援) 1/2(3級，自立支援)

52 設楽町 ○
53 東栄町  (自立支援)  1/2(精神病診断者)

54
豊根村  (自立支援) 1/2(精神病診断者)

食費1/2（１・２級）
精神のみ

計 3 4 49 35 8 2 2
※「県に同じ」は、ひとり暮らし、寝たきり、認知症、戦傷病者等も県制度と同様のものに限る。

後期高齢者福祉医療費給付制度　市町村実施状況一覧表

（愛知県医務国保課　H２９．４．１現在）

市町村
県に
同じ

県より拡大・縮小

障害者
精神障害者

母子・父子等 高齢者





※2016年度は見込み。2014年度は2015年のキャラバン回答から

受給者数 受給割合
支給総額
（千円）

受給者数 受給割合
支給総額
（千円）

受給者数 受給割合
支給総額
（千円）

62,580 7.91% 4,175,629 62,494 8.00% 4,177,700 61,745 7.82% 5,101,527
1 名古屋 23,631 14.5% 1,483,609 22,919 14.1% 1,434,923 23,306 14.4% 1,462,217
2 豊橋市 5,712 17.5% 394,696 5,442 16.9% 380,570 5,478 17.0% 386,655
3 岡崎市 2,270 6.9% 248,722 2,444 7.4% 229,529 2,425 7.4% 243,791
4 一宮市 3,070 8.9% 241,756 3,171 9.3% 265,707 2,955 8.9% 285,434
5 瀬戸市 1,150 10.7% 81,720 1,089 10.3% 74,345 1,058 10.0% 77,147
6 半田市 1,133 10.6% 74,006 1,153 11.0% 71,720 1,126 11.0% 767,203
7 春日井市 2,305 8.5% 150,452 2,513 9.3% 170,669 2,440 9.2% 198,000
8 豊川市 1,410 8.7% 65,266 1,419 8.8% 66,591 1,319 8.2% 76,680
9 津島市 714 12.7% 44,481 677 12.4% 40,589 650 12.4% 40,500
10 碧南市 466 7.0% 33,081 459 7.0% 32,778 445 6.9% 33,461
11 刈谷市 685 5.4% 48,417 693 5.5% 53,925 681 5.3% 53,805
12 豊田市 2,992 8.0% 92,323 3,180 8.4% 99,671 3,048 8.3% 113,104
13 安城市 822 4.7% 58,327 901 5.1% 59,837 892 5.1% 77,000
14 西尾市 528 3.5% 52,842 534 3.6% 48,134 662 4.4% 60,759
15 蒲郡市 618 9.5% 44,605 616 9.6% 45,862 620 9.8% 49,680
16 犬山市 294 4.5% 22,127 325 5.1% 23,939 335 5.3% 27,227
17 常滑市 333 6.8% 25,478 326 6.6% 24,279 364 7.2% 24,569
18 江南市 784 8.8% 59,920 771 8.8% 59,740 701 8.2% 66,268
19 小牧市 1,186 8.9% 84,088 1,171 8.8% 84,317 1,113 8.5% 80,140
20 稲沢市 933 8.0% 72,094 902 7.9% 69,499 841 7.5% 75,025
21 新城市 348 9.2% 20,027 326 8.9% 21,718 263 7.3% 22,933
22 東海市 903 8.8% 62,630 881 8.5% 63,476 846 8.0% 67,710
23 大府市 608 7.4% 41,527 591 7.2% 42,763 527 6.4% 45,688
24 知多市 696 9.1% 41,687 649 8.5% 45,564 625 8.3% 48,943
25 知立市 461 7.6% 29,184 468 7.4% 32,664 470 7.8% 38,013
26 尾張旭市 807 10.8% 56,778 774 10.6% 54,219 725 10.0% 55,039
27 高浜市 478 10.5% 30,124 452 9.8% 32,319 400 8.6% 38,372
28 岩倉市 376 10.4% 27,243 320 9.0% 27,134
29 豊明市 454 7.8% 42,211 475 8.4% 40,467 480 8.7% 42,155
30 日進市 578 7.0% 45,711 553 6.6% 41,478 520 6.2% 39,002
31 田原市 311 5.9% 21,494 302 5.8% 22,074 302 5.8% 24,281
32 愛西市 556 10.0% 43,312 544 9.7% 38,793 481 8.9% 36,539
33 清須市 407 7.6% 32,658 405 7.4% 30,316 408 7.5% 31,023
34 北名古屋市 817 10.9% 57,487 820 10.9% 61,840 716 9.6% 65,162
35 弥富市 277 7.3% 21,812 284 7.7% 21,670 283 7.8% 23,057
36 みよし市 347 5.3% 24,522 378 5.9% 26,700 365 5.8% 31,290
37 あま市 751 9.5% 52,658 762 9.7% 54,473 755 9.7% 61,017
39 長久手市 153 2.9% 13,076 171 3.2% 12,704 180 3.3% 13,555
38 東郷町 172 3.8% 15,889 188 4.2% 16,594 193 4.4% 16,596
40 豊山町 163 11.8% 5,436 180 12.6% 5,503 156 10.7% 4,873
41 大口町 122 5.7% 6,452 127 5.9% 7,077 127 5.9% 11,244
42 扶桑町 229 7.5% 7,985 244 8.1% 17,666 230 7.7% 20,423
43 大治町 217 7.1% 9,020 220 7.1% 9,869 256 8.3% 12,506
44 蟹江町 286 9.8% 18,685 204 7.0% 12,777 245 8.5% 16,493
45 飛鳥村 16 4.3% 1,199 18 4.8% 1,586 12 3.1% 952
46 阿久比町 142 6.2% 10,491 150 9.5% 11,164 144 8.6% 12,137
47 東浦町 451 10.0% 30,845 466 10.5% 32,495 445 10.1% 34,563
48 南知多町 90 7.1% 6,659 91 7.5% 6,885 84 7.3% 7,119
49 美浜町 141 7.5% 8,976 133 7.3% 8,027 173 9.8% 11,560
50 武豊町 275 6.9% 19,062 272 6.9% 19,863 280 7.1% 22,650
51 幸田町 260 6.8% 17,937 265 6.7% 19,537 255 6.5% 19,000
52 設楽町 19 6.5% 1,401 13 4.8% 1,101 15 5.9% 1,539
53 東栄町 6 3.2% 407 3 1.7% 166 2 1.2% 93
54 豊根町 3 3.2% 277 4 4.9% 285 3 3.5% 201

就学援助の受給者数・予算額

２０１６年度（見込み）

（２０１６年愛知自治体キャラバンまとめ）

２０１５年度２０１４年度

合計

市町村名



生
活
保
護

基
準
の

その他・生活保護基準引き下
げについての対応など

２人家族
※母30歳代、子ども
小学生の場合
（年額）

４人家族
※父母は30歳代、
子ども小学生と４歳
児の場合（年額）

市
町
村
窓
口

学
校

両
方
　
可

― ― ― ― 14 7 33 1
1 名古屋市 1.0 2015年4月の基準を用いた 2,468,000 3,145,000 ○ ―

2 豊橋市 1.3 ②③④⑤⑥⑦　改定前基準額 2,254,000 3,334,000 ○ ―

3 岡崎市 1.24 2014年度1.2倍→2015年度1.24倍へ 2,180,000 3,030,000 ○ ―

4 一宮市 1.2
②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩、改定前の基
準を使用 1,730,000 2,650,000 ○ ―

5 瀬戸市 1.25
児童扶養手当受給者、市民税非課
税、国保減免など。 1,850,000 3,000,000 ○ ―

6 半田市 1.3 2013年度1.0倍→2014年度1.3倍へ 約200万 約310万 ○ ―

7 春日井市 1.2
①②③④⑤⑦⑧⑨⑩、ひきつづき
引き下げ前の生活保護基準を用い 約190万 約290万 ○ ―

8 豊川市 1.27 2015年度から1.23を1.27に引き上げ 2,011,832 2,762,859 ○ ―

9 津島市 1.0
①②③④⑤⑥⑦⑩ 2013年8月以前
の基準利用 1,870,000 2,560,000 ○ ―

10 碧南市 1.2

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩かつ、生保
家庭に準ずる程度に困窮していると
教育委員会が認める場合。学校納
付金の納付状態の悪い者。基準引
き上げ（1.0→１.２）

1,786,680 2,189,724 ○ ―

11 刈谷市
（1.4
超）

⑦の認定基準。収入状況の急変等
により困窮している世帯について
は、申請理由等を確認の上審査

2,300,000 3,060,000 ○ ―

12 豊田市 1.3
１.3倍以上であっても民生委員の現
状確認に基づいて判定している 2,095,000 3,185,000 ○ ―

13 安城市
およそ
1.2

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩等要保護者
に準ずる程度に困窮していると教育
委員会が特に認める者。

2,380,000 2,490,000 ○ ―

14 西尾市

申請時の該当要件事由を認定基準
としている。要件に該当しない場合
は特別支援教育就学奨励費負担金
の認定方法で判定。

1,570,000 2,350,000 ○ ―

15 蒲郡市 1.3

特別支援教育就学奨励費の支弁区
分の算定に用いる基準額表を使用。
基準を超えた場合でも、特別な事情
があれば認定。

○ ―

16 犬山市 1.2
特別支援教育就学奨励費の早見表
を用いて審査、生保引き下げ以前と
変わっていない。

1,699,804 2,605,003 ○ ―

17 常滑市 1.3

以前から1・3倍を基準としていたた
め、知多半島自治体で比較した場
合低い水準ではなかったので見直し
しなかった。

1,907,993 2,339,765 〇 ―

18 江南市 1.2 2013年度当初の基準 約２２０万 約３００万 ○ ―

認定基準額または所得基準額

社会保険料・生命保険料等の控除分が
加算されるため、この条件だけでは所得
基準額を算出できない

申請書の受付就学援助認定対象基準 民
生
委
員
証
明

就学援助の基準・申請・支給等について

認定基準を生活保護基準の１．３倍以上としているのが、２０市町村（３７％）（１．４倍以上の６市町村（１
１．１％）含む）であった。岡崎市、安城市が基準値を微増している。

（２０１６年愛知自治体キャラバンまとめ）

※就学援助認定基準の「その他」欄の○中数字は、次の基準。
①生活保護受給者、②生活保護を停止または廃止された者、③市民税非課税または減免された者、④個人事業税
または固定資産税が減免された者、⑤国民年金保険料が減免された者、⑥国民健康保険料（税）が減免もしくは減
額賦課された者、⑦児童扶養手当が支給された者、⑧生活福祉資金貸付または世帯更正貸付を受けた者、⑨失業
対策事業適格者手帳所持者または職業安定登録日雇労働者、⑩その他経済的に困窮している者

合計

市町村名



生
活
保
護

基
準
の

その他・生活保護基準引き下
げについての対応など

２人家族
※母30歳代、子ども
小学生の場合
（年額）

４人家族
※父母は30歳代、
子ども小学生と４歳
児の場合（年額）

市
町
村
窓
口

学
校

両
方
　
可

認定基準額または所得基準額 申請書の受付就学援助認定対象基準 民
生
委
員
証
明

市町村名

19 小牧市 1.3 ○ ―

20 稲沢市 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑩ ○
継続
のみ

⑧の
み必
要

21 新城市 1.3 ○ ―

22 東海市 1.3
③④⑤⑥⑦⑧⑨、昨年度引き上げ
を維持 1,990,233 3,016,619 ○ ―

23 大府市 1.2 生保引き下げによる影響を調査 1,448,532 2,043,648 ○ ―

24 知多市 1.3
保有する資産等は含めない。世帯
内の前年所得で審査。②③④⑤⑥
⑦⑧⑨。

1,756,898 2,497,482 ○ ―

25 知立市 1.4超
児童扶養手当の所得制限の1.1倍を
目安としている （1..6）253万 　（1.4）336.6万 ○ ―

26 尾張旭市 1.25 2,100,000 2,850,000 ○ ―

27 高浜市 1.0 母子・父子家庭は1.5倍。 2,130,000 2,180,000 ○ ―

28 岩倉市 1.1
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩、引き下げ
前の基準 1,699,170 2,574,383 ○ ―

29 豊明市 1.2
2012年度の基準年を使用し、対象
者に不利にならないようにしている 2,340,000 3,168,000 ○ ＿

30 日進市 1.5
①➁③④⑤⑥⑦⑧⑨、認定基準の
みならず、該当世帯の家計簿の状
況を個別に判断し、認定する。

約２０７万（控除なし） 約３３２万（控除なし） 〇 ＿

31 田原市 1.25
基準引き下げ前の基準を用いて認
定 1,771,000 2,710,000 ○ ―

32 愛西市 1.2
基準引き下げ前の基準を用いて認
定 2,255,000 3,077,000 ○ ―

33 清須市 1.3 ②③④⑤⑥⑦⑧ ○ ―

34 北名古屋市 1.2
①②③⑤⑥⑦⑩、派遣切りなど急激
に収入が減少した方（生保基準の
1.3倍）、生保基準見直し前を維持

社会保険料等が
不明のため産出
不可

社会保険料等が
不明のため産出
不可

○ ―

35 弥富市 1.2 ②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 1,648,000 2,701,000 ○ ―

36 みよし市 1.5 引き下げ前の生活保護基準を適用 約210万 約325万 ○ ―

37 あま市 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑩ ○ ―

38 長久手市
申請時に面談、収支入状況等を聞
き、教育委員会で審議。生保基準を
基準にしないため対応の必要なし。

　 ○ ―

39 東郷町 1.3 １５３，０００/月 ２４９，０００/月 ○ ―

40 豊山町 1.2
②③④⑤⑥⑦⑧⑩ 「生活扶助（1類
+２類+教育扶助」×１・２+住宅扶助
（1・３倍認定額）+母子加算

1,824,840 2,489,808 ○

41 大口町 1.2 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 1,690,000 2,600,000 ○ ―

42 扶桑町 国の基準に準ずる ○ ―

43 大治町 1.2
①⑦⑩罹災・失業等特別な事情によ
り生活が急変した者、または経済的
に困窮した者

○ ―

44 蟹江町 1.1
認定は、新基準で行っているが、超
過した場合は旧基準で再計算し認
定（旧基準の限度内なら認定）

約180万（賃貸）
約240万（持家）
※家賃額により減額の場合
あり。

約240万（賃貸）
約300万（持家）
※家賃額により減額の場合
あり。

○ ―

45 飛島村
国の認定基準にあたっての目安に
添って認定。 ○ ―

所得基準は設けていない

算出していません

申請者の生活困窮の状況を民生
委員、学校長に聞き取りをし認定

校長の意見、民生委員助言で個別対応



生
活
保
護

基
準
の

その他・生活保護基準引き下
げについての対応など

２人家族
※母30歳代、子ども
小学生の場合
（年額）

４人家族
※父母は30歳代、
子ども小学生と４歳
児の場合（年額）

市
町
村
窓
口

学
校

両
方
　
可

認定基準額または所得基準額 申請書の受付就学援助認定対象基準 民
生
委
員
証
明

市町村名

46 阿久比町 児童扶養手当ての所得制限を準用 ○ ―

47 東浦町
１．４
超

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 児童扶養
手当の所得制限各基準 2,608,970 3,096,834 ○ ―

48 南知多町 1.3
計算したところ、2013年度で認定さ
れた不認定世帯なし。 1,938,170 2,372,682 ○ ―

49 美浜町 1.3

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 生保は収
入額認定によるが、就学援助は所得
額で判定、引き上げ前の基準に変
更。

持ち家
1,651,025　　借
家　2,377,985

持ち家
2,631,667　　借
家　3,358,627

○ ―

50 武豊町 1.3 約193万 約248万 ○ ―

51 幸田町
概ね
1.5

生保基準を参考に制度運用を行
い、結果として認定に影響なし 約218万 約276万 ○ ―

52 設楽町 190万 285万 ○ ―

53 東栄町 個別対応 ○ ―
54 豊根村 個別対応 ○ ―
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54 6 36 46 11 54 7 17 16 47 44 52 38 15 0

1 名古屋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 学校生活管理指導表文書費

2 豊橋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 岡崎市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 一宮市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 瀬戸市 ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○

6 半田市 ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○

7 春日井市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 豊川市 ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ 新入学生学用品

9 津島市 ○ ○ ○ ○

10 碧南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新入学生学用品

11 刈谷市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

12 豊田市 ○ 〇 ○ 〇 ○ ○ 〇 ○ ○ 自然教室

13 安城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 西尾市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新入学生学用品

15 蒲郡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ 〇

16 犬山市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 常滑市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18 江南市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19 小牧市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 稲沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 新城市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 東海市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 海外学習参加費

23 大府市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 知多市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 知立市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 転入学用品費

26 尾張旭市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

メ
ガ
ネ
・
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
代

そ
の
他
・
備
考

就学援助の支給項目

※学用品日、修学旅行費、給食費は全市町村が対象に
※医療費は子ども医療費助成制度の入通院中学卒業まで完全無料を含む
※弥富市、武豊町・・・スポーツ掛け金は全保護者対象の全額公費または軽減措置
※２０１０年度からクラブ活動・生徒会・ＰＴＡ会費も補助の対象に、しかし拡充している市町村はま
だ少ない。
※新入学生学用品を支給する自治体が６自治体増えた。

自治体名

校外
活動費

学用品費
日
本
ス
ポ
ー

ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

掛
け
金

医
療
費

（２０１６年愛知自治体キャラバンまとめ）

入
学
準
備
金
／
入
学
学
用
品
費

合計

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費

給
食
費

通
学
用
品
費

通
学
費

修
学
旅
行
費

ク
ラ
ブ
活
動
費

生
徒
会
費
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27 高浜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 岩倉市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 豊明市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 日進市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 田原市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

32 愛西市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

33 清須市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34 北名古屋市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

35 弥富市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新入学生学用品

36 みよし市 ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

37 あま市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

38 長久手市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

39 東郷町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 豊山町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 卒業祝金

41 大口町 ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

42 扶桑町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

43 大治町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新入学生学用品

44 蟹江町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

45 飛島村 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

46 阿久比町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

47 東浦町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新入学生学用品

48 南知多町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

49 美浜町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

50 武豊町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

51 幸田町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

52 設楽町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

53 東栄町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

54 豊根町 ○ ○ ○ ○ ○ ○









任意予防接種事業 実施状況 
（２０１７年４月現在・愛知県保険医協会調査） 

【インフルエンザ】蟹江町、東栄町が新たに実施し、8市町村（14．8％）。無料実施は、東栄町、豊根村。 

【おたふくかぜ】豊川市が新たに実施し、9市町村（１6．6％）。無料実施は小牧市、飛島村、東栄町、豊根村。 

【ロタ】岡崎市、豊川市、豊明市が新たに実施し、16市町村（２9．6％）となった。無料実施は飛島村・東栄町・

豊根村。 

【Ｂ型肝炎】2016年10月から定期接種化し、対象から漏れた乳児の臨時の措置として12市町村(22.2%)が任意

予防接種の助成を行っている。 

※津島市は、子育て応援事業での補助金で使用可能。ワクチン事業の助成金ではない。 

             記号はそれぞれ次の通り。◎：自己負担無料で実施、○：助成を実施 

今年度より新たに実施が開始されたものはゴチックで表記した 
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合計（予定含む） 8 9 16 12 

 
27 高浜市 ― ― ― ― 

無料実施 2 4 3 11 
 

28 岩倉市 ― ― ― ― 

1 名古屋市 ― ○ ○ ― 
 

29 豊明市 ― ― ○ ― 

2 豊橋市 ― ○ ○ ― 
 

30 日進市 ― ― ― ― 

3 岡崎市 ― ― ○ ◎ 
 

31 田原市 ― ― ○ ― 

4 一宮市 ― ― ― ◎ 
 

32 愛西市 ― ― ― ― 

5 瀬戸市 ― ― ― ― 
 

33 清須市 ― ― ― ― 

6 半田市 ― ― ― ◎ 
 

34 北名古屋市 ○ ― ○ ― 

7 春日井市 ― ― ― ― 
 

35 弥富市 ― ― ― ― 

8 豊川市 ― ○ ○ ○ 
 

36 みよし市 ― ○ ○ ― 

9 津島市 ※ ※ ※ ※ 
 

37 あま市 ○ ― ― ― 

10 碧南市 ― ― ― ― 
 

38 長久手市 ― ― ― ― 

11 刈谷市 ― ― ○ ― 
 

39 東郷町 ― ― ― ― 

12 豊田市 ― ○ ○ ― 
 

40 豊山町 ― ― ― ― 

13 安城市 ○ ― ○ ― 
 

41 大口町 ― ― ― ― 

14 西尾市 ― ― ― ― 
 

42 扶桑町 ― ― ― ― 

15 蒲郡市 ― ― ― ◎ 
 

43 大治町 ― ― ― ― 

16 犬山市 ― ― ― ― 
 

44 蟹江町 ○ ― ― ― 

17 常滑市 ― ― ― ◎ 
 

45 飛島村 ○ ◎ ◎ ― 

18 江南市 ― ― ― ― 
 

46 阿久比町 ― ― ― ― 

19 小牧市 ― ◎ ― ― 
 

47 東浦町 ― ― ― ― 

20 稲沢市 ― ― ― ― 
 

48 南知多町 ― ― ― ― 

21 新城市 ― ― ― ― 
 

49 美浜町 ― ― ― ◎ 

22 東海市 ― ― ― ◎ 
 

50 武豊町 ― ― ― ― 

23 大府市 ― ― ― ◎ 
 

51 幸田町 ― ― ○ ◎ 

24 知多市 ― ― ― ― 
 

52 設楽町 ○ ― ○ ― 

25 知立市 ― ― ― ― 
 

53 東栄町 ◎ ◎ ◎ ◎ 

26 尾張旭市 ― ― ― ― 
 

54 豊根村 ◎ ◎ ◎ ◎ 
 



高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業詳細 
（２０１７年４月現在・愛知県保険医協会調査） 

○任意接種への独自の助成を行っているのは 41市町村（75.9％） 

○自己負担無しで実施している市町村は豊根村のみ。 

○定期接種対象者への個別通知を行っているのは 48市町村（88.8％） 

○定期接種の対象者は下記の通り。ただし、現時点では平成 30年度までに該当する方のみ。  

・過去にニューモバックス NP（23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）を接種したことがない方で、

当該年度に 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方。 

・60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能障害、HIVによる免疫機能障害があり、日常生

活活動が極度に制限される方。 

※任意接種・対象者の拡大欄で、①条件者とは『心臓、腎臓、呼吸器の機能障害、HIVによる免疫機能

障害があり、身体障害者１級保持者、またはそれに相当する方』 

市町村名 

定期接種 任意接種 

個別

通知 
自己負担 対象者 ワクチンの制限 自己負担 

2 回目以

降の助成 

1 名古屋市 × 4,000 ６５歳以上の未接種者 ニューモバックス 23のみ 4,000 × 

2 豊橋市 ○ 2,000 なし 

3 岡崎市 ○ 2,000 平成２８年度末までに６５歳以上 ニューモバックス 23のみ 2,000 × 

4 一宮市 ○ 2,000 ６５歳以上の①条件者 ニューモバックス 23のみ 2,000 × 

5 瀬戸市 ○ 2,500 ７０歳以上 ニューモバックス 23のみ 2,500 × 

6 半田市 ○ 2,000 
接種日現在７５歳以上及び、６５

歳以上で特定疾患のある方 
ニューモバックス 23のみ 2,000 × 

7 春日井市 ○ 2,400 
６５歳以上の未接種者及び、

６０歳以上の①条件者 
制限無し 医療機関による × 

8 豊川市 ○ 2,000 
７５歳以上および、６５歳以上

の①条件者 
制限無し 医療機関による × 

9 津島市 ○ 2,000 なし 

10 碧南市 ○ 2,500 なし 

11 刈谷市 ○ 2,500 満６５歳以上 ニューモバックス 23のみ 医療機関による × 

12 豊田市 ○ 2,000 ６５歳以上 ニューモバックス 23のみ 2,000 × 

13 安城市 ○ 2,500 ６５歳以上 制限無し 医療機関による × 

14 西尾市 ○ 2,500 ６５歳以上 ニューモバックス 23のみ 医療機関による × 

15 蒲郡市 ○ 2,000 なし 

16 犬山市 ○ 2,000 
７５歳以上及び、６５歳以上で

障害のある方 
ニューモバックス 23のみ 4,000 × 

17 常滑市 ○ 4,000 
７５歳以上及び、６５歳以上７

５歳未満の①条件者 
ニューモバックス 23のみ 4,000 × 

18 江南市 ○ 2,000 ７５歳以上及び、６５歳以上の①条件者 ニューモバックス 23のみ 医療機関による × 

19 小牧市 ○ 2,500 
７０歳以上の未接種者及び、

６０歳以上の①条件者 
ニューモバックス 23のみ 医療機関による × 

20 稲沢市 ○ 3,800 ６５歳以上の未接種者 ニューモバックス 23のみ 3,800 × 

21 新城市 ○ 2,000 なし 

22 東海市 × 1,080 ６５歳以上の未接種者 ニューモバックス 23のみ 1,080 × 

23 大府市 ○ 1,000 ６５歳以上の未接種者 ニューモバックス 23のみ 1,000 × 



市町村名 

定期接種 任意接種 

個別

通知 
自己負担 対象者 ワクチンの制限 自己負担 

2 回目以

降の助成 

24 知多市 ○ 2,400 ７５歳以上 ニューモバックス 23のみ 2,400 ○ 

25 知立市 ○ 2,500 ６５歳以上 ニューモバックス 23のみ 医療機関による × 

26 尾張旭市 ○ 2,500 
７０歳以上と６０歳～６９歳で

医師が必要と判断した者 
ニューモバックス 23のみ 2,500 × 

27 高浜市 ○ 2,500 後期高齢者医療被保険者 制限無し 医療機関による × 

28 岩倉市 ○ 2,500 ６５歳以上の未接種者 ニューモバックス 23のみ 医療機関による × 

29 豊明市 ○ 2,500 なし 

30 日進市 ○ 2,500 ７０歳以上 制限無し 医療機関による ○ 

31 田原市 ○ 2,000 なし 

32 愛西市 ○ 2,000 なし 

33 清須市 ○ 2,500 ６５歳以上の未接種者 ニューモバックス 23のみ 4,000 × 

34 北名古屋市 ○ 2,500 ６５歳以上の未接種者 ニューモバックス 23のみ 4,140 × 

35 弥富市 ○ 2,000 なし 

36 みよし市 ○ 2,000 ６５歳以上の未接種者 ニューモバックス 23のみ 2,000 × 

37 あま市 ○ 2,000 なし 

38 長久手市 ○ 2,500 ６５歳以上の未接種者 ニューモバックス 23のみ 2,500 × 

39 東郷町 ○ 2,500 

平成 28年 4月 2日～平成 29年

4 月 1 日に６７歳以上で、①条件

者(未接種者に限る)→

69,74,79,84,89,94歳の身体障害

者手帳１級程度の者の未接種者 

ニューモバックス 23のみ 2,500 × 

40 豊山町 ○ 2,500 ７５歳以の未接種者 制限無し 4,140 × 

41 大口町 ○ 2,000 
６０歳以上７５歳未満で①条件者

及び、７５歳以上の未接種者 
ニューモバックス 23のみ 4,000 × 

42 扶桑町 ○ 2,000 
７５歳以上定期接種対象外及

び、６６歳～７４歳の①条件者 
ニューモバックス 23のみ 医療機関による × 

43 大治町 ○ 2,000 なし 

44 蟹江町 ○ 2,000 なし 

45 飛島村 ○ 2,000 なし 

46 阿久比町 × 2,000 ６５歳以上の未接種者 ニューモバックス 23のみ 2,000 × 

47 東浦町 ○ 2,000 ７５歳以上 ニューモバックス 23のみ 2,000  

48 南知多町 × 2,500 ６５歳以上の未接種者 ニューモバックス 23のみ 2,500 × 

49 美浜町 × 3,000 ６５歳以上の未接種者 ニューモバックス 23のみ 3,000 × 

50 武豊町 ○ 2,500 ７５歳以上の未接種者 ニューモバックス 23のみ 4,000 × 

51 幸田町 ○ 2,000 ６５歳以上の５年以内未接種者 ニューモバックス 23のみ 2,000 × 

52 設楽町 ○ 医療機関による ７５歳以上の未接種者 ニューモバックス 23のみ 医療機関による × 

53 東栄町 × 医療機関による ６５歳以上 制限無し 医療機関による × 

54 豊根村 ○ 無料 ６５歳以上の５年以内未接種者 ニューモバックス 23のみ 無料 × 





国への意見書① 

 

国民健康保険の国庫負担を抜本的に引き上げ、 

十分な保険者支援を行うことを求める意見書(案） 

 

 

２０１８年４月から国民健康保険制度は都道府県単位の運営に移行する。 

国民健康保険制度改革の目的は、同制度の基盤安定化を図ることにある。そのために国

は２０１５年から保険者支援制度など財政支援を拡充し、新たな基金も造成しているが、

一方で市町村が行う決算補填等を目的とした一般会計法定外繰入の削減・解消を求めてい

る。 

このような改革は、結果的に市町村や被保険者に新たな負担増を招きかねず、制度改革

の趣旨を損ねることにもなる。 

都道府県単位化後も、保険料の賦課・徴収や窓口負担減免制度などは市町村が被保険者

個々の事情に応じて決定することになる。市町村の自主性を堅持するためにも、国の財政

支援は重要である。 

医療費に占める国庫補助金の割合は、１９８２年には５０％あったが、２０１５年度は

３０％となっており、国民健康保険制度の安定化のためには国庫負担の抜本的増額は不可

欠である。 

国においては、国民健康保険の国庫負担を抜本的に引き上げ、２０１８年度以降も、市

町村が保険料（税）を上げることのないよう、十分な保険者支援を行うことを求める。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成○○年○○月○○日 

○○市町村議会 

 

提出先 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣 宛て 



国への意見書② 

 

若い人も高齢者も安心できる年金制度を求める意見書（案） 

 

公的年金制度は高齢者をはじめ国民が安心して暮らすために、なくてはならない重

要な役割を果たしている。しかし、多くの高齢者は少ない受給額を補うために生活を

切り詰め、少ない貯金を取り崩して生活せざるを得ない状況に置かれている。 

２０１６年に成立した「年金制度改革関連法」は、キャリーオーバーの実施などマ

クロ経済スライドに加え年金をさらに引き下げるものとなっている。 

年金の連続的な引き下げは、医療や介護などの負担が増えるもとで、高齢者の暮ら

しを直撃するだけでなく、非正規雇用で働く若者や現役労働者など将来の年金生活者

にとっても重大な問題と言える。 

憲法２５条に基づくナショナル・ミニマム保障として、国民が安心できる年金制度

となるよう改善を求める。 

 

記 

 

１．マクロ経済スライドを廃止し、「年金制度改革関連法」の年金額改定新ルールは

実施しないこと。 

２．全額国庫負担による最低補償年金制度を早急に実現すること。当面、現行の国庫

負担額３万３千円をすべての高齢者に支給すること。 

３．年金支給開始年齢の引き上げをしないこと。 

４．年金の隔月支給を国際基準の毎月支給に改めること。 

 

以上、地方自治法第９９条規定により、意見書を提出する。 

 

平成○○年○○月○○日 

○○市町村議会 

 

 

提出先 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣 宛て 

 



国への意見書③ 

 

介護保険制度の改善を求める意見書（案） 

 

５月に「改正」介護保険法が成立し、現役並み所得者の利用料３割化、生活援助の人員

基準の引き下げやその他の介護サービスの「適正化」として、市町村を介護費用の削減に

駆り立てる仕組みづくりなど、新たな負担増とサービスの削減が盛り込まれた。 

地域では、前回の法「改正」の影響が深刻化。「利用料が１割から２割になり、訪問介護

とデイケアの利用を半分に減らした」「自宅での介護は限界、特養に入所できず、家族が仕

事を辞めて介護」など、新たな介護困難が生じている。 

事業所は介護報酬の大幅な引き下げにより、倒産件数が過去最高、廃業する小規模事業

所が相次いでいる。地域の介護サービス基盤そのものを大きく揺がしている。 

さらに介護現場では、職員を募集しても応募がなく人手不足が常態化・深刻化している。

原因は、介護職の給与が全産業平均と比べて月１０万円もの低水準や人手不足による過重

労働にある。介護福祉士養成校では学生が集まらず、定員の削減や、廃校する養成校も出

ており、制度の維持存続に不安が広がる。 

高齢化が進展する中で、介護保障の充実はすべての高齢者・国民の願いであることから、

以下の改善を要望する。 

 

１．新たな給付削減・負担増方針は行わないこと。 

現役並み所得者の利用料の３割負担実施を見直し、利用料は１割負担に戻すこと。 

高額介護サービス費の負担上眼額の引き上げは行わないこと。 

要介護１、２の生活援助サービスを継続すること。 

２．特別養護老人ホームへの入所対象者を要介護１以上に戻すこと。補足給付における資

産要件等を撤廃し、２０１４年法改正以前の要件に戻すこと。 

３．介護報酬を大幅に引き上げ、介護基盤の維持・向上に努めること。 

４．介護従事者の処遇を大幅に改善し、人手不足の抜本的な解決を図ること。そのための

財源は、一般財源で確保すること。 

５．政府の責任で必要な財源を確保すること。社会保障費の削減を中止すること。 

 

 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成○○年○○月○○日 

○○市町村議会 

 

提出先 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣 宛て 



国への意見書④ 

 

１８歳年度末までの医療費無料制度創設を求める意見書（案） 
 

現在、子ども医療費助成制度をめぐり、愛知県内では、通院で全市町村が県基準より拡

大し、入院・通院とも「中学校卒業まで無料」は４９市町村（９１％）であり、６市町村

では「１８歳年度末まで」拡大している。 

厚労省の全国の実施状況調査でも、中学校卒業以上の助成を行っている自治体は、入院

で１，５７２市町村（９０％）、通院で１，３８７市町村（８０％）と、全国的にも中卒

まで助成対象年齢を拡大している市町村は多数となっている（２０１６年４月１日時点）。 

また１８歳年度末まで対象を拡大している市町村も２０１６年４月時点で、１．４倍（１

５年比）と大幅に拡大している。 

このような現状を鑑みれば、１８歳年度末までを対象とした医療費助成制度を国の責任

で創設することは全国民的な願いである。 

子ども医療費助成に関し、全国知事会は「国の責任において全ての子どもの医療保険に

伴う負担を軽減する支援制度の創設」を提言し、子育て世帯の経済的負担の軽減を求めて

いる。 

子育て支援の観点から、国の責任で１８歳年度末までの医療費無料制度創設を求める。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成○○年○○月○○日 

○○市町村議会 

 

提出先 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣 宛て 

 

 



国への意見書⑤ 

 

障害児・者の生きる基礎となる 

「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書（案） 
 

 平成２６年１月、我が国が批准した国連「障害者の権利に関する条約」は、第１９条（a）

で「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するか

を選択する機会を有すること、並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと」とし、

第２８条では「障害者が、自己及びその家族の相当な生活水準（相当な食糧、衣類及び住居

を含む）についての権利並びに、生活条件の普段の改善についての権利を有することを認め

る」としている。 

 しかし、現行の障害福祉施策は、居宅サービスはもちろん、グループホームや入所施設な

ど、社会資源の絶対的不足を慢性化させ、結果として多くの障害児・者の自立を困難なもの

にしている。 

 障害児・者と家族は、社会からの孤立と家族依存、老障介護等の現実で、生きる基礎とな

る「暮らしの場」の整備を切実に望んでいる。とりわけ、緊急時や同性介護に対応するヘル

パー等の福祉人材確保の問題、入所施設への希望者が増加する中で緊急度の高い待機者が「長

期のショートステイ（いわゆるロングショート）」を余儀なくされている問題など早急に解決

すべき課題である。 

 こうした現状を打開するために、地域で安心して暮らすために必要な社会資源の拡充を図

るとともに、「地域か、施設か」、「グループホームか、入所施設か」の選択でなく、地域で相

互に連携した運営と拡充が図られ、障害児・者が体験的に選択できる状況を実現するよう、

下記の事項を強く要望する。 

 

記 

１．障害児・者が「暮らしの場」を選択できるよう、グループホームや入所施設・通所施設

などの社会的資源を拡充すること。 

２．ホームヘルパーなど福祉人材を確保するために、報酬単価を引き上げること。 

３．入所機能を備えた地域生活支援拠点を国の責任で整備すること。 

４．前３項を実現するために、障害者関連予算を増額し、施策の重要な担い手となっている

地方公共団体を財政的に支援すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成○○年○○月○○日 

○○市町村議会 

 

提出先 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣 宛て 



愛知県への意見書① 

 

福祉医療制度を守り、拡充を求める意見書（案） 

 

子ども医療費助成は、子育て支援の推進施策の大きな柱となっている。また、障害者医

療費助成・精神障害者医療費助成や後期高齢者福祉医療費助成も、障害者や高齢期の

医療を支える大切な施策となっている。 

これらの福祉医療制度はいずれも、愛知県民にとってかけがえの無い優れた制度であ

る。 

しかしながら愛知県は、福祉医療制度の見直しによる一部負担金の導入は断念したも

のの、所得制限については今後も研究を続けるとしている。しかし、所得制限の導入は、

各市町村が行っている医療費助成に大きな影響を与えるものであり、より慎重な検討が必

要である。 

よって、各市町村が今後も福祉医療制度が安定的に維持できるよう、愛知県の福祉医

療制度の現行水準を存続するとともに、既に多くの市町村が独自に実施している子ども医

療費助成の対象年齢の拡大、精神障害者医療費助成の対象疾病の拡大、ひとり暮らし

の非課税高齢者の後期高齢者福祉医療費給付制度への適用など、愛知県の助成対象の拡

充が求められている。 

愛知県におかれては、下記事項について措置を講ずるよう要望する。 

 

記 

１．福祉医療制度（子ども、障害者、母子・父子家庭等医療費、精神障害者、高齢者医療）を縮

小せず、存続・拡充すること。 

２．子どもの医療費無料制度を１８歳年度末まで現物給付（窓口無料）で実施すること。 

３．精神障害者医療費助成の対象を、一般の病気にも広げること。 

４．後期高齢者医療対象者のうち住民税非課税世帯の医療費負担を無料にすること。当面、ひ

とり暮らしの非課税高齢者など後期高齢者福祉医療費給付制度の対象を拡大すること。 

 

以上 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成○○年○○月○○日 

○○市町村議会 

 

提出先 愛知県知事 



愛知県への意見書② 

 

市町村国民健康保険への事業費補助金復活を求める意見書（案） 

 

 

国の国民健康保険制度改革が２０１８年度から本格的に始動するが、この改革を

通じて、「所得水準が低い」「保険料負担が重い」など、国保の「構造的問題」を解

決することが求められている。 

しかしながら、愛知県は、県独自にこれら構造的問題を解消する役割を果たして

きた市町村国民健康保険への事業費補助金を２０１４年度から廃止した。この事業

は、県の２０１３年度事務事業評価調書で「必要性は高い」「休廃止の影響は大きい」

と評価されている。当該事業費補助金の復活は市町村国保への支援として重要な意

義を持つものである。 

したがって、愛知県におかれては、下記事項について措置を講ずるよう強く要望

する。 

 

記 

 

市町村国民健康保険への県の事業費補助金を復活すること。 

以上 

 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成○○年○○月○○日 

○○市町村議会 

 

提出先 愛知県知事 



２０１７年・自治体キャラバン要望事項の実施状況チェックシート 
※キャラバン要望事項の実施状況を今年のアンケート回答・冊子で事前にご記入してください。 

要望項目＼自治体名    

１
．
介 

護 

（１）保険料減免の実施と実績 
なし          

あり        件 

なし          

あり        件 

なし         

あり        件 

（４）利用料減免の実施と実績 
なし          

あり        件 

なし          

あり        件 

なし          

あり        件 

（６）特養待機者数 
要介護３以上      人 

要介護１・２        人 
要介護３以上      人 

要介護１・２        人 
要介護３以上      人 

要介護１・２        人 

（１８）障害者控除認定書発行数 
１５年       件 

１６年       件 

１５年       件 

１６年       件 

１５年       件 

１６年       件 

（１８）障害者控除申請書又は認定書

を送付しているか 

申請書 

認定書 

申請書 

認定書 

申請書 

認定書 

２
．
国 

保 

保険料（税）順位（高い順）（P５６参照） 位 位 位 

一般会計繰入順位（多い順）（P５６参照） 位 位 位 

（３）国保資格証明書交付件数 
１６年       件 

１７年       件 

１６年       件 

１７年       件 

１６年       件 

１７年       件 

（５）保険料（税）滞納者への差押え件数 
１５年       件 

１６年       件 

１５年       件 

１６年       件 

１５年       件 

１６年       件 

３
．
税
の
滞
納 

（１）滞納整理マニュアル 
（   ）ある 

（   ）ない 

（   ）ある 

（   ）ない 

（   ）ある 

（   ）ない 

（２）徴収の猶予の申請件数・許可件数 
申請       件 

許可       件 

申請       件 

許可       件 

申請       件 

許可       件 

４
．
生
活
保
護 

（１）相談・申請・保護開始件数 

相談       件 

申請       件 

保護開始    件 

相談       件 

申請       件 

保護開始    件 

相談       件 

申請       件 

保護開始    件 

５
・６
．
福
祉
・子
育
て
支
援 

５（１）子ども医療費助成の対象範囲 
通院： 

入院： 

通院： 

入院： 

通院： 

入院： 

６（２）就学援助・生保基準の倍数 
生活保護基準額の

（    ）倍 

生活保護基準額の

（    ）倍 

生活保護基準額の

（    ）倍 

６（２）就学援助入学準備金の新学期

前の支給 

（    ）実施 

（    ）未実施 

（    ）実施 

（    ）未実施 

（    ）実施 

（    ）未実施 

（３）学校給食への自治体独自の補助 
（    ）ある 

（    ）ない 

（    ）ある 

（    ）ない 

（    ）ある 

（    ）ない 

７
．
障
害
者 

（５）医療と介護を併給している人数 
人数（     ）人 

昨年比（    ）％ 

人数（     ）人 

昨年比（    ）％ 

人数（     ）人 

昨年比（    ）％ 

そ
の
他 

子どものインフルエンザ・おたふく・ 

ロタの助成制度の有無 （P８７参照） 

（  ）インフルエンザ 

（  ）おたふくかぜ 

（  ）ロタウイルス 

（  ）インフルエンザ 

（  ）おたふくかぜ 

（  ）ロタウイルス 

（  ）インフルエンザ 

（  ）おたふくかぜ 

（  ）ロタウイルス 

定期接種・成人用肺炎球菌ワクチン

の自己負担金額 （P８８参照） 
円 円 円 

 



ｺｰｽ 責任団体 日程 自治体名 訪問時間
請
願

要
請
団

当
局

団長 事務局長
運
転
手

備考

第１ 年金者組合 10/24 長久手市 10:30～11:30 18 11 年金者組合 年金者組合
(火) 日進市 13:00～14:00 20 13 小室 人見

東郷町 14:45～15:45 ○ 20 12
年金者組合 10/25 愛西市 10:30～11:30 15 14 年金者組合 年金者組合

(水) 津島市 13:00～14:00 15 10 水野 杉浦
大治町 14:45～15:45 13 14

10/26 弥富市 10:30～11:30 18 8 年金者組合 年金者組合
(木) 蟹江町 13:00～14:00 14 14 伊藤 水野

飛島村 14:45～15:45 9 8
一宮社保協 10/27 一宮市 10:00～11:30 54 22 一宮社保協 一宮社保協

(金) 稲沢市 13:00～14:30 ○ 31 14 鈴木 村松
あま市 15:15～16:15 ○ 12 17

第２ 自治労連 10/24 清須市 10:00～11:00 19 15 社保協 自治労連
(火) 北名古屋市 13:00～14:00 16 14 西村 林

岩倉市 14:45～15:45 ○ 28 19
自治労連 10/25 江南市 10:30～11:30 25 12 自治労連 自治労連

(水) 扶桑町 13:00～14:00 13 10 長坂 吉良
犬山市 14:45～15:45 ○ 24 9

自治労連 10/26 豊山町 10:30～11:30 8 5 自治労連 自治労連
(木) 小牧市 13:00～14:00 17 15 長坂 平野

大口町 14:45～15:45 ○ 13 11
自治労連 10/27 瀬戸市 10:30～11:30 19 11 自治労連 自治労連

(金) 尾張旭市 13:00～14:00 20 17 長坂 鈴木
春日井市 15:15～16:15 25 16

第３ 愛労連 10/24 東浦町 10:30～11:30 8 9 愛労連 愛労連
(火) 大府市 13:00～14:00 17 16 榑松 龍尾

豊明市 14:45～15:45 ○ 11 18
社保協 10/25 東海市 13:00～14:30 14 18 社保協 社保協

(水) 知多市 15:15～16:15 9 11 澤田 井上
愛労連 10/26 阿久比町 10:00～11:00 12 6 愛労連 愛労連

(木) 半田市 13:00～14:00 20 15 知崎 関
武豊町 15:00～16:00 5 10

愛労連 10/27 常滑市 10:00～11:00 13 15 愛労連 愛労連
(金) 南知多町 13:00～14:00 6 10 谷藤 竹内

美浜町 14:45～15:45 9 14
第４ 新婦人 10/24 豊田市 10:00～11:30 ○ 20 22 新婦人 新婦人

(火) みよし市 13:00～14:00 17 9 小池 津田
社保協 10/25 刈谷市 10:30～11:30 ○ 12 29 社保協 社保協

(水) 高浜市 13:15～14:15 9 14 幸島 日下
碧南市 15:00～16:00 ○ 10 10

社保協 10/26 岡崎市 10:00～11:30 ○ 30 31 社保協 社保協
(木) 安城市 13:30～14:30 ○ 17 12 武田 小松

知立市 15:30～16:30 13 12
社保協 10/27 幸田町 13:00～14：00 8 14 社保協 社保協

(金) 西尾市 15:00～16:30 17 25 小松 夏目
第５ 自治労連 10/24 新城市 10:30～11:30 10 12 東三河労連 自治労連

(火) 豊川市 13:30～14:30 19 15 青木 平野
蒲郡市 15:30～16:30 7 23

自治労連 10/25 豊橋市 10:30～12:00 24 15 自治労連 東三河労連
(水) 田原市 14:00～15:00 8 16 鈴木 青木

自治労連 10/26 東栄町 10:30～11:30 8 7 東三河労連 ４団体
(木) 豊根村 13:00～14:00 8 2 青木 島崎

設楽町 15:00～16:00 11 2
※名古屋市は１１月８日(水)１４時～、愛知県は１１月１４日(火)１４時～です。
※一宮市、稲沢市、東海市、豊田市、西尾市、岡崎市、豊橋市の懇談時間は９０分

愛
労
連

新
婦
人

保
険
医
協
会

豊
橋
市
職
労

年金者組合

名
古
屋
ブ
ロ

ッ
ク

自
治
労
連

２０１７年愛知自治体キャラバン日程表・参加者（敬称略）



 

愛知自治体キャラバンとは？ 
愛知自治体キャラバンは、県内のすべての自治体を訪問し、各市町村に対し、医療・福祉・介護など社

会保障の拡充と、国や愛知県に意見書の提出を求めて要請する行動で、今回、３８年目を迎えました。 

要請項目は、その時々の重点課題を陳情書としてまとめ、当局と議会にそれぞれ提出しています。議会

へは、紹介議員が得られる場合は、請願として提出しています。 

参加者の延べ人数は、要請団側が約９００人、当局と議会関係者が合計約７５０人にのぼります。 

「自治体キャラバンの要請事項が実現した市町村割合の推移」（次ページ）でわかるように、国の社会保

障連続改悪が強行される中でも、地方自治体での医療・福祉・介護などの要望が着実に前進しています。

住民のため社会保障施策の前進に大きな役割を果たしています。 
 

愛知自治体キャラバンの要請経過 
・第１回は、１９８０年２月～３月に愛知県社会保障推進協議会（社保協）の主催で「健保法改悪に反対する

キャラバン」として、国への意見書の提出を求めて、２１市を訪問しました。 

・翌８１年は、「おとしよりと子どもをまもる福祉キャラバン」で、老人医療有料化・児童福祉手当改悪反対な

どの意見書提出を求め、３０市に要請。８２年は、自治体に対し、老人医療無料制度の存続などを要請。 

・１９８３年は、「健康といのちを守る愛知県実行委員会」で、はじめて県内全市町村に要請しました。 

・主催団体は、社保協、数団体の連名、課題別の実行委員会など、様々な名称で要請してきましたが、  

２００１年からは愛知自治体キャラバン実行委員会が主催団体となって現在に至っています。 

・２００１年から、アンケート回答と陳情書への文書回答をもとに「愛知自治体キャラバンのまとめ」を発行し、

各市町村に配布を開始。各市町村の医療・福祉・介護などの実態がわかる貴重な資料となっています。 

・２０１６年の文書回答は、９６％の市町村から寄せられ、未回答は豊田市・みよし市の２自治体のみです。 

・各市町村のアンケート回答および文書回答は、愛知県社会保障推進協議会（社保協）のホームページに

掲載しています。 
 

要望事項を実施した市町村割合の推移 （１％未満は四捨五入） 
要  望  事  項 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 

介護保険の保険料独自減免 ５３％ ５５％ ５７％ ５４％ ５４％ ５４％ ４４％ ５０％ 

介護保険の利用料独自減免 ４０％ ４４％ ４１％ ３９％ ３９％ ３９％ ３９％ ３９％ 

住宅改修の受領委任払い ５９％ ６７％ ７０％ ７６％ ７６％ ７６％ ８０％ ８０％ 

高齢者への配食サービス（毎日実施） ２６％ ３２％ ３３％ ３７％ ３７％ ３７％ ４３％ ４３％ 

障害者控除認定書の発行枚数 22,712 29,955 32,736 34,778 42,322 45,136 50,017 ― 

障害者控除の対象者（要介護１以上） ５１％ ６９％ ７２％ ７２％ ７２％ ７０％ ７０％ ― 

障害者控除認定書・申請書自動送付 ４２％ ４８％ ５２％ ５４％ ５７％ ６１％ ５９％ ― 

☆高齢者用肺炎球菌ワクチン助成 ７％ １６％ ３７％ ７４％ １００％ １００％ １００％ １００％ 

◎福祉給付金の現物給付・自動払い １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ 

◎小学校卒業までの医療費無料制度 ７０％ ８２％ ８５％ ８５％ ８７％ ８９％ ８９％ ９４％ 

◎中学校卒業までの医療費無料制度 ３６％ ５１％ ６７％ ７６％ ７８％ ７８％ ８５％ ８７％ 

☆国保・高額療養費受領委任払い １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ １００％ 

国保一部負担金減免制度 ７２％ ７５％ ８７％ ９１％ ９３％ ９３％ ９３％ ９３％ 

文書回答 ９７％ ９３％ ９４％ ９６％ ９６％ ９６％ ９６％ ９６％ 

自治体数 ６１ ５７ ５４ ５４ ５４ ５４ ５４ ５４ 

（注）１．各項目の実施割合は、自治体キャラバンで回答を求めた１０月１日（２００８年から９月１日）の実施状況。 

２．「福祉給付金の現物給付・自動払い」は、２００７年までは自動払いの推移。２００８年からは、愛知県とし

て現物給付に変更し、立替払い自体が不要となった。 

３．「国保・高額療養費受領委任払い」は、２００７年から入院と在宅医療で現物給付が実現。２０１２年から

外来も現物給付となった。 

４．「高齢者用肺炎球菌ワクチン」は２０１４年度に定期予防接種となっている。 

５．上記要望項目のうち、◎印の制度は愛知県の制度を、☆印の制度は国の制度を大きく変化させた。 

６．２０００年～２００８年の推移は次ページ参照 



要望事項を実施した市町村割合の推移 （愛知自治体キャラバン結果から） 
（１％未満は四捨五入） 

 
要  望  事  項 要望開始年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2008 年 2010 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 

介護保険の保険料独自減免 １９９８年 ５％ １４％ １８％ ４４％ ４７％ ５４％ ４８％ ５４％ ５５％ ５４％ ５４％ ５４％ ４４％ ５０％ 

介護保険の利用料独自減免 １９９８年 ８％ １５％ ２５％ ３２％ ３６％ ３５％ ３７％ ４１％ ４４％ ３９％ ３９％ ３９％ ３９％ ３９％ 

住宅改修の受領委任払い ２００３年 ― ― ― ５％ ６％ １０％ ２９％ ５２％ ６７％ ７６％ ７６％ ７６％ ８０％ ８０％ 

高齢者への配食サービス（毎日実施） １９９４年 ２％ ５％ １３％ １４％ １７％ １９％ ２４％ ２６％ ３２％ ３７％ ３７％ ３７％ ４３％ ４３％ 

障害者控除認定書の発行枚数 ２００２年 ― ― 3,768 5,848 5,114 7,155 10,466 18,544 29,955 34,778 42,322 45,136 50,017 ― 

障害者控除の対象者（要介護１以上） ２００６年 ― ― ― ― ― ― ２４％ ５１％ ６９％ ７２％ ７２％ ７０％ ７０％ ― 

障害者控除認定書・申請書自動送付 ２００６年 ― ― ― ― ― ― ２１％ ４３％ ４８％ ５４％ ５７％ ６１％ ５９％ ― 

高齢者用肺炎球菌ワクチン助成 ２００９年 ― ― ― ― ― ― ― ３％ １６％ ７４％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

◎福祉給付金の現物給付・自動払い 
（現物給付１９９７年 自動払い２００３年） 

 １％ １％ ５％ １３％ ３０％ ５１％ ６５％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

◎小学校卒業までの医療費無料制度 ２００５年 ０％ １％ １％ ２％ ３％ ４％ ６％ ５４％ ８２％ ８５％ ８７％ ８９％ ８９％ ９４％ 

◎中学校卒業までの医療費無料制度 ２００７年 ０％ ０％ １％ １％ １％ １％ ２％ ３０％ ５１％ ７６％ ７８％ ７８％ ８５％ ８７％ 

☆国保・高額療養費受領委任払い ２００１年 １０％ １０％ １０％ １４％ １８％ ２５％ ３３％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

国保一部負担金減免制度 ２００３年 ― ― ― １８％ ２４％ ３４％ ５４％ ７２％ ７５％ ９１％ ９３％ ９３％ ９３％ ９３％ 

文書回答 － １３％ ３４％ ５０％ ７４％ ７９％ ９４％ ９７％ ９７％ ９３％ ９６％ ９６％ ９６％ ９６％ ９６％ 

自治体数 － ８８ ８８ ８８ ８７ ８７ ６８ ６３ ６１ ５７ ５４ ５４ ５４ ５４ ５４ 

（注）１．各項目の実施割合は、自治体キャラバンで回答を求めた１０月１日（２００８年からは９月１日）現在の実施状況。 

２．「福祉給付金の現物給付・自動払い」は、２００７年までは「現物給付＋自動払い」の推移。２００８年に全県で現物給付に変更し、立替払いが不要となった。 

３．「国保・高額療養費受領委任払い」は、２００７年から入院と在宅医療で現物給付が実現。２０１２年から外来も現物給付となった。 

４．「高齢者用肺炎球菌ワクチン」は２０１４年度に定期予防接種となっている。 

５．「－」の年は、要望前などの理由で未集約。 

６．上記要望項目のうち、◎印の制度は愛知県の制度を、☆印の制度は国の制度を大きく変化させた。 
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